
第 2 6 回 ｢産科医療補償制度運営委員会｣

ー第 1 7 回制度見直 しの検討一 次第

日 時 : 平成 2 5 年 1 1 月 5 日 (火)
1 4 時 0 0 分~ 1 6 時 0 0 分

場所 : 日 本医療機能評価機構 9 階ホ-ル

‐ ‐ .
1 . 開 会

2 . 議 事

1 ) 第 6 9 回社会保障審議会医療保険部会の主な質問 ･ 意見について

2 ) 第 2 5 回運営委員会の主な意見について

3 ) 補償対象 と な る脳性麻痺の基準について

4 ) 補償水準等について

5 ) 廃止時等預か り 金について

6 ) 補償申請の促進に係 る取組み等の状況について

7 ) そ の他 、

3 , 閉 会



1 ) 第 6 9 回社会保障審議会医療保険部会の主な質問 ･ 意見につ し 、て

○ 本年 10 月 23 日 に開催 された第 69 回社会保障審議会医療保険部会 (以下 、 ｢ 医

療保険部会｣ と い う ) において 、 剰余金お よび掛金の取扱いに関する基本的な

考え方 と保険会社の事務経費等の取扱いに係 る検討結果、 お よ び補償対象 と な

る脳性麻痺の基準お よび補償水準等の検討状況等について報告を行っ た。

参考資料 1

参考資料 2

第 69 回社会保障審議会医療保険部会 本制度関連資料

第 69 回社会保障審議会医療保険部会 本制度関連概要

○ 第 69 回医療保険部会におけ る本制度に係 る 主な意見は 、 以下の と お り であ る 。

<主な意見>

( 1 ) 剰余金およ び掛金の取扱いに関す る基本的な考え方につ いて

(健康保険組合連合会)

剰余金の取扱いについては、 将来の掛金に充当する こ と と し 、 平成 27 年 1 月

に掛金の見直 し と 剰余金の掛金への充当 を同時に実施する こ と で よ い。

(全国健康保険協会)

剰余金は精算を行 う のが当然であ り 、 将来の掛金に充当する こ と で よ い。

(全国健康保険協会)

平成 27 年 1 月 に掛金を引 き 下げる と い う 方針を明言 してほ しい。

→ (機構回答)

平成 27 年 1 月 に掛金の見直 し と剰余金の掛金への充当 を実施する 。

→ (医政局回答)

保険者の理解が得 られる のであれば、 平成 27 年 1 月 に掛金の見直 し と剰余

金の掛金への充当 を実施する こ と でよ い。

( 2 ) 保険会社の事務経費等の取扱いについて

(健康保険組合連合会)

剰余金の返還の最低水準は、 今後 、 実績や新 しい推計値を見なが ら見直 して

い く のであれば、 今回の案でよ い。



(健康保険組合連合会)

剰余金の運用益は、 平成 26 年以降の契約分か ら剰余金 と併せて返還する こ と

で よ い。

(全国健康保険協会)

剰余金の運用益に関する議論は、 オープンな場で行い 、 透明性を確保 して ほ

しい。

(健康保険組合連合会)

こ の制度は公的制度であ り 、 ノ ー ロ ス ･ ノ ープ ロ フ ィ ッ ト が原則であ る 。 保

険会社に リ ス ク はないので、 制度変動 リ ス ク対策費について再検討 してほ しい。

( 3 ) 補償対象 と な る脳性麻痺の基準および補償水準等の検討状況等につ いて

(健康保険組合連合会) .

特定の疾患に補償金を支払 う 本制度は、 特例中の特例であ る 。 今は以前よ り

も産科医療が安定 している ため 、 特例は取 り やめ る と い う のが本来のあ るべき

姿であ る 。 一方、 本制度は効果のあ る仕組みであ り 、 急にやめ られない こ と も

承知 してい る 。 今後 と も 医療保険を財源 と する のであれば、 制度創設時の理念

を変えずに制度の見直 しの議論を進めてほ しい。

(健康保険組合連合会)

制度発足当時の理念に即 し 、 医学的に正 しい見解であればよ い。 東大の岡先

生の資料を見て も 、 28 週か ら 3 1 週の脳性麻痺の発生率は 32 週か ら 36 週 の発生

率 と 比較 して未だに大き な差があ る 。 こ の差は医療事故に よ る も のではな く 、

未熟性や、先天的な要件でこ の差が出てい る と 思 う 。 28 週か ら 32 週について は、

個別審査で判断でき る ため 、 現行の基準でもおか し く ない と 思 う 。

(全国健康保険協会)

補償対象 と な る脳性麻痺の基準に関する議論は、 保険者の理解を得る こ と 、

お よび制度発足時の趣旨 を踏ま え医学的エ ビデンス に も と づ く 議論をする こ と

に留意 して進めてほ しい。

→ (機構回答)

補償対象 と な る脳性麻痺の基準の見直 しについて 、 制度発足当時の趣 旨 を

踏ま えて議論 してい く 。
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( 4 ) そ の他

(大学教授 ･ 法学)

今回の制度の見直 しの議論においては 、 申請促進 と い う 観点でス ムーズに運

営 してい く 手立てについて も幅広 く 検討 して ほ しい。

( 日 本医師会)

9 月 10 日 に 、 日 本医師会を は じめ 9 団体連名で厚労大臣宛に要望書を提出 し

ている 。 掛金 3 万円 が維持でき る こ と を前提に 、 一般審査を在胎週数 28 週へ拡

大、 補償の増額等を要望 してい る 。 今後 と も 両学会、 医会の意見も踏ま えなが

ら 、 制度の維持 ･ 発展に向 けて進めて ほ しい。

( 日 本労働組合総連合会)

本制度は、 本来であれば国の制度 と して運営すべき であ る 。 制度の価値は、

原因分析や再発防止が産科医療の安全性を高め 、 脳性麻痺 と な る児を減 らすこ

と みこ寄与 してい る こ と であ る 。 制度創設を急いだ経緯を踏ま え、 当 時残 された

宿題、 制度開始後明 らかになっ た課題を検討すべき であ る び

( 5 ) 部会長のま と め

運営委員会には医療保険部会の意見 も尊重 して議論を進めて も ら い 、 その報

告を受けて医療保険部会にて結論を出 してい く 。

Q
J



2 ) 第 2 5 回運営委員会の主な意見について

【補償対象 と な る脳性麻痺の基準に つ いて の ご意見】

珍 ｢ 3 ) 補償対象 と な る脳性麻痺の基準について｣ に記載

【補償水準等につ いて の ご意見】

○ 次回以降の議論において 、 脳性麻痺児の生存曲線 と 生存の状況に応 じた対

応を整理 した資料をお願い したい。

【補償申請の促進に係 る取組み等の状況につ いて 】

○ 補償申請期限が過ぎたあ と に 、 医療機関の勘違いに よ り 本来補償対象 と な

る事例が 申請 されていなかっ た こ と が判明 した場合、 ど う 対応する のか。

0 2009 年生まれの児の補償申請件数について 、 特に 1 、 2 月 生まれの児の

件数が平均値を下回っ てい る ので、 補償申請期間の延長等の特別措置を検討

すべきではないか。
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3 ) 補償対象 と な る脳性麻痺の基準につ いて

( 1 ) 前回の運営委員会に お ける主な意見

< A : 未熟性に よ る脳性麻痺の基準>

【未熟性 と 脳性麻痺の関係 ( ｢通常の妊娠 ･ 分娩｣ の考え方) に関する ご意見】

○ 脳性麻痺の発生率について 、 最新のデータ で も 、 32 週以上 と 、 28~3 1 週の発

生率の差が未だ十数倍であ る こ と は変わ らず、 統計学的に見て有意な差があ る

と思 う 。

○ 在胎週数について 、 28 週か ら 3 1 週 を括っ た形ではな く 、 1 週 ご と のデータ

も含めて検討を行わない と 、 28 週に見直 しをする必然性や納得が得 られないの

ではないか。

【 ｢未熟性に よ る 脳性麻痺｣ の考え方に関す る ご意見】

○ 医学的専門調査委員会にお け る 沖縄県を中心 と した脳性麻痺の発生率の推移

の最新のデータ では 、 出生年が 2000 年以降の児において 、 在胎週数 28 か ら 3 1

週の早産児の脳性麻痺の発生率が箸明に減少 してき てい る 。

○ (周産期母子医療セ ンターネ ッ ト ワ ーク データ について) 在胎週数で区分 し

た場合、 在胎週数 22 、 23 週に比べて 、 在胎週数 24~27 週 、 28~30 週の児の

脳性麻痺の発生率が明 ら かに減少 している 。

○ 以前は早産低出生体重児の脳性麻痺の原因 と して 、 脳室周囲 白質軟化症の発

生頻度が非常に多かっ たが 、 現在では非常に減少 してい る 。

○ 在胎期間が短 く なればその結果、 脳室周囲 白質軟化症が増加する傾向はな く 、

脳室周囲 白質軟化症は在胎期間にはあま り 比例 しない疾患であ り 、 未熟性 と は

別に発症 してい る 。

○ 呼吸窮迫症候群は 、 周産期医療が進歩 した こ と に よ り 治療管理が可能 と なっ

てい る こ と か ら 、 呼吸窮迫症候群が脳障害の原因 と なると い う こ と は言えない。

○ 軽症の頭蓋内出血 (脳室内 出血 : IVH) であ る グ レー ド 1 ･ 2 については 、

重度脳性麻痺の原因にはな ら ない と い う のが 、 現在の コ ンセ ンサス と なっ てい

る 。 ‐

○ 脳室周囲 白質軟化症お よび脳室内出血の症例の発生頻度が減少 した理由 と し

て 、 脳室内 出血は産科管理が良 く なっ た こ と が考え られ、 脳室周囲 白質軟化症

は呼吸管理を丁寧に対応 した こ と な どが考え られる 。

○ 未熟性に よ る脳障害は、 その時の周産期医療の レベルに よ っ て左右 されて く

る も のであ り 、 現状では周産期医療の進歩に よ り 、 在胎週数 28 週の早産児 と そ

れ以降の週数で生まれた児を未熟性で区分する こ と は妥当ではな く 、 医学的な

臨床現場の実感 と して 、 在胎週数 28 週以上でそんなに簡単に脳性麻痺にな る わ

けではない。 したが っ て 、 在胎週数 28 週以上を一律に一般審査とする こ と も 、

妥当 ではないか。
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【 出生体重の考え方に つ いての ご意見】

○ 在胎期間別お よび出生体重別の重度脳性麻痺の発生頻度では 、 出生体重に比

べて在胎期間が脳性麻痺の発生に よ り 強 く 関与 している 。

○ 胎児 ･ 新生児は在胎期間に比例 して神経細胞 も成熟する ので、 神経障害を起

こすイ ンパク ト の強 さ は在胎期間に比例する ため 、 在胎期間のほ う が脳性麻痺

の発生頻度に関係する のではないか と 考え る 。 在胎期間が分か ら ない場合、 補

完的な脳性麻痺の基準 と して 、 出生体重を使用すればよ いのではないか。

【 そ の他、 議論の進め方等に つ いて の ご意見】

○ 見直 しに あたっ ては 、 医学的な根拠が必要であ る 。 本制度の設計当初は、 掛

金の 関係か ら 限定 された補償範囲 と なっ たが 、 制度の趣 旨 と して公平性を確保

すべきであ り 、 参考人か ら説明があっ た明確な基準は重要 と考え る 。 -

○ 医療保険部会において運営委員会の主張を説明する 際、 例えば在胎週数 28 週

で区分する こ と についての納得でき る理由 が不可欠であ る 。 ･

0 仮に在胎週数 28 週以上 と した場合、 当初の推計値である 600~800 人を超え

る補償対象者数 と な り 、 予算を超え る こ と に な る のではないか。 予算の枠組み

も踏ま えて議論する こ と が必要ではないか。

0 どの よ う な脳性麻痺の基準が一番 目 的 に沿っ てい るか、 予算の枠組みを考慮

せずに検討 してほ しい。 在胎週数を医学的に明確に区分でき ない と い う こ と は

理解でき る が 、 本制度の現行の在胎週数の区分が医学的に妥当でない と い う こ

と も 明 ら かであ り 、 ま た本制度の 目 的であ る 再発防止の取組みに よ る減少 も考

慮すべき ではないか。

○ 在胎週数 32 週未満であ るか ら 、 未熟性に よ り 補償対象外 と い う &こは説明 は、

在胎週数 28~32 週の児について 1000 人の う ち約 960 人は重度脳性麻痺にな ら

ない状況か らする と 説明が困難になっ てい る 。

0 在胎週数 28~32 週の脳室周囲 白質軟化症の発生頻度が低 く なっ た こ と に よ

り 、 同 じ週数におけ る脳室周囲 白質軟化症の発症が稀にな る と 、 児の保護者は

事件性を抱 く 可能性が高 く な る と 考え られる 。 本制度の 、 無用 な訴訟を避けて

紛争を防止す る と い う 趣 旨か らすれば、 その よ う な事例 を補償対象 と する こ と

は制度の趣旨に通 う のではないか。

○ も し補償対象が拡大 されないま ま周産期の医療のみが レベルア ップする と 、

周産期医療や新生児医療が進歩する ほ ど患者間の不公平感が広が り 、 周産期医

療セ ンタ ーの医師が訴訟に巻き込まれるおそれがあ る 。

< B : ｢未熟性に よ る脳性麻痺｣ の う ち ｢分娩に係 る 医療事故｣ の基準>

0 個別審査の基準は、 低酸素 ･ 酸血症が原因であ る こ と を相 当 強 く 言え る ため
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の基準 と して使われてい る も のなので、 これを直接当 て はめ る と 、 本来、 分娩

に関連 した事象で脳性麻痺が発症 して審査の対象になっ てい る の に 、 こ の基準

が存在する ためにそ う い う 児たち を補償でき ない場合が あ る と い う 現実が ある 。

< C : 除外基準>

○ 除外基準について 、 審査委員会におけ る審査よ り も前に 、 一般の保護者や医

療現場において理解 されやすいか ど う か も踏ま え 、 審査に至 らずに止ま っ て し

ま う こ と がない よ う 工夫 してほ しい。

< E : その他>

○ 確実な診断が可能なのであれば、 生後 3 ヶ 月 か ら補償申請可能 と して よ いの

ではないか。

○ 確実な診断が可能な児は早期に死亡する場合が多い。 生後 3 ヶ 月 以前に分娩

等の要因で死亡 した児 と の公平性が保たれないのではないか

○ 原因分析 される事例を増や し紛争防止につなげる観点か ら 、 生後 3 ヶ 月 か ら

補償申請可能 と する ほ う が よ い。
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( 2 ) 検討項 目 ご と の見直 し内容 (案)

○ 前回の運営委員会におけ る議論、 お よ び前回の運営委員会におけ る ご意見を

踏ま え新たに提示するデータ等を も と るこ 、 検討項 目 ご と の見直 し内容 (案) に

ついて以下の と お り 整理 した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

a . 現状

○ 在胎週数 33 週以上かつ出生体重 2, 000 g 以上の場合が補償対象

b . 制度設立時の検討経緯 ･ 根拠

○ 与党枠組みにおいては、 ｢分娩にかかる 医療事故｣ に よ り 障害等が生 じた患

者に対 して救済する こ と 、 補償の対象者は、 ｢通常の妊娠 ･ 分娩に も かかわ ら

ず、 脳性麻痺 と なっ た場合｣ と する こ と が示 された。

○ 創設時の ｢産科医療補償制度調査専門委員会｣ (以下、 ｢調査専門委員会｣

と い う ) において 、 ｢通常の妊娠 ･ 分娩｣ について 、 まず脳性麻痺 と なっ た原

因が ｢分娩に係 る 医療事故｣ と は考え難い妊娠 ･ 分娩の範囲を検討 し 、 それ

を除いた も のが該当する と 考えた。 具体的には 、 成熟児 と未熟児 と の間で脳

性麻痺の リ ス ク は大き く 異なっ てお り 、 出生体重 1 ,800 g ~2, ooo g 未満、 在

胎週数 32 週~33 週未満では脳性麻痺児の数が多 く 、 かつ未熟性が原因 と 考

え られる児が多い傾向が認め られた こ と か ら 、 ｢分娩に係 る 医療事故｣ と は考

え難い 、 未熟性が原因 と な る脳性麻痺について 、 出生体重や在胎週数に よ り

判断する基準を定めた。

○ 具体的な出生体重や在胎週数の基準の検討にあたっ ては 、 在胎週数の基準

を 33 週 と する案 と 32 週 と する案、 出生体重の基準を 2,000 g と する案 と

1 ,800 g と す る案、 両者の関係を ｢かつ｣ と す る案 と ｢ま たは｣ と す る案等が

示 され、 ｢ 出生体重 2, ooog 以上、 かつ在胎週数 38 週以上｣ と された。

c . 現行の基準の課題

ゆ未熟性 と脳性麻痺の関係I
【現行基準の課題】

･ 制度設立時には、 沖縄県お よび姫路市のデータ (沖縄県 ; 1998 年か ら 200 1

年、 姫路市 ; 1993 年か ら 1997 年) を も と に 、 出生体重 1 ,800 g か ら 2, 000

g 、 在胎週数 32 週か ら 33 週を超え る と脳性麻痺の発生率が大き く 低下す

る こ と に着 目 し 、 在胎週数 33 週以上かつ出生体重 2,000 g 以上を ｢通常の

分娩｣ と 整理 した。
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･ 一方、 今般の医学的調査専門委員会報告書にお け る 沖縄県の新たなデータ

(2002 年~2009 年を新たに追加) に よ る と 、 2000 年以降は在胎週数 28

週か ら 3 1 週におけ る脳性麻痺の発生率が著 し く 減少 してい る 。

･ こ のため 、 ｢通常の妊娠 ･ 分娩｣ についての再整理の要否を検討する必要

があ る 。

ゆ ｢未熟圏こ よ る脳性麻痺｣ の定刻
【現行基準の課題】

･ 制度設立時には、 呼吸窮迫症候群 (RDS) 、 頭蓋内出血 (NrH) 、 脳室周囲

白質軟化症 (PVL) を認めた事例について、 出生体重や在胎週数を勘案 し

た も のを ｢未熟性に よ る脳性麻痺｣ と 整理 していた。

･ 近年の周産期医療の進歩に よ り 在胎週数 28 週か ら 3 1 週におけ る脳性麻痺

の発生率が著 し く 減少 している 中 、 こ の週数の間に 出生する児は未熟性に

よ り 脳性麻痺を生 じ る蓋然性が高い と は言えな く な っ て き てお り 、 呼吸窮

迫症候群 (RDS) 、 頭蓋内出血 (IVH) 、 脳室周囲 白質軟化症 (PVL) につ

･ いて 、 現在の医療の状況等に照 ら し改めて整理する必要がある 。

l③在胎週数 ･ 出生体重の基準I
【現行基準の課題】

･ 脳性麻痺の発生は、 出生体重よ り も在胎期間に よ り 強 く 関与 している 。

･ 在胎週数 28 週か ら 3 1 週におけ る脳性麻痺の発生率の減少か ら 、 在胎週数

の基準 と して 、 3 3 週は必ず し も適当ではない。

･ 多胎分娩の場合、 一児の出生体重が小 さ く な る傾向 にあ る ため 、 現行の出

生体重の基準を適用する と 、 単胎の場合 と比べ不公平が生じている 。

d. 見直 し内容 (案 )

0 上記①~③の課題を踏ま え 、 以下の と お り 見直 し内容 (案) を整理 した。

K案 1 > I
【見直 し 内容】

｢在胎週数 28 週以上｣ の場合を補償対象 と する

【見直 し の必要性 と 根拠】

･ 在胎週数 28 週か ら 3 1 週におけ る脳性麻痺の発生率は、 1998 年か ら 200 1

年においては出生 1 ,000 対 127 . 6 人であっ たのが 、 2007 年か ら 2009 年

においては出生 1,000 対 36. 8 人 と 減少傾向を示 してお り 、 在胎週数 28

週か ら 3 1 週におけ る分娩を ｢通常の妊娠 ･ 分娩｣ ではない と の説明が困

難と なっ ている 。
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･ 制度設立時に ｢未熟性に よ る脳性麻痺｣ の主な原因 と 考え られた呼吸窮

迫症候群 (RDS) 、 頭蓋内出血 (IVH) 、 脳室周囲 白質軟化症 (PVL) に

ついて 、 周産期医療の進歩に よ り 、 現在ではそれ ら の疾患を も っ て未熟

性に よ る も の と する こ と が不適当 と なっ てい る 。

I< 案 2 > I
【見直 し内容】

在胎週数 28 週か ら 38 週の間で、 脳性麻痺の発生率が変化する週数に変更

す る 。 出生体重の基準について も 、 同様に脳性麻痺の発生率が変化する体重

に変更する 。 ･

【見直 し の必要性 と 根拠】

　　　　　　　　　　　
･ 在胎週数 28 週か ら 3 1 週におけ る脳性麻痺の発生率は減少傾向を示 して

い る も のの 、 2007 年か ら 2009 年におけ る発生率出生 1 ,000 対 36 , 8 人は、

在胎週数 27 週以下にお け る発生率 (出生 1 , 000 対 119 . 8 人) の約三分の

一であ る の に対 し 、 在胎週数 32 週か ら 36 週におけ る発生率 (出生 1 , 000

対 2 .2 人) と 比べる と 約 17 倍であ り 、 脳性麻痺の発生率が変化する在胎

週数が 、 制度設立時の 33 週か ら 28 週に変化 した と 判断する こ と は必ず

し も適当でない。

こ のた め 、 産科医療補償制度医学的調査専門委員会におけ る補償対象者

数の推計に使用 した沖縄県におけ るデータ 、 お よ び周産期母子医療セ ン

タ ーネ ッ ト ワ ー ク データベース に蓄積 されたデー タ について 、 在胎週数

1 週 ご と に脳性麻痺の発生率を確認 し 、 脳性麻痺の発生率が変化する週

数等について確認を行った。

(沖縄県のデー タ に も と づ く 分析)

沖縄県におけ る 1998 年か ら 2009 年出生児に係 る在胎週数 1 週ご と の脳

性麻痺発生率の状況は 、 恆国司の と お り であ る 。
制度設立時に使用 した 1998 年か ら 200 1 年においては、 在胎週数 32 週

と 3 3 週の間で脳性麻痺の発生率が変化 している が 、 2006 年か ら 2009

年において は、 在胎週数 30 週 と 3 1 週の間 、 ない し 3 1 週 と 32 週の間に

おいて 、 脳性麻痺の発生率に変化が見 られる 。

ま た 、 参考情報 と して 、 こ れま でに補償申請が行われ審査結果が確定 し

た個別審査事案 68 例の 、 在月合 う週数ご と の補償対象該当熟ま、 窿国司の と
お り であ る 。
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匿國司 在胎週数 1 週 ご と の脳性麻痺の発生率の推移
(沖縄県の 1998 年か ら 2009 年出生児に係るデータ よ り )

恆國効 く参考) 個別審査をこ溜ナ る在胎週数ご と の審査結果の割合

ま た 、 沖縄県の 2006 年か ら 2009 年出生児におけ る脳性麻痺の発生率に

ついて 、 在胎週数 33 週 と 他の週の発生率を統計的観点か ら比較分析 した

結熟ま、 医国司の と お り であ る o

匿國到 在胎週数別脳性麻痺発生率の統計的分析 (沖縄県の 2006 年か ら
2009 年出生児に係るデータ よ り )

同 じ く 沖縄県のデータ について 、 前回運営委員会に参考人 と して ご出席

された岡明先生に分析いただいた結刻ま、 窿國電の と お り であ る 。
最新のデータ の 中 での在胎週数別の発生率の比較ではな く 、 制度設立時

に一般審査に よ る補償対象 と した在胎週数、 お よび補償対象外 と した在

胎週数におけ る脳性麻痺の発生率に着 目 し 、 当該発生率 と 、 最新のデー

タ におけ る在胎週数別の発生率の比較分析を行ってい る 。

恆囮到 岡参考人追加提出資料
(沖縄県の 1998 年か ら 2009 年出生児に係るデータ に も と づ く

在胎期間別の脳性麻痺の発生率等の分析)

(周産期母子医療セ ン タ ーネ ッ ト ワ ー ク の デー タ に も と づ く 分析)

ま た 、 周産期母子医療センタ ーネ ッ ト ワ ーク データベース に蓄積 された

データ について 、 前回運営委員会に参考人 と して ご出席 された楠田聡先

生に在胎週数 1 週 ご と 、 お よ び出生体重 100 g ご と に重度脳性麻痺の発

生率を分析いただいた結果は、 瞳国司の と お り である 。

窿國司 楠田参考人追加提出資料
(周産期母子医療セ ンタ ーネ ッ ト ワ ー ク デー タベース に も と づ

く 在胎期間別の脳性麻痺の発生率等の分析)

(分析結果を踏ま え た考察)

それぞれの分析の結果は、 も と づ く データ 、 お よ び分析の切 り ロ や考え

方に よ り 異な る も のの 、 脳性麻痺の発生率が変化する在胎週数は 、 制度

設立時の 33 週か ら 、 30 週 、 ま たは 31 週 、 あ る いは 32 週に変化 してい

る こ と を示 してい る 。

こ のため 、 在胎週数の基準については、 現行の ｢在胎週数 33 週以上｣ か
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ら 、 ｢在胎週数 30 週以上｣ ま たは ｢在胎週数 31 週以上｣ あ る いは ｢在胎

週数 32 週以上｣ のいずれか と する こ と が適当であ る と 考え られる 。

　　　　　　　　　　　
･ 出生体重について も 、 脳性麻痺の発生率が変化する 出生体重を よ り 詳細

に確認するため 、 沖縄県の 1998 年か ら 2009 年出生児に係 るデータ につ

いて 、 出生体重 100 g ご と に脳性麻痺の発生率を確認 し 、 脳性麻痺の発

生率が変化する体重等 々こ もっいて 、 匿國圃の と お り確認を行った。
その結果、 2006 年か ら 2009 年のデータでは、 出生体重 1 ,400 g みこおい

て明 ら かな発生率の変化が見 られる 。

こ のため 、 制度設立時 と 同様に 、 脳性麻痺の発生率が変化する体重に着

目 する と 、 出生体重の基準については、 現行の ｢出生体重 2 ,ooo g 以上｣

か ら 、 ｢出生体重 1 ,400 g 以上｣ と する こ と が適当 と 考え られる 。

ま た 、 神経発達は出生体重 よ り も在胎週数に よ り 強 く 相関する こ と につ

いて も 、 考慮する必要があ る 。

出生体重の基準を完全に撤廃 した場合、 ま たは在胎週数の基準 と 出生体

重の基準 と の関係 を ｢かつ｣ ではな く ｢ ま たは｣ に変更 した場合、 在胎

週数に比 して出生体重が極めて軽 く 、 脳性麻痺の原因 と して未熟性の影

響が強い と 考え られる事例を も補償対象に含め る こ と と な り 、 一律に補

償対象 と する基準 と しては必ず し も適当でない。

こ のため 、 一般審査の基準は 、 在胎週数の基準に重き を置き 、 出生体重

の基準は 、 基準 と する在胎週数の正常な体重分布の幅の中 に収ま っ てい

る こ と が適当 と 考え られる 。

匿国司の と お り 、 出生体重 1 ,400 g は在胎週数 32 週にお るナ る 出生体重の
10 パーセ ンタ イル値であ り 、 在胎週数 31 週 、 30 週において も 、 10 パー

セ ンタ イルか ら 90 パーセ ンタ イルの間に収ま っ てい る 。 こ の こ と か ら も 、

出生体重の基準を ｢出生体重 1 ,400 g 以上｣ と する こ と “は 、 在胎週数の基

準を 30 週 、 3 1 週 、 32 週のいずれ と する場合であっ て も 、 適当 と 考え ら

れる 。

なお 、 多胎の場合は出生体重が単胎に比較 して軽い こ と か ら 、 在胎週数

の基準に該当 してい る も のの補償対象 と な ら ない場合があ る こ と が課題

であ り 、 多胎に配慮 した個別審査の基準の設定、 ま たは一般審査の基準

におけ る多胎の場合の基準の設定等について 、 検討が必要 と 考え られる 。

匿国司 出生体重 100g ご と の脳性麻痺の発生率の推移
(沖縄県の 1998 年か ら 2009 年出生児に係 るデータ よ

匿国司 在胎週数 と 出生体重の関係 ( 日 本小児科学会雑誌よ り )
(沖縄県の 1998 年か ら 2009 年出生児に係 るデータ よ り )
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○ 上記の く案 1 > お よ び<案 2 > に整理 した見直 し内容 (案) の一覧、 お よ

びそれ ら の見直 しを実施 した場合の補償対象者数への影響ま、 匿国司の と お
り であ る 。

匪国司 一般審査基準に係る見直 し内容 (案) 一覧

騒讓讓

a . 現状

○ 一般審査に該当せず在胎週数 28 週以上で、 以下のいずれかの条件を満たす

場合

1 . 臍帯動脈血ガス分析の pH 値が 7 , 1 未満

2 . 胎児心拍数モニ タ ー にて低酸素状況にあっ た こ と を示す所定の胎児心拍

数パターンお よび基線細変動の消失が認め られる

b . 制度設立時の検討経緯 ･ 根拠

○ 出生体重や在胎週数の基準よ り 小 さ い児であっ て も ｢分娩に係る 医療事故｣

に よ り 脳性麻痺 と な る事例はあ り え 、 出生体重や在胎週数を絶対的な基準 と

する こ と は難 しい こ と な どか ら 、 基準に近い児については、 分娩に係 る 医療

事故に該当する か否か と い う 観点か ら個別審査の基準を設け る こ と と した。

○ 具体 的 に は 、 米 国 産婦人科 学会 が 取 り ま と め た 報告書 ｢ Neonata 1

Enc epha 1 opathy and Cerebra 1 Pa 1 s y ｣ (邦題 : 脳性麻痺 と新生児脳症) にお

け る ｢脳性麻痺を起 こ すの に十分なほ どの急性の分娩中の 出来事を定義する

診断基準｣ を参考に 、 上記の基準が設定された。

○ ただ し 、 在胎週数 28 週未満の児については、 臓器 ･ 生理機能等の発達が未

熟なた め に 、 医療を行っ て も脳性麻痺 と な る リ ス ク を回避でき る 可能性が医

学的に極めて少な く 、 ｢分娩に係る 医療事故｣ と は考え難い こ と か ら 、 個別審

査の対象 と しない こ と と した。

c . 現行の基準の課題 と 、 見直 しの必要性に関する 医学的根拠等

ゆ 在胎週数 28 週未満の取扱いI
【現行基準の課題】

･ 在胎週数 28 週未満であっ て も 、 その全てが ｢未熟性に よ る脳性麻痺｣ では

な く 、 ｢分娩に係る 医療事故｣ に よ る場合、 すなわち未熟性に よ る影響を上
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回 り 低酸素の影響が大き い場合が存在するが 、 その よ う な場合であ っ て も

補償対象 と な らず、 個別審査の対象 と なっ てい る 28 週以上の場合と 比べ不

公平感があ る 。

@ 個別審査の基準l
【 現行基準の課題】

･ 分娩中の低酸素状況を示す指標 と して臍帯動脈血ガス値、 お よ び胎児心拍

数モニター上の所定の所見に限定 してお り 、 それ ら は母体や胎児、 新生児

の救命等の緊急性等に よ っ ては必ず し も常に取得 される も のではない こ と 、

お よ び低酸素状況に あ り なが ら 、 所定の胎児心拍数パターンを示 さ ない事

例等があ る こ と か ら 、 指標 と して必ず し も必要十分でない。

d , 見直 し内容 (案)

○ 前回の運営委員会での ご意見を踏ま え 、 産科医療補償制度審査委員会にお

いて専門的な観点か ら検討を行っ ている 。

　　　
○ 個別審査の基準については、 産科医療補償制度審査委員会において 、 ｢分娩

に係 る 医療事故｣ であ る と 考え られる状態を判断する基準 と して現行の指標

が必要十分であ る か否かについて医学的観点か ら検討を行っ ている 。

O 産科医療補償制度審査委員斜こお るナ る検討の状況は、 匿國國の と お り であ
る 。

恆國回 産科医療補償制度 “こお るナ る個別審査基準の見直 し案るこっいて

a . 現状

0 児の先天性要因 (両側性の広範な脳奇形、 染色体異常、 遺伝子異常、 先天

性代謝異常ま たは先天異常) に よ る脳性麻痺は、 補償対象外。

0 児の新生児期の要因 (分娩後の感染症等沸こ よ る脳性麻痺は、 補償対象外。

b . 制度設立時の検討経緯 ･ 根拠

○ 脳奇形等の先天性要因お よ び児の新生児期の要因 に起因する脳性麻痺は

｢分娩に係 る 医療事故｣ に よ り 生 じた脳性麻痺 と は考え られない こ と か ら 、

先天性要因や新生児期の要因 について除外基準を定めた。
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c . 現行の基準の課題 と 、 対応案

1① 先天性要因 ･ 新生児期の要因I
【現行基準の課題】 -

｢先天性要因｣ や ｢新生児期の要因｣ の表現が示す範囲が必ず し も 明確で

な し 、。

･ ま た 、 児の先天性要因や新生児期の要因に相 当する疾患等が あっ て も 、 ま

たは疑われていて も 、 そ の疾患等が重度の運動障害の主な原因であ る こ と

が明 ら かでない場合は除外基準に該当せず、 補償対象 と な る が 、 こ の こ と

についての周知が必ず し も十分でない。

d . 見直 し内容 (案)

○ 見直 しは行わず、 審査委員会等において実務的に検討 し 、 その結果を踏ま

えて事務局において必要な周知等を行 う 。

a . 現状

○ 身体障害者障害程度等級 1 級ま たは 2 級に相当する重度脳性麻痺が補償対

象

※ ｢下肢 ･ 体幹｣ と ｢上肢｣ に分けて 、 それぞれの障害の程度に よ っ て基準

を満たすか否かを判定

b . 制度設立時の検討経緯 ･ 根拠

○ 与党枠組みにおいては 、 障害の程度については具体的な指針等は示 されず、

｢事務的に検討｣ と された。

○ 準備委員会において 、 特に看護 ･ 介護の必要性が高い重症者を補償の対象

と するべき と さ れ、 その具体的な範囲については、 調査専門委員会において 、

｢将来的に も独歩が不可能で 日 常生活に車椅子を必要 とする ｣ 児 と 考え る こ

と 、 ま たその範囲は概ね身体障害者障害程度等級 1 級 ･ 2 級に相 当する と さ

れた。

○ その後、 具体的な診断基準お よび診断書について検討を行っ た ｢産科医療

補償制度に係る診断基準作成に係る検討会｣ において 、 ｢下肢 ･ 体幹｣ と ｢上

肢｣ に分けて判定を行 う こ と 、 等級の合算は行わない こ と な どが実務的 に検

討、 決定された。
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c . 現行の基準の課題 と 、 見直 しの必要性に関する 医学的根拠等

I① 障害程度等級の合算の取扱いl
【現行基準の課題】

･ ｢下肢 ･ 体幹｣ と ｢上肢｣ をそれぞれ別に障害の程度を評価 し、 障害程度

等級の合算を行わないた め 、 それぞれの基準に該当 しない も のの 、 ｢下肢 ･

体幹｣ と ｢上肢｣ に障害があっ て運動障害の程度がむ しろ大き く な る 場合

であっ て も 、 補償対象 と な ら ない。

･ 嚥下障害は 3 級以下の級別であ る が 、 運動障害を合併 している場合に 、 保

護者の看護 ･ 介護負担はむ しろ重 く な る こ と が あ る も の の 、 補償対象 と な

ら ない。

d . 見直 し内容 (案)

○ 見直 しは行わず、 審査委員会等において実務的に検討 し 、 その結果を踏ま

えて事務局において必要な周知等を行 う 。

a . 現状

○ 補償申請期間は 、 児の生後 1 歳か ら 5 歳の誕生 日 ま で。 ただ し 、 極めて重

症で診断が可能な場合は生後 6 ケ 月 か ら 申請が可能 と してい る 。

b . 制度設立時の検討経緯 ･ 根拠

○ 調査専門委員会において 、 重度の脳性麻痺の診断が可能 と な る時期につい

て検討が行われ、 その結果を踏ま え、 上記の と お り 整理 された。

c . 現行の基準の課題 と 、 見直 しの必要性に関する 医学的根拠等

I① 重度脳性麻痺の診断が可能 と なる 時期I
【現行基準の課題】

･ 制度創設時には 、 生後 6 ヶ 月 程度が経たない と 、 重度脳性麻痺であ る と

の診断が困難であ る と 想定 されていたが 、 頭部画像診断の精緻化等に よ

り 、 現在では特に重症度の高いケース においては生後 3 ヶ 月 程度か ら診

断が可能 と さ れてい る 。
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d . 見直 し内容 (案)

l <案 1 >｣
【 見直 し内容】

補償申請期間は、 児の生後 1 歳か ら 5 歳の誕生 日 ま で。 ただ し 、 極めて重症

で診断が可能な場合は生後 3 ヶ 月 か ら 申請可能 とする 。

【見直 しの必要性 と 根拠】

･ 現行の補償申請期間の始期であ る生後 6 ヶ 月 は 、 重度脳性麻痺の診断が

可能 と な る 時期についての専門家の見解を踏ま え設定 した も のであ り 、

よ り 早期の診断が可能であれば、 児の看護 ･ 介護に係 る経済的負担の早

期軽減の観点 よ り 、 補償申請期間の始期を変更する こ と が望ま しい。

･ 補償申請期間の始期 を変更する こ と に伴い 、 重度脳性麻痺児が生後 3 ヶ

月 か ら 5 ヶ 月 に死亡 した場合も補償対象 と な り 、 そ の こ と に よ る紛争防

止 ･ 早期解決効果、 原因分析 ･ 再発防止効果が見込まれる 。

K案 2 > I
【 内容】

補償申請期間の見直 しは行わない。

【必要性 と根拠】

･ 重度脳性麻痺の診断が可能 と は言え 、 その よ う な時期 に診断が可能な程

に重症度が高い場合、 未だ入院中で在宅介護等へ移行できていない こ と

が多い と 見 られ、 児の看護 ･ 介護に係 る経済的負担を速やかに軽減する

必要性は必ず し も 高 く ない と 考え られる 。

･ 生後 3 ヶ 月 に診断が可能 と な る重度脳性麻痺事例において.、 生後 3 ヶ 月

か ら 生後 5 ヶ 月 に どの程度死亡例があ り 、 ど の程度紛争化する かを示す

データ が存在 しない こ と か ら 、 今後 、 それ ら の状況を確認の上で実施の

是非を検討すべき と 考え られる 。

･ 仮に診断後 、 運動障害が顕在化する以前に死亡 した場合、 脳性麻痺の定

義に合致 しない こ と も想定 され、 生後 1 ヶ 月 や 2 ヶ 月 等で死亡 した脳障

害の例 と の整合性が取れない可能性があ る 。
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4 ) 補償水準等について

( 1 ) 補償水準

ア . 制度設立時の検討経緯 ･ 根拠

○ 補償水準については、 脳性麻痺患者の看護 ･ 介護等に必要 と な る費用や、

特別児童扶養手当 ･ 障害児福祉手当な どの福祉手当 、 安定的な制度の運営等

を考慮 した上で設定する こ と と された。

○ 具体的には、 ｢裁判におけ る賠償金額の重度脳性麻痺児の介護費用 日 額｣

や 、 ｢介護費用 と は別に要する住宅改造費 ･ 福祉機器購入費等の費用 ｣ 、 ｢特

別児童扶養手当 ･ 障害児福祉手当の支給額｣ 、 ｢ 自 動車損害賠償責任保険の支

払限度額｣ な どを参考に検討がな された。

○ それ ら の検討を踏ま え 、 ｢具体的な補償水準は、 児の看護 ･ 介護に必要 と

な る費用 、 特別児童扶養手当 ･ 障害児福祉手当等の福祉施策、 類似の制度に

おけ る補償水準、 更には安定的な制度運営 、 財源の問題等を総合的に考慮 し

た う えで 、 本制度の 目 的に照 ら して効果的 と認め ら れる程度の も の｣ と され

た。

l資料 1 0 I 補償水準および支払方式に関する制度設立時の検討経緯

イ . これまでの意見

○ 事例に よ っ ては補償金 3,000 万 円 以上が上乗 される と 、 訴訟が減少 し、 医
療側の不安 も解消 される のではないか。

0 児の生活場所 (入所 ･ 入院あ る いは在宅) に関わ らず、 支払われる補償金

額が一律であ る のは不公平感が否めず、 何 ら かの検討の余地はないか。

○ 看護 ･ 介護の負担等を考慮 して 、 補償申請時に在宅管理あ る いはそれを計

画 してい る こ と を補償金支払の条件 と しては ど う か。

ウ . 検討のポイ ン ト

○ 補償水準は、 ァ . お よ垪資料 1 0｣の と お り 、 脳性麻痺 と な っ た児お よびそ
の家族の看護 ･ 介護に係 る経済負担の軽減のための一助 と 、 紛争防止 ･ 早期

解決に照 ら して効果的 と認め られる程度の も の と して 、 3 , 000 万円 と された。

○ そのため 、 今回は 、 まず現行の 3 ,000 万円 と い う 補償水準がそれぞれに照

ら し 、 一定程度の効果を生み出 してい る か否かについて改めて検討を行 う 。

○ 検討に あたっ ては 、 制度設立時に考慮 した項 目 と 同様に 、 ｢児の看護 ･ 介

護に必要 と な る費用 ｣ 、 ｢特別児童扶養手当 ･ 障害児福祉手当等の福祉施策j 、
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｢類似の制度におけ る補償水準｣ 等について考慮する こ と と し 、 以下に具体

的なデータ を提示する 。

創設時に考慮 した観点 今回提示する資料

①‐1 ｢補償対象 と な っ た保護者への ア ンケー

ト ｣ に よ る調査結果 (再提示)

鱒硼壤鱗護護護溌讓麓務礬礬蘂獨礬
蘭饑

①‐2 ｢脳性麻痺児 ･ 者の養育状況 と それに関す

る家計負担｣ の調査結果

②-1 特別児童扶養手当 ･ 障害児福祉手当等の支

給額

鸚醸穂轢競議簾療養讓簿瀕勇廉癈攪誕
鱗鷲鴬獺纜麓嚢;毅議

③‐1 自 動車損害賠償責任保険におけ る補償水

準

湊鵞動類獺癈剥孃菱鱗讓鷲溌業瀰蝋笈鷲奨i

襲!鱗競廉醸釀嬢轢瀕癈瀕さ蓑 ④‐1 本制度の補償対象事案におけ る紛争状況

④‐2 医事関係訴訟の既済件数の推移

④‐3 ｢医療機関で生 じた不測の事態に対する保

護者の反応 ‐場面想定法を用いて‐｣ に関する

調査結果

な◎嚏あ看護も介護に》必要さ銀黍費即ち
0 ｢児の看護 ･ 介護に必要 と なる 費用 ｣ について検証する 。 制度創設時は これ

ら るこ係 る詳細なデータ がなかっ た こ と か ら 、 今般新たにデータ を収集 した。

①÷1 . ｢補償対象と な っ た保護者へのア ンケー ト ｣ に よ る調査結果

○ 本制度の補償対象 と なっ た児の保護者お よび分娩機関に対 し 、 本制度全般に

対する ア ンケー ト を実施 し 、 その 中で補償水準に関する意見を収集 した。 保護

者向けア ンケー ト におけ る 回答の概要は以下の と お り 。

○ ｢準備一時金(600 万円 ) ｣ ｢補償分割金 ( 120 万円) ｣ それぞれについて 、 5

択 (1=多い~5=少ない) で質問 した と こ ろ 、 いずれも ｢ 3 . どち ら と も いえない｣

が最も 多い回答であっ た。 ま た 、 その回答を選んだ理由 ( 自 由記入) を事務局

にて整理 した と こ ろ 、 いずれも ｢児が小 さ く 、 今後 、 ど の程度必要か分か ら な

い。 ｣ が最も多 く を 占めた。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 賞 - - - - - - - - - - - - - - - - 一 蹴 一 - - - - - - ｢

: (補足) :
I ‐ こ のア ンケー ト “増償対象 とわた児の保護者および分娩機一蹴謝し包期成2逸事朝筈 ,
I 施主起坐の争いずれ後塵本制度が発足 した平成 2 1 年 1 月 以降に生まれた児であ り 、 最 l
l 年齢が高 し 、児でも 4 歳君満であ る 。 :
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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l資料 1 1 l 保護者 ･ 分娩機関向けア ンケー ト の集計結果

①‐2. ｢ 月謝生麻痺児 ･ 者の養育状況 と それに関する家計負担｣ の調査結果

○ ①‐1 の と お り 、 ｢児が小 さ く 、 今後 、 どの程度必要か分か ら ない｣ と の回答が

多かっ た こ と を踏ま え 、 脳性麻痺児 ･ 者の 20 歳ま での養育状況 と それに関する

家計負担について調査を行っ た。 本調査は株式会社三菱総合研究所に委託 し実施

した。 概要は以下の と お り 。

○ ｢準備一時金(600 万円 ) ｣ ｢補償分割金 ( 120 万円x20 回) ｣ それぞれに対応す

る形で、 ｢表 1 : 耐久財等購入費用 ｣ ｢表 2 : 家計負担費用 ｣ について 20 年間の

要する費用推計を行っ た。

表 1 耐久財等購入費用 推計

引越し 200 ,000 1 回 = 200 ,000
住宅改修 5,000,000 1 回 = 5 ,000 ,000

車両購入 600,000 2 回 = 1 ,200 , 000
医療機器 ･福祉用具 60 ,000 5 回 = 300 ,000
合計 (20歳まで) 6 , 700 ,000

表 2 家計負担費用 推計

幼児期 (0‐6歳 ) 7年 間 2 1 , 844, 900 25 , 5 9 1 , 300

学齢期 ( 7 ‐1 8歳 ) 1 2 年間 37 ,460 , 1 84 42, 27 6 , 984

青年期 ( 1 9‐20 歳 ) 2年 間 6 , 349 , 065 7, 4 1 9 , 465

20歳までの合計 65 , 6 54, 1 49 7 5, 28 7 , 749

: (補足) I
: ･ 対象 と な る重度脳性麻痺児 ･ 者は 、 身体障害者障害程度等級が 1 級で、 全介助を要 :

する状態 と する 。 I

& . 家族の状況ゃ生活圏こぉけ る外部サー ビス提供状況等は児 . 者は oて異な→てぉ :
: り 、 一律 と はな ら ないため 、 職安家族介護のみの生活像 (=家族看護モデル) ｣ と ｢外 :
ー 部サー ビス を一部利用 した場合の生活像 (=外部サー ビス利用モデル) ｣ について検 1

l 討 した。 :
l - 【 一 一 一 - - - - - - - - - - - - 【 一 一 - - 【 買 - - - - - - - … 【 一 - - 【 一 - - - - - - I

資料 1 2 I 脳性麻痺児 (者) の看護 ･ 介護に関する調査報告書

l資料 1 3 l 脳性麻痺児 (者) の看護 ･ 介護に関する調査結果 (概要)
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義強聽麒児童蟻義蓑砦変ら障壱児輻撫瀞砦舞鱗編梃施策】〆

○ 本制度の補償対象 と な る重度脳性麻痺児 ･ 者が支給を受け る福祉施策の支給

額は以下の と お り 。

②‐ 1 . 特別児童扶養手当 翼 障害児福祉手当等の現在の支給額

○ 特別児童扶養手当 ･ 障害児福祉手当 の現在の支給額は以下の と お り であ る 。

なお 、 いずれも本制度設立時 と ほぼ同水準であ る 。

･ 特別児童扶養手当 : 年間 600, 600 円 (20 年間累計 : 1 , 20 1 万円)

･ 障害児福祉手当 : 年間 170, 160 円 (20 年間累計 : 340 万円 )

0 ま た、 市区町村毎に独 自 の福祉施策があ り 、 実際には上乗せ支給を受けてい

る ケース も あ る 。 支給内容は市区町村毎に異な る が 、 特に充実 してい る東京

都特別区の内容を以下に参考 と して記載する 。

･ 重度心身障害者手当 (都) : 年間 720, 000 円 (20 年間累計 : 1 , 440 万円 )

･ 児童育成手当 (区) : 年間 186, 000 円 (20 年間累計 : 372 万円 )

: (補足)

" . 身体障害者程度等級 1 級 と する 。

I資料 1 4 I 障害の あ る児 (者対こ対する給付制度の概要

は◎類似纖制度に證琺務義憤水準鼓

○ 制度設立時に参考 と した 自 動車損害賠償責任保険にお け る補償水準は以下の

と お り 。

③‐ 1 . 自 動車損害賠償責任保険に お ける補償水準

0 自 動車損害賠償責任保険の補償水準は以下の と お り であ る 。 なお 、 本制度

設立時か ら水準に変更はない。

･ 4, 000 万円 (常時介護を要する障害程度等級 1 級の場合)

･ 3 , 000 万円 (上記以外の障害程度等級 1 級の場合)
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"@紛争防賞翫幕期解決まき

0 ｢紛争防止 ･ 早期解決｣ の観点で検証する 。 具体的には、 ｢補償対象 と認定さ

れた事案におけ る紛争状況｣ ｢医事関係訴訟の既済件数の推移｣ 、 お よ び ｢場面

想定法を用いた 、 医療機関で生 じた不測の事態に対する保護者の反応｣ につい

て調査を行っ た。 概要は以下の と お り 。

④‐ 1 . 補償対象 と認定 された事案における紛争状況

0 平成 25 年 10 月 末ま でに補償対象 と認定 された 633 件の内、 損害賠償請求が

行われている事案は 40 件 (63%) であ り 、 内訳は以下の と お り であ る 。

‘ 訴訟提起事案 : 18 件 (内 4 件が解決済)

･ 訴外の賠償交渉事案 : 22 件 (内 4 件が解決済)

別途、 証拠保全のみで訴訟の提起や賠償交渉が行われていない事案が 9 件あ る 。

○ また平成 25 年 10 月 末までに原因分析報告書が送付された 307 件の内 、 原因分

析報告書が送付された 日 以降に損害賠償請求が行われている事案は 9 件 (2 . 9% )

(訴訟提起事案 4 件、 訳外の賠償交渉事案 5 件) である。

④‐2 . 医事関係訴訟の既済件数の推移

○ 最高裁判所が発行する ｢裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 (平成 25 年

7 月 ) ｣ において、 医事関係訴訟の既済件数の推移 と 、 本制度の影響について以

下の記載がな されてい る 。

｢裁判の迅速化に係 る検証に関する報告書 (社会的要因編) ｣ よ り 該当部分抜粋

○ 産婦人科に関する既済件数は平成 21 年か ら平成 23 年ま では年間 80 件程度

で推移していたが 、 平成 24 年は 59 件に減少 している 。

(中略)

○ 産科医療補償制度は、 施行後相 当数の事件を処理 してお り 、 医事関係訴訟の

事件数に も一定の影響を及ぼ してい る も の と 考え られる 。 ま た 、 原因分析の過

程において過失の有無について も事実上明 ら かにな る こ と も あ り 得る こ と か ら 、

それ ら が医事関係訴訟に与える影響が注 目 さ れる 。

I資料 1 5 l 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 (社会的要因編) (抜粋)
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④-3 . ｢ 医療機関で生 じた不測の事態に対する保護者の反応 一場面想定法 を用い

て‐｣ の調査結果

0 保護者 と 医療者 と の間で不測の事態がお こ っ た場合、 保護者が担当医や医療

機関に対し民事訴訟を行 う 際の心理的過程について 、 社会心理学の研究領域

な どで用い られる場面想定法に も と づいて検討した。 なお 、 本調査のデータ

収集 ･ 統計的分析は、 東京大学大学院人文社会系研究科の大学院生 (博士課程)

が担当 し 、 唐沢かお り 教授が分析を監修した。 概要は以下の と お り 。

○ 民事訴訟を行 う 意図 に対 し、 ｢①担当 医師 と の事前の信頼関係｣ ｢②医療

機関に よ る事後の説明の方法｣ と ｢⑧公的な制度によ る支援の金額｣ が間

接的な影響を及ぼす。

○ ｢②医療機関に よ る事後の説明 の方法｣ につき 、 医療機関の説明が ｢丁

寧｣ であっ た場合と ｢難解｣ であっ た場合を比べる と 、 ｢丁寧｣ であ っ た場

合、 保護者の訴訟意図は統計的に有意に低下する 。

○ ま た 、 ｢⑧公的な制度に よ る支援の金額｣ につき 、 1 , 000 万円 か ら 1 億円

までの金額を 1 , 0 0 0 万円単位で示 し 、 5 択 ( 1= と て も少ない~5= と て も多い)

にて評価を求めた と こ ろ 、 理論的中点 3 であ る ｢ ち ょ う ど よ い｣ が も っ

と も 多 く 選択されたのは ｢3, 0 00 万円 ｣ の条件であっ た。

0 さ ら に 、 ｢公的支援の額がい く ら であれば、 民事訴訟ではな く 本制度を利

用するか｣ と い う 問いに対 しては、 ｢ 5 , 0 0 0 万 円 ｣ と の回答が最 も多 く 、 次

いで ｢ 1 億円 ｣ 、 ｢3 , 0 00 万円 ｣ の順 と なっ た。

詩補足丁 - - - - - - - - - - - - 一 一 … - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ｢
: 障害児 . 者の保護者 . 家族を対象 もこ 、 場面想定法を用いた郵送調査を実施 した。 具体 :
: 的には、 ｢分娩 "こ関連 して乳児に重度の障害が発生 した｣ と い う 、 本制度の補償事案 をこ近 ;
ー しい状況を 、 シナ リ オを用いて再現 ･ 提示 した。 その際、 上記①②⑧の要因をそれぞれ 1

繞獲蒋蚕鷺撥ね聴き霊祭毒死読んだ上、 自 分がシナ リ オ l
一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 』

降料 1 6 I 医療機関で生 じ た不測の事態 ‘こ対する保護者の反応
一場面想定法を用 いて‐

工 . ま と め (事務局案)

○ こ の制度の補償金は 、 上記①~④を考慮の う え 、 児お よびそ の家族の看

護 ･ 介護に係 る経済負担の軽減のための一助 と 、 紛争防止 ･ 早期解決に照 ら
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して効果的 と認め られる程度の も の と して 、 最終的に 3, 000 万円 と された経

緯にあ る 。

0 調査結果を踏ま える と 、 児お よびその家族の看護 ･ 介護に係る経済負担の

軽減のための一助の観点で、 一定の効果が期待でき る水準であ る と 考え られ

る 。

○ ま た 、 紛争防止 ･ 早期解決の観点では、 本制度は原因分析の仕組みも有 し

ている こ と も あ り 、 3 , 000 万円 でも 一定の紛争防止効果がみて と れる 。

○ なお、 児の在宅管理あ る いはそれを計画 している こ と を補償金支払の条件

と する な ど 、 生活場所に よ り 補償金額を変更 した場合は、 紛争防止 ･ 早期解

決の効果を低下 させる可能性があ る 。 ま た 、 毎年生活場所を確認 した上でそ

れに応 じて補償金を支払 う こ と は実務上も煩雑にな る こ と か ら 、 現時点では

現行どお り と する 。
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( 2 ) 支払方式

ア . 制度設立時の検討経緯 根拠

0 支払方式については 、 まず候補と された補償金額の全額を 、 ｢一時金｣ と し

て支払 う か、 ｢一時金 と 定期的な給付｣ と して支払 う かの検討がな された。

0 ｢一時金｣ の特徴と して 、 ｢事務の複雑化が避け られ、 制度 と して運用 が し

やす く 、 運営 コ ス ト も 少ない｣ 、 ｢家の改造等で一時的に多額の費用がかかっ

た場合な どで も柔軟な活用が可能｣ と いっ た メ リ ッ ト が挙げ られたが 、 一方

で、 ｢補償金が 目 的外に使用 されやすい。 ｣ と の懸念が示 された。 それに対 し 、

｢一時金 と 定期的な給付｣ は 、 ｢計画的な看護 ･ 介護費用 の支援 と言 う 点で効

果が高い｣ と され、 ｢一時金 と 定期的な給付｣ と なっ た。

○ 次に 、 ｢定期的な給付｣ 部分については 、 ｢看護 ･ 介護費用 の一助 と い う 位

置づけか ら考え る と 、 毎年定期的に一定額を障害年金に結びつ く ま で支給し、

不幸に して死亡 された場合はその時点で給付終了 と する年金方式がふ さ わ し

い｣ と された。

○ しか しなが ら 、 ｢ 医事紛争を減 らすため に 、 介護費用等 と して 3, 0 00 万円程

度の補償水準は確保する よ う な制度設計を行 う べき ｣ と いっ た意見や ｢補償

の対象 と な る脳性麻痺児についての生存曲線に関するデータ は皆無に近 く 、

現時点では年金方式に よ る 商品化は極めて困難であ る ｣ と の専門家の見解を

踏ま え 、 最終的には給付総額を予め定め 、 支給回数で割っ た金額を定期的に

分割払いする 、 ｢準備一時金十分割金方式｣ を提言する こ と と な っ た。

○ これ ら の検討を踏ま え、 最終的には準備一時金 と して 600 万円 、 補償分割

金 と して年間 120 万円 を 20 回給付する こ と と された。

I資料 1 0 I 補償水準お よび支払方式"こ関する制度設立時の検討経緯

イ . 主な意見

0 児の生涯にわた り 補償 しては ど う か。

0 児が亡 く なっ た場合 と重度の後遺症が残っ て生存 してい る場合 と では、 保

護者の負担は後者の方が強いので、 その こ と を勘案でき る制度設計を検討で

き ないか。

ウ . 検討のポイ ン ト

○ 制度設立時お よびこれまでの運営委員会で意見 と して 出 されてい る ｢児の

生涯にわた り 補償する方式 (=終身年金払方式) ｣ と ｢20 年間の補償ではあ る
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が 、 児の死亡時には補償金の支払いを打ち切 る方式 (=有期年金払方式) ｣ の

両案について 、 制度趣 旨 と の関係お よび実務的な課題等の観点か ら 、 改めて

検討を行 う こ と と する 。

①児の生涯にわた り 補償する方式 ( =終身年金払方式)

○ 本制度の補償金の支払方式を検討する 中で、 定期的な給付部分の支払方法の

検討され、 そ こ で障害基礎年金の支給が開始する 20 歳ま での児の養育を支援す

る と の基本的な考え方の も と 、 20 歳までの分割払になっ た経緯にあ る 。

○ ま た 、 本制度は法律に も と づかない民間の制度であ り 、 超長期にわた る管理

や、 超長期にわた り 最終的な収支が確定 しない方式は 、 運用上極めて困難であ

る 。 ･

○ さ ら に 、 脳性麻痺児の生涯に渡る生存状況に関するデータ がないため 、 制度

設計 自 体が困難であ る 。

lま と め (事務局案) 1

0 ｢児の生涯にわた り 補償する方式 (=終身年金払方式) ｣ は 、 制度設立時の基

本的な考え方を超え る可能性があ る こ と 、 お よ び制度設計 ･ 運用 にあた り 実務

的な観点において も 困難な点が多い こ と か ら 、 現時点において こ の方式を導入

する こ と は困難であ る 。

②20 年間の補償ではあるが、 児の死亡時には補償金の支払いを打ち切る方式 ( =有

期年金払方式)

○ こ の制度の補償金は、 (1) に記載 した①~④の観点を考慮の う え 、 児お よびそ

の家族の看護 ･ 介護に係る経済負担の軽減のための一助 と 、 紛争防止 ･ 早期解

決に照 ら して効果的 と認め られる程度の も の と して 、 最終的に 3 , 000 万 円 と さ

れた経緯にあ る 。 仮に 、 児の死亡時に補償を打ち切 る方式 と し 、 児が早期に死

亡 した場合に 、 紛争防止 ･ 早期解決の点で著 し く 効果が低下する可能性があ る 。

○ 制度発足時に脳性麻痺児の生存曲線に関するデー タ が な く 、 脳性麻痺児の生

存状況が不明であ っ たため 、 脳性麻痺児の生存状況に関する予後調査を実施 し

た。 こ の調査結果に よれば、 本制度で補償対象にな る可能性の高い重度脳性麻

痺児の生存率は、 5 歳時点で約 95% 、 20 歳時点で約 81%であ り 、 20 歳ま での

生存率が高い こ と が判明 している 。

○ ただ し 、 制度設計にあた っ ては こ の調査では施設や巡回診療を全 く 利用せず

に早期に死亡 した最重度の脳性麻痺児が含まれていない こ と や 、 1988 年に出生

した児か ら対象に してお り 、 その間 の医療水準の進歩を どの よ う るこ反映 させる
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か、 お よ び調査対象件数が十分か否か と いっ た点について 、 併せて考慮する必

要が あ る 。

0 ま た 、 現状で も補償分割金支払い時に生存確認は行っ てい る も のの 、 あ く ま

で児の状態把握の観点で実施 している ため 、 補償分割金の支払要件 と する ため

には、 確認の実施時期 も含め さ ら 々こ厳格に行 う 必要があ る 。

｢重度脳性麻痺児の予後に関する 医学的調査報告書｣ よ り 生存率に関する部分

抜粋

○ 本調査におけ る重度脳性麻痺児の 5 年生存率は 0 .947 (標準誤差 : 0 .0 19) 、 20

年生存率は 0 .813 (標準誤差 : 0 . 046) であっ た。 ま た 、 全脳性麻痺児の 5 年生

存率は 0 .969 (標準誤差 : 0 . 007 ) 、 20 年生存率は 0 .873 (標準誤差 : 0 . 024) で

あっ た。

○ 本調査におけ る重度脳性麻痺児の 5 年生存率は 0 .947 (標準誤差 : 0 .0 19) 、 20

年生存率は 0 .813 (標準誤差 : 0 . 046) であっ た。 ま た 、 全脳性麻痺児の 5 年生

存率は 0 .969 (標準誤差 : 0 . 007 ) 、 20 年生存率は 0 .873 (標準誤差 : 0 . 024) で

あっ た。
r [ 【 - - 一 - - - - - - 【 - - - - - - - - - - - - 【 - 【 一 一 - - - - - - 【 【 - - - - - - - - ｢

l (補足) I

; o 1988 年か ら 2oo5 年に沖縄県で出生 した脳性麻痺児 595 名 を ｢全脳性麻痺児｣ と し 、 l
l そ の う ち本制度の補償対象に準 じる と 考え られる児 135 名 を本調査にお “ナ る ｢重度脳性 :
I 麻痺児｣ と し 、 それぞれの生存率を明 ら かに した。 I

l o 調査打ち切 り 時点で生存 してい る全脳性麻痺児の平均年齢は 11 . 2 歳 (標準偏差 ' 5 ‐ 1 ) 、 :
: 死亡 した児の死亡時の平均年齢ま 6 . 6 歳であっ た。 なお全脳麻痺児の生年川瀬1988 :
l 年 1 月 か ら 2005 年 12 月 ｣ ま で幅が あ る こ と か ら 、 各児の追跡期間 “鎖ぱらつき があ る 。 I- - 【 一 - - - - - - 【 一 - - - - - - 呵 - - - - - … - - 一 一 一 一 一 - - - - - - 【 - - - - - - 【 I

資料 1 7 I 重度脳性麻痺児の予後に関する 医学的調査報告書

Iま と め (事務局案) l

o ｢児の死亡時に補償金の支払いを打ち切 る方式 ( =有期年金払方式) ｣ につ

いては 、 児お よびその家族の看護 ･ 介護に係 る経済負担の軽減のための一助だ

けでな く 、 紛争防止 ･ 早期解決の観点で効果的か否かについて 、 併せて検討が

必要であ る 。 ま た 、 児の生存状況に関 して も更な る分析を行 う 必要があ り 、 こ

の方式を導入する にあたっ ては 、 これ ら の課題について更な る検討が必要であ

る 。
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5 ) 廃止時等預か り 金の検討

( ず ) 現状および経緯

○ 廃止時等預か り 金は 、 分娩機関が廃止や倒産 した場合に、 本制度の掛金が分

娩機関か ら運営組織に支払われない こ と に よ り 、 妊産婦 (児) が補償を受 け ら

れない事態が生 じない よ う 、 運営組織が掛金の支払責任を引 き継 ぐための経費

と して 、 産科医療補償制度の掛金に経費 ( 100 円 ) と して含まれてい る も ので

あ り 、 運営組織において管理 してい る 。

0 第 6 回運営委員会 (平成 22 年 6 月 2 日 開催) においては 、 廃止時等預か り 金

について 、 ｢執行状況を踏ま えて 、 今後の見直 し等 と 併せて徴収額の見直 し等を

検討する 。 ｣ と さ れてい る 。

○ 以下の収支状況の と お り 、 毎年累積 される廃止時等預か り 金については 、 分

娩機関の廃止等に伴 う 取 り 崩 し額を大幅に上回る状況に あ り 、 今後の対応につ

･いて検討する 。

(参考) 廃止時等預 り 金の収支状況

･ ‐ そ こ きき どきさぞなさ ‐らしき な き %収入 ! きざ炉 きき まき支出 い きい き. を なそ褒備考導きさ

･ 平成 2 1年 ノ キ メき 106 , 3 37284 O

･メ !! ノ ･平成 22 年 さぞ ; “ “ : 1 08 , 302 , 846 462 , 000 1分娩機関

さ ふきぬ き 平成 2 3 年弱そぎ , . ‐ ･ - . 1 06 , 494, 3 10 19 , 686 , 000 4分娩機関

"きききれ なに平成 24年 を耕そゑ を 104; 898 , 288 1 , 6 18 , 5 96 1分娩機関

き平成 2 5年 ( 9 月 末時点ふき 59 , 578 , 789 1 , 085 , 686 1分娩機関

ききふ き 増 す合計どき滲み滅ぼそナ 484, 61 1 , 5 17 22 , 8 52 , 282

( 2 ) 廃止時等預か り 金の対応 (事務局案)

○ 廃止時等預か り 金について も本制度の掛金の一部であ る こ と か ら 、 これまで

の運営委員会等の議論を踏ま え 、 平成 27 年 1 月 の制度見直 しに併せて 、 取扱い

を見直すこ と が適当 と 考え る 。

○ 廃止時等預 り 金の収支状況の と お り 、 約 5 億円 の収入に対 し、 約 2 千万円 の

支出であ る こ と か ら 、 差額分の預か り 金を活用する こ と に よ り 、 分娩機関の廃

止や倒産等に伴 う 支払責任を引 き継 ぐこ と が可能 と 考え られる 。
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○ したが っ て 、 廃止時等預か り 金について 、 平成 27 年 1 月 よ り 一旦、 徴収 しな

い こ と と し 、 こ れま でに累積 された廃止時等預か り 金は 、 将来の分娩機関の廃

止や倒産等に伴 う 支払責任を引 き継 ぐ こ と を 目 的 と した基金を設置する な ど 、

他の財源 と は区分 して管理する 。

○ なお 、 今後 、 大規模医療法人の倒産等に伴 う 掛金不足や景気動向等に よ り 、

基金な どに よ り 区分管理された財源が著 し く 不足する状況が見込まれる場合、

将来の掛金の見直 し時期等 も考慮 しつつ 、 必要に応 じて廃止時等預か り 金の再

徴収等について検討する 。 -
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6 ) 補償申請の促進に係る取組み等の状況について

( 1 ) 補償申請等の状況について

①報告件数 (補償申請書類の請求件数)

○ 以下の と お り 、 報告件数は、 3 月 以降、 昨年に比 して大幅に増加 してい る 。

特に 9 月 ま での 3 ヶ 月 間は急速に増加 していたが 、 10 月 についてはやや落ち

着いて き た状況であ る 。

灘灘驚き援護鱗箋議溌麹朧灘飜簾鱗鱗溌廉灘廉癈銹礬騨灘鬘臘囃騨賞灘鱗硼駿霰
31 24 36 43 68 46 63 72 96 9 1 平成 24 年

全体 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 1 月 ~ 12 月

平均 : 月 55 , 9 件 ( 1 月 ~ 10 月 ) 平均月 23 . 3 仲

一方 - - … - - - - - - - - - - - 百 -l - - -言｢ - 1亥 1- - - 1百T - 1百 T - -窩T - -諺r剪8 T 一 言6T 一 一言 - - - - - -平成翹準 一 - - - -
件 - 件 - 件 - 件 l 件 I 件 l 件 I 件 I 件 I 件平成 2 1 年 1 月 ~ 12 月

生まれ 平均 : 月 17 . 4 件 ( 1 月 ~10 月 ) 平均月 4,2 件

②申請件数 (補償申請の受付件数)

○ 補償申請書類を請求 してか ら 、 運営組織に補償申請書類が提出 される ま でに

は平均 5 . 8 ヶ 月 を要 してい る こ と か ら 、 補償申請を受け付け る までには時間差

があ る が 、 以下の と お り 7 月 以降 、 増加傾向 を示 してい る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
17 23 17 20 23 22 37 34 35 32 平成 24 年

全体 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 1 月 ~ 12 月

平均 : 月 26 . 0 件 ( 1 月 ~ 10 月 ) 平均月 17 . 0 件

肉一 - - - - “ 一 - - - - - - ‐ 一 一 言 .I . - -司- - - - 芯 -｢ - -封｢ 一言T - - 一 言 . 『%-｢ 一驚TT2T一言 - - - - - -平成愛猫牢- - - -
件 - 件 I 件 - 件 1 件 1 件 I 件 I 件 1 件 1 件平成 2 1 年生 1 月 ~ 12 月

まれ 平均 : 月 6 . 5 件 ( 1 月 ~ 10 月 ) 平均月 3 . 0 件

⑧対象件数 (補償対象者数)

○ 上述の と お り 、 申請件数が徐々 に増加 してい る こ と か ら 、 これに比例 して補

償対象者数も今後増加する も の と 考え られる 。
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13 10 13 16 24 23 22 7 48 32 平成 24 年

全体 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 1 月 ~12 月

平均 : 月 20 .8 件 ( 1 月 ~ 10 月 ) 平均月 14. 4 件

丙- - - - - - - - . - - - - - - 一言l - - - - 百 --- - - - 濱 -｢ -吉 一 I- - 一言｢万一｢ 一言r言 .｢ 一欲T- -[0一 - - - - - -平成一難華 - - - -
件 l 件 I 件 I 件 - 件 I 件 I 件 I 件 I 件 I 件平成 21 年生 1 月 ~12 月

まれ 平均 : 月 3 . 8 件 ( 1 月 ~ 10 月 ) 平均月 2.4 件

1資料 1 8 I 補償申請等の状況 &こついて

( 2 ) 今後の補償申請等の見込み等について

0 平成 21 年出生児に関 し 、 これま でに補償対象 と なっ た件数お よび申請準備

中等の件数について 、 10 月 末現在の状況は以下の と お り であ る 。

【平成 21 年出生児に係 る平成 25 年 10 月 末現在の状況】

補償対象者の確定件数 225 件

審査中の件数 (※ 1 ) 22 件

申請準備中の件数 (※2) 1 75 件

保護者か ら のア ンケー ト に よ る 申請予定件数 (※3) 5 件

合計 (参考) 427 件

※ 1 児ま たは保護者か ら運営組織に 申請が行われ補償可否の審査を行っ てい る と こ ろ で

あ り 、 今後補償対象 と なる可能性が あ る件数

※ 2 保護者や分娩機関において脳性麻痺に係る診断書等の 申請に必要な書類を準備 して

いる と こ ろであ り 、 今後補償申請が行われる見込みのあ る件数、 お よび一旦補償申請

が行われた も のの 、 その時点では将来の障害程度の予測が難 しいため 、 適切な時期に

再度診断を行 う こ と で補償対象 と な る可能性がある件数

※ 3 8 月 よ り 肢体不 自 由児施設等を通 じ 、 平成 2 1 年出生児の保護者を中心に個別に補償

申請を促す取組みを実施 してお り 、 確実に補償申請が行われる よ う 、 ア ンケー ト 方式

(任意) にて制度への 申請状況を保護者よ り 提出 していただいてい る 。

これまでに提出 されたア ンケー ト の 中でこれか ら 申請予定 と 回答 された 20 件の内 、

既に補償申請書類の請求が行われた 15 件を除いた件数。

○ ま た 、 平成 21 年出生児に関 し 、 これま でに補償対象 と なっ た件数お よび申

請準備中等の件数について 、 誕生月 毎の状況は以下の と お り であ る 。
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【 平成 2 1 年出生児の誕生月 毎の件数】 (平成 25 年 1 0 月 末)

･鴬享 蕊発露酉滋A鳶"老!葵縦葺威[弩焚･ ･ 藪漏"養護費 ;ち幼弱支& "' 蕊 ‐; 経費を‘ 郊 . ≠密娑は鰐ゞ 落夕･邊 鰤 矮 ノ鋼ト涌淀E-怜矮り 雑務蝶絮象浅 接爵緘僻一:タ スニ盤滋払塞聴 ･鷺･増弩当笙 祷彪爾戚竜越に 薄謝撚2 参雛形:蜑錠峩縦姿誤 纜謝窒拷髄i

○ 仮に 、 報告件数 (補償申請書類の請求件数) は収束 し 、 これまでの よ う な

前月 を上回る増加はない と仮定 した場合、 今後の補償申請等の見込みイ メ ー

ジは、 l資料 1 9 1の と お り であ る 。

見込み 1 : 9 月 を ピー ク と して 、 10 月 か ら 12 月 ま では横ばい。 年明 け以

降は毎月 1/12 ずつ減少。

見込み 2 : 9 月 を ピーク と して 、 10 月 は実績。 1 1 月 か ら 12 月 ま では今年

10 ヶ 月 間の平均値で推移。 年明 け以降は毎月 1/12 ずつ減少。

l資料 1 9 l 今後の補償申請等の見込みについて 【参考イ メ ージ】

( 3 ) 補償申請の促進に関する取組みについて

○ 補償申請を促すため 、 前回の第 25 回運営委員会 ( 10 月 16 日 ) 以降、 新た

に以下の取組みを実施または予定 してい る 。

【 医療関係者等に補償対象の考え方等を正 し く 理解 して も ら う ための取組み】

10 月 18 日 ｢補償対象 と なっ た参考事例｣ が会員 (約 9,400 名 ) に送

付 された。

参考資料 3

1 1 月 1 日 機関誌 1 1 月 号に 、 ｢補償対象 と なっ た参考事例｣ が掲載さ

れた。

同上
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11 月 1 1 日 社会 ･ 援護局 障害保健福祉部の ｢障害保健福祉関係主管

課長会議=こおいて 、 各都道府県等の障害保健福祉主管課

の職員に 、 各市区町村の障害者手帳の窓 口等を通 じた本制

度の補償申請期限等の周知について 、 あ ら ためて徹底いた

だ く 予定。

12 月 上旬 社会 ･ 援護局 障害保健福祉部の ｢身体障害認定等に係る

担当者会議｣ において 、 各都道府県等の身体障害者手帳の

担当者に 、 窓 口 を通 じた本制度の補償申請期限等の周知に

ついて 、 あ ら ためて協力 を依頼する予定。

【脳性麻痺児の保護者に本制度を認知 し て も ら う ための取組み】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10 月 30 日 全国重症心身障害 日 中活動支援協議会の会員施設 (脇 施 l 参考資料 4

設) に 、 補償対象 と 考え られる 平成 2 1 年生まれの児の保

　
護者に制度の案内 を行っ ていただ く よ う 依頼 した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10 月 3 1 日 会報誌 &こおし ･て本制度の紹介、 お よび補償申請期限等 々こっ l 参考資料 5

I
いて掲載 された。

讓廃議礒饑嚢鱗灘鱗淺讓讓濃簾護鱗鱗鱗礬礎鱗嚢襲孃讓廉潔淺襲爵.鰐
1 1 月 1 日 リ ステ ィ ング広告を開始。 参考資料 6

ヤフー、 グーグルの検索サイ ト において 、 ｢脳性麻痺｣ 等

のキー ワー ドで検索する と 、 本制度のホームページア ド レ

ス が広告欄に掲載 される 。

1 2 月 上旬 補償申請期限、 フ リ ーダイ ヤル等を紹介する スマー ト フ オ

ン用のサイ ト を作成予定。

　

○ なお 、 補償申請の促進に関 し 、 これまでに取組んだ内容に関 しては、

資料 2 0 Iの と お り であ る 。

-資料 2 0 I 補償申請の促進こ係 る これまでの取組みについて
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( 4 ) 補償申請期限の延長につ いて

○ 平成 26 年 1 月 以降 、 平成 21 年生まれの児は順次補償 申請期限を迎え る 。

特に 1 月 生まれについては、 申請期限まで残 り 2 ヶ 月 と な る 中 、 現制度にお

け る補償対象者数の推計値 48 1 人 と 、 補償対象者数 215 人 (平成 25 年 9 月

末現在) にま だ大き な垂離があ る こ と か ら 、 児 ･ 保護者の救済の観点か ら 、

補償申請期間の延長ができ ないか と の意見があ る 。

○ 補償申請期間は 、 補償対象範囲や補償水準等 と 同様に補償約款に規定 され

てお り 、 一般的な保険制度や保険商品 と 同様に 、 保険契約の条件を過去に遡

っ て変更する こ と はでき ない。

○ ま た 、 カルテの保管期限は医師法上 5 年間 と 定め られてお り 、 補償申請に

おいてカルテが提出 さ れない場合は 、 特に個別審査において実務上の運用が

困難と な る 。

○ 加入分娩機関に対 し 、 カ ルテ保管の延長について運営組織よ り 通知 (依頼)

を行 う と して も 、 徹底 されなかっ た場合は 、 カルテ保管の有無に よ っ て補償

対象 と認定 される ケース と されないケースが生 じ る おそれも あ る 。

○ なお 、 補償申請期限等の周知については 、 緊急対策会議を 2 回開催 し 、 考

え得る あ ら ゆ る促進活動を行っ て き た結果、 活動が功 を奏 し 申請期限に間に

合わせるべ く 補償申請書類の請求が殺到 してい る状況 と なっ てお り 、 補償申

請期限が十分に周知 された証と 考え られる 。

○ 前述の と お り 、 今後 も 引 き続き 周知に取組む と と も に 、 申請予定の事例に

対 しては 、 運営組織にて着実なフ ォ ロ ーを行い 、 補償申請漏れを防 ぐべ く 取

り 組む。

【参考】

○ 資料 1 9 - ｢今後の補償申請等の見込み｣ 々こおいて も 、 かな り 控えめな ｢見
込み 2 ｣ で推移 した場合で も 、 補償申請書類が請求 された内 、 申請に至 る割

合 (86%) と 、 審査の結果、 補償対象 と認定 される割合 (90% ) を加味 して

も 477 名 と な り 、 推定区間 (340~623 件) 内の件数が見込め る状況 と なっ

てい る 。
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【 資 料 一 覧 】
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〇

在胎週数 1 週 ご と の脳性麻痺の発生率の推移 … 櫨國回

(参考) 個別審査にお るナ る在胎週数ごと の審査結果の割合 … ‐ 跨國到

在胎週数別脳性麻痺発生率の統計的分析 (沖縄県の 2006 年か ら 2009 年出生児に係

るデータ よ り ) … ･ 匿國到

岡参考人追加提出資料 (沖縄県の 1998 年か ら 2009 年出生児に係るデータ に も と づ

く 在胎期間別の脳性麻痺の発生率等の分析) … ･ 匿國到

楠田参考人追加提出資料 (周産期母子医療センターネ ッ ト ワ ーク データベース に も

と づ く 在胎期間月Iiの脳性麻痺の発生率等の分析) … ･ 匿饗圃

出生体重 100g ご と の脳性麻痺の発生率の推移 … ･ 匿國司

在胎週数 と 出生体重の関係 ( 日 本小児科学会雑誌よ り ) … ･ 踵誣司

一般審査基準に係る見直 し内容 (案) 一覧 … ･ 膣國圃

産科医療補償制度“こお るナ る個別審査基準の見直 し案について … ･ 跨國回

補償水準および支払方式に関する制度設立時の検討経緯 … ･ l資料 1 0 1

保護者 ･ 分娩機関向 けア ンケー ト の集計結果 … ･ 資料 1 u

脳性麻痺児 (者) の看護 ･ 介護 もこ関する調査報告書 ･ ･ 資料 1 2 I

脳性麻痺児 ･ 者の看護 ･ 介護 "こ関する調査結果 (概要) … ･ l資料 1 3 I

障害の あ る児 (者川こ対する給付制度の概要 … ･ 資料 1 4 I

裁判の迅速化に係る検証"こ関する報告書 (社会的要因編) (抜粋) … ･ I資料 1 5一

医療機関で生 じた不測の事態に対する保護者の反応‐場面想定法を用いて‐ I資料 1 舛

○ 重度脳性麻痺児の予後に関する医学的調査報告書

0 補償申請等の状況について

○ 今後の補償申請等の見込みについて 【参考イ メ ージ】

0 補償申請の促進に係る これまでの取組みについて

○ 第 69 回社会保障審議会医療保険部会 本制度関連資料

○ 第 69 回社会保障審議会医療保険部会 本制度関連概要

0 補償対象と なっ た参考事例

○ 産科医療補償制度について (補償申請期限のお知 らせ)

○ 全国肢体不 自 由児 (者) 父母の会連合会 会報誌

○ イ ンターネ ッ ト リ ステ ィ ング広告
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資料4

産科医療補償制度 検討資料2

一般審査対象の週数の見直しと

度

週

し

療

査

そその基準について

作成

東京大学大学院医学系研究科

(産科医療補償制度医学的調査専門委員会委員 )

岡 明

現行制度の一般審査対象週数に関する

リスク評価の基準値について
制度設計時の沖縄県での脳性麻痺発生頻度調査データよ り

>現行制度での一般審査対象に関するリスク評価の基準
調査専門委員会では制度設計時に、 主に沖縄県での胎生33週未満での高い発

生率に基づいて 、 ｢調査結果より成熟児と未熟児との間で脳性麻痺の リスクは
大きく異なって｣ いると報告し 、 33週未満という区分を作成した 。

在胎週数別の脳性麻痺発生率 (千人対)
産科医療補償制度制度設計に係る医学的調査報告書 富山報告書6頁表2ー 2よ り 平成19年8月

平成10年

11年

12年

13年

平均

119 ,4 153 , 2 10 .O 0 .6

140 , 5 7 ,4 0 , 5103 , 4

0 , 4115 .4 9 1 ,7 3 ,7

0 , 61 60 , O 94 ,5 7 , 7

L、｢｣ 119 .o * ｢一･〕12 7.O 7 .2 0 .5

* なお 、 現行制度では33週以上が一般審査となっている 。 32週を含めた28週から32週とした

場合には 、 平成鱒~ 13年の発生率は108 . 6人であ り 、 1 19人との間で明かな差は認めない。

>補償対象である胎生33週き 34週での脳性麻痺の発生状況

10人/863人 珍 発生率 は.6人 (千人対)



制度設計時の沖縄県調査における平成10年~ 13年での33週34週の発生状況

863人中 10人 (発生率1000人対116人 ) を1としてオッズ比を計算した 。

出生32から30週までの発生率は基準値と統計的な有意差はなく 、 同 じ発生頻

度と判断された。

最新の沖縄県のデータによる県

応現行制度の基準に対応した見直し作業について
制度設計時と今回の沖縄県での脳性麻痺発生頻度調査の比較に基づいた解析

>制度の設計時の資料に基づいて 、 現行制度は以下の2つの基準

を指標に、 一般審査対象となる週数が設定されていると考えられる 。
千人対n.6人以下は一般審査園室とする 。
千人対119人以上を一般審査対象外とする 。

(なお 、 この2値の間についての補償対象の区分けについての規定はないと考え

られる 。 )

>最新の沖縄県のデータによって検討すべき事項
･現行の一般審査対象外である33週未満の中で、 制度設計時に一

般審査対象 (対千n, 6人以下 ) とされた発生率に合致する週数があ

るかどうか 。 あるのであれば対象週数は見直しが必要である 。

･もし見直しが必要であれば、 新たな週数の区分としては 、 制度設計
時に一般審査対象外 (対千119人以上 ) とされた発生率以下となる

週数を考慮して見直しを行うのが妥当である 。

制度設計時の基準値n. 6人 ( 出生千人対) と

最新の沖縄県のデータ (平成19年~ 2 1年 ) との比較

平成1 9年~

　 　 　　　 　　　　 　 　
32週3 乍 週 → - ･

針 週30週 ←. I
30週29週 :

2 9週28週 :
28週27週 l

27週26週 :
26週25週 :
25週24週 I

24週以下 :

←+÷･ ･
I ▲ - ▲

オツズ比の信頼
区間が↑ を含む

場合 、 統計的に

有意差なし。

g讐0も) 10･0000 100 ･0000
オツズ比 (95%信頼区間を表示 )

32週以下では出生数 、 脳性麻痺発生数とも ↑ 週単位では実数が少ないため2週単位に解析を行った。



現行対象外 現行対象

平成10年~ 13年 33 ･ 34週

発生率n, 6人

に基準値と同 じまたは以下

制度設計時の沖縄県調査における平成10年~ 13年での28週~31週の発生状
況479 人中57人 (発生率1000人対1 19人 ) を1としてオッズ比を計算した 。

出生32から28週の発生率は統計的には基準値以下と判断される 。 27週を含め

ても信頼区間上限値は1 .08と境界であった 。 補償対象としては28週 (あるいは

27週) までは基準値以下の発生頻度であり 、 対象に含めるのが妥当である 。

現在の一般審査対象週数 (在胎週数33週以上 ) を

変更する必要性について

現行制度設計時には、 当時の沖縄での調査結果に基づいて33
週以上を一般審査対象とした 。 当 時の調査での33週 、 34週で出

生した児での脳性麻痺の発生頻度は千人対n. 6人となっている

(千人対n ,6人以下は一般審査対象) 。

最新の沖縄県での調査結果では 、 早産児での脳性麻痺の発生
率は低下してきており 、 30週以降に出生した児については、 統計

的にこの基準値を越える発生率とは言えなかった。

塾については, 拡大することが必夢である 。

l 本制度 -設計時

- 平成19~ -2 1年状況
一 月 - : -

　 　 　　　 　

32週3 牟 週 ▼ ‐ --一一
3 1 週30週

30週29週

29週28週

28週27週

27週26週

26週25週

25週24週

24週以下

t 平成10年~ 13年 28~ 3 1週 J発生率1 19人

制度設計時の基準値119人 ( 出生千人対) と

最新の沖縄県のデータ (平成19年~ 21年) との比較

平成博年~

では 生

･
1

◆ ■ ◆ l

◆ - ･鴫

◆ 1 ヤ

←-' -- ‐

統計的に基

準値以下の

発生率

オツズ比の信頼
区間が1 を含む

場合 、 統計的に
有意差なし。

オツズ比 (95%信頼区間を表示)

生 とも仲



在胎週数28週以上を一般審査対象とする根拠について

･ 現行制度設計時には、 当 時の沖縄での調査結果に基づいて千
人対119人以上を 目 安として一般審査の対象外として区分けを

行った(一般審査対象外の基準値) 。

･ 最新の沖縄県での調査縞墨では, 莚胎28週塾上において纏量

的にも千人対119人以下の発生率となっている仏27週以下では統

計的には千人対119人と同 じあるいはそれ以上の発生率と考え

られる 。 従って 、 最逝の調査結果では , 28週以上で現行制度の

一般審査対象外の基準を下回っている 。

･ 現行制度と同 じネ劃値対象基準とすると 、 28週以上を一般審査対

象と立るのが妥当である仏

現行対象外 現行対象

　　　　　　 　 　　　　設計時 発生率119人 発生率□.6人

- 平癒 肥週以上の雑穀統計的 .囮墜囮霊腟囮濶21年状況 に基準値以下である 。 ; ‐ 巧 . ･ ′ ‐

産科医療補償制度の補償対象基準見直し (案)

現行 早産児は補償対象が限定されている

一般審査

出生体重2,000g以上 かつ 在胎週数33週以上

個別審査
在胎週数28週以上 かつ

胎児心拍数モニターや臍帯血pHにより低酸素状態にあることが認められる場合

見直し後

I 早産児もよ り広くネ謹対象と立る I
<理由 >

･ 28週から32週は 、 制度立ち上げの時点で脳性麻痺の頻度が高いことを以て ｢未熟性｣ !
による脳障害と分類された。 圃産期医療の進歩によ り 、 2 8週以上の早産児での脳謹生鹿庫
の発生頻度が減少した変化を踏まえると 、 この週数で出生した脳丑生麻痺を ｢未熟性｣ によ ;

る という説明は適切ではなくなってきている 。

･ 最近の資料から検討しても 、 28週以上では現行制度立ち上げ時の一般審査対象外の !
基準よりも脳性麻痺の発生率は低下している 。 従って 、 例えば、 在胎週数28週以上を一律 :

一般審査とすることが医学的に妥当 と考える 。



早産児の脳性麻痺の リスク因子解析

追加 ≧ 料

東京女子医科大学母子総合医療センター



　　

テータソー

･ 2003年に周産期母子医療センターネットワー

クデータベースが構築

･ 全国の総合周産期母子医療センターおよび

地域周産期母子医療センターが参加

･ 出生体重1500g以下を登録

･ 全国の約190施設が参加

･ 登録数は5300例/年 (75%のカバー率)

･ Web : http ://p l a za 。 u m i n . a c .i p/nmd ata/



重症脳性麻痺の定義

･ コメントで｢重症心身障害児｣

･ 3歳までに施設入所

･ 脳性麻痺十以下のいずれかの状況の場合

DQ50未満

DQ測定不能

3歳で歩行不能または尖足歩行



ネットワークデータで、 2003~ 2008年に出生した在胎31週以下の児 16,246例

一一 l 死亡退院 し693例 -
艶トリソミー 1

ダウン建 跨

染色体員常 6
消化賃疾患 40

心疾患 16

中短咎涎員常 8

腎 ･原副轢息 8

先天代鯛員鰡 5

神経筋疾恩 4
　　　　　 　

l 生存退院 f4553例u l
3歳までの孝後データ有 り69列

　　　一一l 先天異常有 187柳川一

綜同搜ヘルニア 1
致死型先天異常 7

他の非致死型先天異常 25

胎児水巨 5

先天異常無し 6582例

退院後死亡 59例肝退院後脳症 1例= →脳性麻痺 細り -

- 3歳までに施設入所 細 く重度自営性麻痺と推測) 2) ｣

一一→ 退院後死亡 59例十退院後脳症 1例 一→ 脳性麻痺 6例11

一一→ 3歳までに施設入所 8例 (重度脳性麻痺と推測) 2)

一一一→ I 脳性麻痺の有無不明 13細 l

L5歳または3歳時健診で脳性麻痺 72糊｣ l 脳性麻痺無 5′666例3) ー
　

I 中等度脳性麻痺 254例4) = 重度脳性麻痺 486例51 -
↓

1 解析対象 の十2 )十3 ) 十5手錠 15 2 例 ｣



在胎期間別の重度脳性麻痺の発生率

45

40 ± 95%信頼限界
遂 35

30

鰈 25 ‐

20

　　 　　
　　 　 　

O

(潔
)開
坦
鰈
国
盤
型
国
鞁
鬮

2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1

在胎期間 (週) ( n=6152)

在胎期間別の重度脳性麻痺の発症率は、 在胎期間が短くなれば脳性
麻痺の発症率も上昇する傾向を認めるが、 全体には緩やかな増加を
示す。 ただし、 在胎期間が30週未満と30週以上の間には、 発症率の

差を認める 。



出生体重別の重度脳性麻痺の発生率
30

出生体重 (g) ( n=6152 )

出 生体重別の重度脳性麻痺の発症率は、 出生体重が700g以上では 、
特に出生体重とは比例しないが、 出生体重700g未満では発症率の増
加を認めた。
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産科医療補償制度 運営委員会

委員長 小林 廉毅 殿

産科医療補償制度におけ る個別審査基準の見直 し案について

産科医療補償制度 審査委員会

委員長 戸苅 創

産科医療補償制度運営委員会か ら の依頼に も と づき 、 審査委員会において 、

個別審査基準の見直 しについて検討 していますが 、 そ の途中経過について報告

します。

1 . 現行の個別審査基準の課題

( 1 ) 現行の基準は分娩中の低酸素状況を示す指標 と して臍帯動脈血ガス値、

お よ び胎児心拍数モニ タ ー上の所定の所見に限定 してお り 、 それ ら は母

体や胎児 、 新生児の救命等の緊急性等に よ っ ては必ず し も 常に 、 十分に

取得されていない事例があ る 。

( 2 ) 胎児心拍数モニターにおいては、 低酸素状況であっ て も現行の基準の胎

児心拍数パターンを示 さ ない事例があ る 。

2 . 個別審査基準の見直 しについての考え方

本制度の個別審査基準は、 脳性麻痺 と い う 結果や分娩後 も含めた多 く の診療

情報に も と づいて 、 後方視的見地に立っ て 、 分娩時に低酸素状況があっ たか否

かを判断する基準であ る 。 こ のため 、 現行の基準に定め られてい る も の以外に、

児の低酸素状況があっ た こ と が認め られる指標を検討した。

3 . 見直 し項 目 お よび論点について

検討状況は園園の と お り であ る o

以 上
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l9Q4 1 1 - 分娩監視装置モニターの読み方 ･ 対応は ?

　　　　　

1 . 心拍数基線 (FHR base lme) と基線細変動 (base l i ne va r i ab i l i ty) が正常であ り ,
一過性頻脈があ り , かつ一過性徐脈がないとき , 胎児は健康であると判断する , (A)

2 . 以下のい誹れかが認め られる場合 , 胎児 we l l ‐ be i ng は障害されているおそれがある
と判断する . ( B)

･ 基線細変動の消失を伴った , 繰 り返す遅発一過性徐脈

･ 基線細変動の消失を伴った , 繰 り返す変動一過性徐脈

･ 基線細変動の消失を伴った , 遷延一過性徐脈

･ 基線細変動の減少または消失を伴った高度徐脈

3 . 基線細変動 , 心拍数基線, 一過性徐脈の組み合わせに基づいた胎児心拍数波形のレベ
ル分類の 3~5 (異常波形 軽度, 中等度, 高度) の場合 , ｢胎児機能不全｣ と診断す
る . (C )

4 . 胎児心拍数波形のレベル分類 1 ~5 に応 じて , また妊娠週数 , 妊婦背景, な らびに施
設の諸事情を考慮 して , 表 3 を参考に対応 (経過観察, 監視の強化, 保存的処置,
急速遂娩準備, 急速遂娩) を検討する . (C)

5 . 分娩中に レベル 3 ない し レベル 4 が持続する場合, 分娩進行速度と分娩進行度 (子
宮口開大な らびに児頭下降度で判断) も加味 し , 定期的に ｢経腟分娩続行の可否｣ に
ついて判断する . (C )

6 . 上記 Answer5 において , ｢経自室分娩困難｣ と判断 した場合にはなるべく早期に緊急
帝王切開を行う . (C)

D解 説

正確な判読のためにはノ イズの少ない, きれいに記録された胎児心拍数陣痛図が必要である . したがっ
て , 元入拍プローブ 陣痛プローブは , きれいな記録となるよ う正 し く装着する . 本ガイ ドライ ンでは 日
本産科婦人科学会周産期委員会が推奨する指針を基に Answe r 案を用意 した , 日本産科婦人科学会周産
期委員会が推奨する指針 (一部改変) 1 ) 2)を以下に示す.

l . 胎児心拍数波形の分類

胎児心拍数波形を 心拍数図の諸要素 (基線, 一過性徐脈, 基線細変動) の組み合わせから , 胎児の
低酸素 ･ 酸血症などへのリ スクの程度を推量するために表 =こ示す 5 つの レベルに分類する .

= ‘ 胎児心拍数波形分類の判定

胎児心拍数波形のレベル分類は , 1 0 分区画ごと に胎児心拍数陣痛図を判読し , 表 =‐ 1 ~5 および付記
に基づき判定する , 複数レベルが出現 している場合は最も重いレベルとする , なお , 本波形分類に基づ
き =胎児機能不全" の診断を行う場合は , レベル 3~5 を該当させるものとする .

- 1 I . 対応と処置

胎児心拍数波形が 1 ~5 の レベルに判定されたとき , 表 ==こ示す A~D の対応と処置を行う , 波形 レ
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(表 I ) 胎児心拍数波形の レベル分類

レベル表記 日本語表記 英語表記
レベル 年 正常波形 no rma I p atte r n
レベル 2 亜正常波形 beni gn va r i a n t Patte r n
レベル 3 異常波形 (軽度) m i - d vanant Pattern
レベル 4 異常波形 (中等度) mode r ate va r i a n t Pattern
レベル 5 異常波形 (高度) sev ere va r i ant Pattern

(表 肛 一 〇 基線細変動正常例

一過性徐脈

心拍数基線

正常脈

: し 早発

,府

変動 遅ノ U
遷 正

軽度

2
"

3

高度

3

3

軽度

3

3

高度

3

4

軽度

3

3

高度

4

4

頻脈

徐脈 3 、 3 3 4 4 4 4 4

徐脈

徐脈 (< 80) 4 、 4
4 4 4

遷延

徐脈 (< 80)

く表 肛 " 2) 基線細変動減少例

変動 遅発
遷延

軽度 高度

　 　　 　

4

ナ過性徐脈

心拍数基線

正常脈

頻脈

徐脈

徐脈 (< 80)

軽度 高度

3 * 4

軽度 高度

3 4

4 4

麟
3

3
4

れ
忽

、
3

4

3 *正常脈十軽度遅発一過性徐脈 ; 性常胎児においても比較的頻繁に認め られるので
｢3 ｣ とす る . ただ し , 背景に胎児発育不全や胎盤異常などがある場合は ｢4｣ と する .

(表 □ ‐ 3 ) 基線細変動消失例

薬剤投与や胎児異常など特別な誘因が騒箋合爾固捌こ判馨る 遷延薬剤投与や胎児異常な ･ d B鶯 遅発 遷延

一過性徐脈 な し 早発 軽度 高度 軽度 高度 軽度 高度
　 　 　　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　
心拍数基縦こ - 4 ･園圏l嬬艦随ぐ『一圏鬮囲-… 鰯
かかわらず ー ノ 盤触 る

議癈癲皺礬濯ご“ど雑寺翳秀麗飜鬘饌霧疼き"鰹鷺 “5.と判定する

ベル 3 , 4 では , 1 0 分ごとに波形分類を見直し対応する . 対応と処置の実行に際しては , 以下の背景因
子, 経特約変化および施設の事情 (緊急帝切の準備時間等) を考慮する . 背景因子 : 妊娠過激, 母体合
併症, 胎児の異常 , 臍帯 ･ 胎盤 ･ 羊水の異常 , 分娩進行状況など
なお , これらの対応と処置が適用される妊娠週数は 32 週以降である , 32 週未満症例に関 しては個々

の症例ごと に判断する .

【経緯等の説明】

日本産科婦人科学会周産期委員会は , 2008 年 (平成 20 年) に『胎児心拍数波形の判読に基づく分
娩時胎児管理の指針 (案) ｣ を提案 し3) , 2009 年 (平成 2 1 年) に一部改定 した4) . この指針には , 基線
細変動 , 心拍数基線, 一過性徐脈の組み合わせによ り分類された胎児心拍数波形のレベル分類 ( 1 ~5)
(表 L n )別対応(表 I = )が示されている .本ガイ ドラ イ ンもこれら周産期委員会の推奨を踏襲 している .対
応(経過観察, 監視の強化, 保存的処置, 急速遂娩準備, 急速遂娩の 5 種類) に関 しては , エビデンスが
“沖“の推奨で“‐‘‘を考慮し頑をもたせてあるのが特徴である例えばレベル 3 (異盤
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(表 = - 4) 基線細変動増加例

一過性徐脈
な し 早発

楚動 遅発 遷延

軽度 高度 軽度 高度 軽頸 高度

心拍数基線に

かかわらず
:“ ←暹 3 3 3 4 3 4

* 心拍数基線が明らかに徐脈と判定される症例では, 表 = 嶋 の徐脈 (高度を含む) に
準じる .

(表 肛 - 5) サイ ナソ イ ダルパタ ーン

一過性徐脈 な し 早発 軽度 高度 軽度 1 高度 軽度 高度

,鬮,團心拍数基線に

かかわらず

付記 :

i . 用語の定義は日本産科婦人科学会 55 巻 8 月号周産期委員会報告による (末尾参照) .
i i . こ こでサイナソ イダルバターンと定義する波形は i の定義に加えて以下を満たす

ものとする

①持続時間に関 して 鱒 分以上.
②滑ら かなサイ ンカーブとは sho rt term var i a b i l i ty が消失も しく は著 し く減少
している .

③一過性類脈を伴わない .

i i i 一過性徐脈はそれぞれ軽度と高度に分類 し, 以下のものを高度, それ以外を軽度
とする .

◇遅発一過性徐脈 : 基線から最下点までの心拍数低下が 1 5bpm 以上
◇変動一過性徐脈 : 最下点が 70bpm 未満で持続時間が 30 秒以上, ま たは最
下京が 70bpm 以上 80bpm 未満で持続時間が 60 秒以上

◇遷延一過性徐脈 : 最下点が 80bpm 未満
ーv . ナ過性徐脈の開始は心拍数の下降が肉眼で明瞭に認識できる点と し , 終了 は基線

と判定できる安定した心拍数の持続が始まる点とする . 心拍数の最下点は一連の
繋がり を持つ一過性徐脈の中の最も低い心拍数とするが, 心拍数の下降の緩急を
解読する と きは最初のボ ト ムを最下点と して時間を計測する ,

形 軽度) 時の対応は監視強化 , 保存的処置, あるいは急速遂娩準備のい育れがを行う よ う推奨 してい
る . しか し , この対応は絶対的なものではなく , 対応の決定に際 しては , 妊婦の背景ならびに施設の諸
事情を考慮することを求めている , また ｢刺激による一過性頻脈の誘発｣ 5) や , 児頭採血6)は胎児心拍数陣
痛図の持つ高い偽陽性率 (異常パターンが出現 しても , 実際に , 胎児は正常に酸素化されている率) を
補う際に有用である . 対応と処置の実施内容については , 表 = I を参考に , 各施設において具体的なルー
ルを定めることが望ま し く , 医療機関の裁量権に委ねられるべきである .

｢胎児機能不全｣ は胎児心拍数波形の レベル分類 3~5 (異常波形 軽度, 中等度, 高度) の場合に診
断することを勧めている . すなわち , ｢まだ軽症｣ と考えることができる時点 ( レベル 3) よ り - ｢胎児機
能不全｣ の診断を可能に し , ｢監視強化｣ 以上の対応を求めている , これは , 重症化予測の困難な分娩中
胎児状態に即応できるよ う にとの配慮からである . 分娩中の波形レベルが 3 ない し 4 であっても , その
持続時間によ っては胎児血酸素化不全状態が重篤化する可能性がある . したがって , Answer 5 に示す
よう に , 分娩中に レベル 3~4 が持続する場合には分娩進行速度や分娩進行度 (子宮口間大ならびに児
頭下降度で判断) も考慮 し , ｢経自室分娩続行｣ の可否について定期的に判断する , 定期的判断の間隔につ
いては波形レベル, 持続時間 分娩進行度によ っても異なるが , 1 0 分~60 分ごとが目安となる (内診
による分娩進行度の評価は妊婦の苦痛を考慮 し , 必す しもこの間隔では要求されない) , この判断におい
て ｢経自室分娩困難｣ と した場合にはなるべく早期に緊急帝王切開を行う . 基線細変動 (base I i n e var i a b i l -
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波形 医師 経 観察 ////レベル

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2 A ; 経過観察 または B ; 連続監視, 医師に報告する .
÷÷÷上し 監視の強化. 保存的処置の施行および原因検索 覇読誕飜--テーテーーテー一一一, B 監視。強化保存的処置の施行および原因検索 B 連続監視 医帥犠漱ぎる ‐

ま たは

の準備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準備

準備 または
または

□ 急速遂娩の塹三豊麻生の準備 D 急速遂娩の実行新生児蘇生の準備そナノl
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

く保存的処置の内容)ノ般的処置 : 体位変換, 酸素投与, 輸液, 陣痛促進薬注入速度の調節 ･ 停止など場合による処置 : 人工羊水注入, 刺激による一過性頻脈の誘発. 子宮収縮抑制薬の投与など* * ; 医療機関における助産師の対応と処置を示し, 動産所におけるものではない .

i ty) /国日数基線 (FHR base I i n e) , および一過性徐脈 (dece - e rati o n) の定義に関 しては , 周産期委
員会報告 (2003 年) の ｢用語と定義｣ に準拠している7) .

【歴史的背景】2003 年 (平成 1 5 年) に日本産科婦人科学会周産期委員会が報告した, 隅台児心拍数図の用語と定義｣
は , わが国における胎児心拍数パターンの読み方の標準化をねら ったものである . この基準は , 1 997年に発表された, 米国 Nat i o na= nstitute of Ch i l d Hea lth and Human Deve t opment (N I CHD) のリ サーチガイ ドライ ン8) に準拠している . これらのガイ ドライ ンは, 胎児健康度に関する評価に対して ,2 つの極端な例のみしか言及していない . ｢基線 , 基線細変動が正常であ り , 一過性頃脈があ り ー ノ週性徐脈が無いとき , 胎児は健康である ｣ と ｢基線細変動の消失を伴った, 繰 り返す遅発一過性徐脈や高度変動一過性徐脈, または , 高度遷延一過性徐脈や高度徐脈が出現するとき - 胎児 wd l ‐b e i n g は障害されている恐れがあると判断する｣ の 2 点である . これらを考慮し , 本ガイ ドライ ンでは周産期委員会の提
案どお り , ｢基線細変動の減少を伴った｣ 場合にはそれらが正常である場合よ り表 I l2 に示すよう に , 一部例外を除いて , レベル分類を 1 段階上昇させている , また , ｢基線細変動消失｣ の場合にはどんな一過性徐脈が出現してもそれのみでレベル分類 5 (異常波形 高度) と している . 基線細変動増加例では ,
基線細変動正常例に比べて , 一部レベル分類が上がっていること にも注意する .N -CHD で示された極端な 2 つの例以外に関しては, 一致した意見をみていなかった . しかし , 分娩監
視装置が広く普及している ことを鑑みると 上記 2 つの極端例以外のパタテンに関 しても , 胎児 We 1 I-b e i ng 評価と臨床的対応の標準化を早急に確立する必要があ り , 英国 , カナダ , さ らに米国において ,心拍数パタテンを中心と した所見と胎児健康度の解釈および臨床的対応に対してガイ ドライ ンが提案された. それぞれ , 3 段階 (3‐t i er system) に分類されているが , 中間分類が広すぎる欠点がある , そこ
で , わが国においては独自に 5 段階 (5ti er system) の評価が推奨1めされた。

【分類に対する根拠】8 文献を検討した報告9) は以下の結論を得ている . ①基線細変動が正常であれば , 98% にアシ ドナツス (PH <7 . 1 0) がない . ②基線細変動が減少または消失すれば, その 23% にアシ ドーシスがある . この結論を考慮すると臨床現場こおぃては 基線細変動は胎児 we=-be i ng を予測する ぅ えで最重要遡
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べき項目と考えられる ,

また , 遅発一過性徐脈 ( - ate dece t e rati on) と変動一過性徐脈 (va ri a b I e dece l eratio n) は , 徐脈
の程度や徐脈持続時間に規定される重症度が増すにつれて , 有意の胎児血 pH 低下が観察されてい
る◎=≧ すなわち , 遅発一過性徐脈においては , 一過性徐脈の心拍数下降度が 45bpm 以上, 1 5~45
bpm 1 5bpm 未満と軽度になるに従って , 胎児血 pH が上昇する . また , 変動一過性徐脈においては ,
高度 (持続時間 60 秒以上, かつ最下点 70bpm 未満) , 中等度 (持続時間 60 秒以上, かつ最下点 70~
80bpm . 持続時間 30~60 秒 , かつ最下点 70bpm 未満) , そ して軽度 (それ以外の変動一過性徐脈)
になるに従って胎児血 pH が上昇する (遅発一過性徐脈も変動一過性徐脈も , 周産期委員会の指針では ,
中等症は高度に含め られている ) . 文献的報告はないが, 遷延一過性徐脈(pro 亀 o nged dece - e rati on) に
おいても同様である と推定される .

【用語に関する定義】

日本産科婦人科学会雑誌 55 巻 8 月号に掲載されている用語の定義を以下に示す .
胎児心拍数図波形の定義

A . 胎児心拍数基線 FHR base l me
胎児心拍数基線は 1 0 分の区画におけるおおよその平均胎児心拍数であ り , 5 の倍数と して表す .
注 コ 52bpm 1 39bpm という表現は用い夢, 1 50bpm , 1 40bpm と 5bpm ごとの増減で表す ,
判定には

1 . 一過性変動の部分 ,

2 . 26bpm 以上の胎児心拍数細変動の部分を除外する .
また

3 . 1 0 分間に複数の基線があ り , その基線が 26bpm 以上の差をもつ場合は , この部分での基線は判
定しない ,

1 0 分の区画内で , 基線と読む場所は少なく とも 2 分以上続かなければならない - そう でなければそ
の区画の基線は不確定とする . この場合は , 直前の 1 0 分間の心拍数図から判定する .
も し胎児心拍数基線が 1 1 obpm 未満であれば徐脈 (b radycard i a) と呼び3 1 60 pbm を超える場合

は頻脈 (tachycard i a ) とする 。
B . 胎児心拍数基線細変動 FHR base t i n e vari a b i I i ty
胎児心拍数基線細変動は 1 分間に 2 サイ クル以上の胎児心拍数の変動であ り , 振幅 , 周波数とも規則

性がないものをいう . s i n uso i da I patte rn はこの細変動の分類には入れない .
細変動を振幅の大きさによ って 4 段階に分類する .
1 . 細変動消失 (undetectab - e) : 肉眼的に認め られない.
2 . 細変動減少 (m i n i ma I ) : 5 bpm 以下
3 . 細変動中等度 (mode rate) : 6~25bpm
4 , 細変動増加 (ma rked) : 26bpm 以上
この分類は肉眼的に判読する , Short term va r i ab館ty , I o ng term var i ab i l i ty の表現は しない ,
(注) サイナソイダルパターン s i n uso i d a l p atte rn は心拍数曲線が規則的でなめらかなサイ ン曲線を

示すものをいう . 持続時間は問わ疹, 1 分間に 2~6 サイ クルで振幅は平均 5~ 1 5bpm であ り , 大き く
ても 35bpm 以下の波形を称する .
C . 胎児心拍数一過性変動 per i o d i c or ep i sod i C Change of FHR
1 ) 一過性頻脈 acce - erat i o n
一過性頻脈とは心拍数が開始から ピーク までが 30 秒未満の急速な増加で開始か ら頂点までが 1 5

‐ 一 -- 一 一 - - - - - -
- - - -
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bpm 以上, 元に戻るまでの持続が 1 5 秒以上 2 分間未満のものをいう , 32 週未満では心拍数増加が
1 obpm 以上, 持続が 1 0 秒以上のものとする .

遷延一過性頻脈 pro l o nged acce l e rat i o n

頻脈の持続が 2 分以上, 1 0 分未満であるものは遷延一過性頻脈 (p ro I o nged acce l erat i on) とする .
1 0 分以上持続するものは基線が変化したものとみなす.

2 ) 一過性徐脈 dece l erat i on

i ) 早発一過性徐脈 ea ｢ Iy dece l erat i o n

早発一過性徐脈とは , 子宮収縮に伴って , 心拍数減少の開始から最下点まで 30 秒以上の経過で緩や
かに下降し その後子宮収縮の消退に伴い元に戻る心拍数低下で, その一過性徐脈の最下点と対応する
子宮収縮の最強点の時期が一致 しているものをい う . その心拍数減少は , 直前の心拍数よ り算出される .

i i ) 遅発一過性徐脈 l ate dece l erat i o n

遅発一過性徐脈とは , 子宮収縮に伴って, 心拍数減少の開始から最下点まで 30 秒以上の経過で緩や
かに下降し , その後子宮収縮の消退に伴い元に戻る心拍数低下で , 子宮収縮の最強点に遅れてその一過
性徐脈の最下点を示すものをいう . その心拍数減少は , 直前の心拍数よ り算出される .
注) ほとんどの症例では , 一過性徐脈の下降開始 ･ 最下点 ･ 回復が, おのおの子宮収縮の開始 ･ 最強

点 ･ 終了よ り遅れて出現する ,

i i i ) 変動一過性徐脈 va ri a b l e d eCe - erati o n

変動一過性徐脈とは , 1 5 bpm 以上の心拍数減少が 30 秒未満の経過で急速に起こ り , その開始から元
に戻るまで 1 5 秒以上 2 分未満を要するものをいう . 子宮収縮に伴って出現する場合は, その発現は-
定の形をと ら穿, 下降度, 持続時間は子宮収縮ごと に変動する .

注)子宮収縮が不明の場合は , 早発一過性徐脈, 遅発一過性徐脈, 変動一過性徐脈の区別はつけない.
iv) 遷延一過性頻脈 pro l onged deCe i erat i on

遷延一過性頻脈とは心拍数の減少が 1 5 bpm 以上で, 開始か ら元に戻るまでの時間が 2 分以上 1 0
分未満の徐脈をいう . 1 0 分以上の一過性徐脈の持続は基線の変化とみなす .

(日本産科婦人科学会 周産期委員会 胎児心拍数図の用語及び定義検討小委員会. 委員長 : 岡村州
博. 平成 1 4 年度報告よ り一部抜粋)
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補償水準お よび支払方式に関する制度設立時の検討経緯

1 . 与党｢産科医療における無過失補償制度の枠組みについて｣ (平成 1 8 年 1 1 月 )

･ 補償額については ｢保険料額や発生件数等を見込んで適切に設定｣ 、 ｢現段階

では0千万円前後を想定｣ と された。

2 . 産科医療補償制度運営組織準備委員会 (平成 20 年 1 月 )

○ 枠組みに基づき 、 具体的な制度内容について 、 産科医療補償制度運営組織準備委

員会において検討が行われた。

･ 具体的な補償金額や支払方式は、 ｢看護 ･ 介護費用の実態及び本制度の補償の

対象者見込み数や保険料額、 事務経費等を総合的に勘案 し検討する ｣ こ と と

した。

･ まず補償水準については、 脳性麻痺患者の看護 ･ 介護等に必要 と な る費用や、

特別児童扶養手当 ･ 障害児福祉手当 な どの福祉手当 、 安定的な制度の運営等

を考慮 した上で設定する こ と と さ れた。

･ 具体的には 、 ｢裁判にお け る賠償金額の重度脳性麻痺児の介護費用 日 額｣ や 、
｢介護費用 と は別に要する住宅改造費 ･ 福祉機器購入費等の費用 ｣ 、 ｢特別児

童扶養手当 ･ 障害児福祉手当の支給額｣ 、 ｢ 自 動車損害賠償責任保険の支払限

度額｣ な どを参考に検討がな された。

･ それ ら の検討を踏ま え、 ｢具体的な補償水準は、 児の看護 ･ 介護に必要 と な る

費用 、 特別児童扶養手当 ･ 障害児福祉手当等の福祉施策、 類似の制度におけ
る補償水準、 更には安定的な制度運営 、 財源の問題等を総合的に考慮 した う

えで、 本制度の 目 的に照 ら して効果的 と認め られる程度※1 の も の ｣ と した。
※ 1 目 的について 、 準備委員会委員長は、 第 12 回準備委員会で ｢ 目 的 、 これは看護 ･

介護の経済的負担の軽減 と 紛争防止 と 早期解決 と い う 目 的だろ う と 思いますけ

れ ど も 、 こ う い う ｢ 目 的に照 ら しま して 、 必要に して十分な額で効果的な も の｣

と い う こ と にな る んではないか と 思 う (後略) ｣ と 説明 。

･ 一方 、 支払方式については、 ま ず検討された補償金額を 、 ｢一時金｣ と して支
払 う か、 ｢一時金 と 定期的な給付｣ と し て支払 う かについて検討がな された。

･ 一時金の特徴 と して 、 ｢事務の複雑化が避け られ、 制度 と して運用が しやす く 、

運営 コ ス ト も少ない｣ 、 ｢家の改造等で一時的に多額の費用がかかっ た場合な

どで も 柔軟な活用が可能｣ と いっ た メ リ ッ ト が挙げ られたが 、 一方で、 ｢補償
金が 目 的外に使用 されやすい。 ｣ と の懸念が示 された。 それに対 し 、 ｢一時金

と 定期的な給付｣ は 、 ｢計画的な看護 ･ 介護費用の支援 と 言 う 点で効果が高い｣

と さ れ、 ｢一時金 と 定期的な給付｣ と な っ た。



次に 、 ｢定期的な給付｣ 部分については、 ｢看護 ･ 介護費用の一助 と い う 位置

づけか ら考え る と 、 毎年定期的 に一定額を障害年金に結びつ く ま で支給 し 、

不幸に して死亡 された場合はその時点で給付終了 と す る年金方式がふ さ わ し

い｣ と された。

しか しなが ら 、 ｢補償の対象 と な る脳性麻痺児についての生存曲線に関するデ

ータ は皆無に近 く 、 現時点では年金方式に よ る商品化は極めて困難であ る ｣

と の専門家の見解や、 ｢医事紛争を減 らすために 、 介護費用等 と して 3 , 000 万

円程度の補償水準は確保する よ う な制度設計を行 う べき ｣ と いっ た意見 も あ

り 、 最終的には給付総額を予め定め 、 支給回数で割った金額を定期的に分割
払いする 、 ｢準備一時金十分割金方式｣ を提言する こ と と なっ た。

最終的には、 ｢具体的な補償金額は、 上述の よ う な こ と を念頭において商品の
収支についての専門的検討の う えに立って設定 されな ければな ら ない｣ た め 、

準備委員会においては具体的な補償額を決定 しなかったが 、 ｢おおよ その グラ
ン ドデザイ ン と して 、 看護 ･ 介護を行 う ための基盤整備のための準備一時金

と して数百万円 、 補償分割金 と して総額 2 千万円程度を 目 処に 20 年分割※3

に して支給する ｣ こ と を示 した。

※3 児の生涯に渡 り 補償すべき と の意見 も あっ たが 、 実務的な観点、 特別児童扶養

手当 ･ 障害児福祉手当等の福祉施策内容および特に養育の観点での支援が必要 と

の観点か ら 、 20 年間の分割払 と なっ た。

3 . 具体的な補償額と支払方式の決定

○ 準備委員会報告書を踏ま え厚生労働省において検討され、 補償対象者数や掛金の

水準等 も考慮の上で、 準備一時金 と して 600 万円 、 補償分割金 と して総額 2, 400

万円 、 合計 3 , 0 00 万円 と する こ と と された。

以 上
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《参考 与党枠組み 、 準備委員会報告書にお け る 関連箇所》

｢産科医療に お け る無過失補償制度の枠組みに つ いて ｣ よ り 抜粋

<趣旨 >

安心 して産科医療を受け られる環境整備の一環 と して 、 1 ) 分娩に係る 医療事故に よ り 障害
等が生 じた患者に対 して救済 し、 2 ) 紛争の早期解決を図 る と と も に、 3 ) 事故原因の分析を

通 して産科医療の質の向上を図 る仕組みを創設。

<補償の額等 >

･ 補償額については、 保険料額や発生件数等を見込んで適切に設定。 現段階では0千万円前後
を想定。

｢産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書｣ よ り 抜粋

3 ) 補償の水準

本制度におけ る補償金は、 前述の と お り 、 分娩に係る 医療事故によ り 脳性麻痺 と なった兜お

よびその家族の看護 ･介護に係 る経済負担を軽減するた めの一助 と して位置づけ る 。

ま た、 補償金 と 損害賠償金の二重給付を避け る必要があ る こ と な どから 、 受給権者は児本人

とする 。

本制度は損害保険商品を活用 して設計する こ と を想定 してい る が、 損保商品は、 原則 と して

単年度で収支を確定 させ、 事故率等を検証する必要があ る ため 、 保険金の支払い方法は一時金
払いが基本 と されている 。 したが っ て 、 複数年にまたが る保険金支払いの例はほ と ん どな く 、

特に長年月 にわた る も のは前例がない。

一方、 先に述べた看護 ･ 介護費用の一助 と い う 位置づけか ら考える と 、 全額一時金で給付す
る よ り も 、 介護のための住宅 ･車両改造、 福祉機器等の介護用品の購入な どに充て る ためのい

わば準備金の他は、 毎年定期的に一定額を障害年金に結びつ く ま で支給 し、 不幸に して死亡 さ

れた場合はその時点で給付終了 と する年金方式の方がふ さ わ しい。

ま た 、 汁度に多額の補償金を児の家族が多年にわた り 看護 ･介護のため に適切に管理でき る

か と い う 懸念も年金方式では払拭 される 。

しか しなが ら 、 補償の対象 と なる脳性麻痺児についての生存曲線に関するデータ は皆無に近

く 、 年金方式に よ る収支の見込みを立て る こ と ができ ない こ と か ら 、 損保商品の性格を別 と し
て も 現時点では年金方式に よ る 商品化は極めて困難であ る 、 と の専門家の見解である 。
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こ う したあい路を克服する ための方法 と して 、 十全ではないが補償金の分割金方式が考え ら

れる 。 分割金方式は給付総額を予め定め 、 その支給回数で割っ た金額を定期的に分割払いする

方法であ る 。

一定年数以上にわたって給付が継続 されれば、 重症脳性麻痺児に関する生存曲線や重症度の

分布な どのデータ が 自 ずと 蓄積 され、 制度の見直 しな ど施策の展開に役立つ も の と 思われる 。

多年にわたって支給される分割金方式について も商品化に当た っ て克服すべき課題は多い。

例 えば、 補償責任を負 う 分娩機関が廃業 した場合、 特に破産によ り 補償金が破産財団に組み

込まれ、 児 ･ 家族への給付が減額される可能性があ る場合への対応や、 損保会社や運営組織に

おけ る長期にわた っ ての資金管理、 給付事務な どが必要にな るため 、 その事務処理体制の確保

と 多額の追加費用負担を要する な ど困難な、 数多 く の問題が指摘 されてい る 。

これ ら の問題を克服 してい く ためには、 関係者の創意工夫、 献身だけではな く 、 国に よ る強

力な関与、 支援が必須にな る も の と 考え る 。

本委員会 と しては 、 前述の よ う な課題を抱えつつ も 、 準備--時金十分割金方式を提言 したい。

関係者の積極的な 、 真摯な検討を期待 したい。

具体的な補償水準は、 児の看護 ･ 介護に必要 と な る費用 、 特別児童扶養手当 ･ 障害児福祉手当

等の福祉施策、 類似の制度におけ る補償水準、 更には安定的な制度運営、 財源の問題等を総合

的に考慮 した う えで、 本制度の 目 的に照 ら して効果的 と認め られる程度の も のに設定する必要

があ る 。

なお、 本来重症度に応 じて補償水準に差を設け るべきであ る が 、 身障等級別の脳性麻痺発生

率のデータ に乏 しい こ と か ら 当 面は全員一律の額を平均的に給付する こ と もやむを得ない。

具体的な補償金額は、 上述の よ う な こ と を念頭において商品の収支についての専門的検討の

う えに立っ て設定 されなければな ら ないが 、 おおよ その グラ ン ドデザイ ンは以下の と お り と 考

える 。

看護 ･ 介護を行 う ための基盤整備のための準備一時金 と して数百万円 を、 対象認定時に支給

する 。

分割金については 、 総額 2 千万円程度を 目 処 と し、 これを 2 0 年分割に して原則 と して 、 生

存 ･ 死亡 を問わず、 定期的に支給する 。 (対象認定時に経過年分を支給する 。 )

長年月 にわた る給付を維持 して行 く ためには、 制度運営のためのシステ ム開発 ･維持管理費、

人件費 、 事務所 ･機器借料、 契約管理費、 支払事務費な どの事務処理経費に 、 大部分の分娩機

関が本制度に加入 した場合において も 、 ま たその節減合理化に努めた う えで も相 当程度見込ま

れる 。 (固定経費があ る ため分娩機関の加入率が低 く な る と 、 経費比率が上昇する 。 )
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こ う した制度を賄 う 保険料については、 対象 と な る児の数、 補償額、 分娩機関の本制度への

加入率な どについて精査 して給付費を算出 し、 これに所要の事務処理経費を加えて総所要金額

を算定 し 、 こ の金額を賄 う " こ足 る 一件当 た り の保険料額が設定 される。

現状では、 こ の収支見込みを行 う に当 たっ て必要なデータ が決定的に不足 してい る状況にあ

り 、 収支の算定には思わぬ リ ス ク も介在 してい る 。

したが っ て 、 本制度の持続的 、 安定的な運営を図っ てい く ためには、 当 面は 、 若干余裕を も

っ た保険料額を設定する こ と もやむを得ないが 、 医療保険料を原資 と する こ と が想定されてい

る制度であって、 過大な負担を求め るべき でない。

なお、 補償対象外 と な る児や家族 と の格差を是正 し不公平感を和 ら げる意味や、 今後の制度

見直 しの際に補償対象の範囲を広げる場合を も想定 して 、 補償額は も う 少 し少な く て も いいの

ではないか と の意見があっ た。
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~ 料 1 1

保護者 ･ 分娩機関向けア ンケー ト の集計結果

(補償水準に係る設問の集計)

1 . 概要

○ 補償対象 と な っ た児の保護者お よび児が出生 した分娩機関か ら本制度に対する意見等

を収集する こ と に よ り 、 本制度の評価お よび制度運営の課題について検証 し、 今後の制

度見直 しお よび制度運営に資する こ と を 目 的に 、 平成 24 年 6 月 末までに補償対象 と認定

された 327 事例の児の保護者、 お よ び児が出生 した分娩機関を対象 と して ア ンケー ト を 、

平成 24 年 10 月 に実施 した。

○ ア ンケー ト の集計結果については、 第 1 7 回運営委員会 (平成 2 5 年 2 月 開催) におい

てお示 し 、 制度の見直 しに向 けた各検討課題の議論において活用する こ と と していた。

･ 回答率 保護者 69 .0% (225/326) 、 分娩機関 66 . 3% ( 195/294)

(送付先に補償対象 と 認定 さ れた事例が複数ある場合は、 当該の保護者お よび分娩機関に 1 通のみ送付

した。 )

2 . 集計方法

○ 保護者お よび分娩機関へのアンケー ト について 、 補償水準に関する設問は、 保護者ア

ンケー ト の間 7 の ( 1 ) か ら く 3 ) 、 お よび分娩機関ア ンケー ト の問 3 であ る 。 以下に回

答を集計する と と も に 、 回答数の多かっ た選択肢について 、 (選んだ理由 ) を事務局にて

大ま かに分類 し、 数の多かっ た内容(上位 3 つの意見) を以下に記載する 。

3 . 回答状況

( 1 ) 【保護者向 け 】 準備一時金 (600 万円 ) に関する設問

質問内容 選択肢 l 回答数 割合

準備三時金は 、ゞ介護のために住宅や車両を ＼
改造したり ゞ福祉機器等の介護のための用 ~
品を購入するなどゞお子様の看護 ･介護を“誓

うにあたっての基盤整備のための資金として
600万円をお支払することとしてし、ます6 -
実際にかかる費用や労力と比較して ゞ この準
備一時金600万円の水準についてどのように
思いますか。 該当する番号ひとつに0をつけ
てくださいoまた、 その理由もご記入ください◇

1 . 多い l 3
2 . どちらかというと多い l 9

( 1 %)
9 (4%)

3 . どち らともいえない 1 52 (68%)

( 1 1 %)4 . どち らかというと少ない

5 . 少ない
(回答なし)

①選択肢 ｢ 3 . どち ら と も いえない｣ を選んだ理由

･ 児が小 さ く 、 今後 、 どの程度必要か分か ら ない。 (58 件)

･ 児の状況 (重症度、 生活環境、 居住地等) に よ っ て異な る ため 、 分か ら ない。 (25 件)

･ 妥当 であ る 。 ( 1 3 件)



※ ｢選んだ理由 ｣ の記載が空欄の場合も あっ た。 (以下同様)

②選択肢 ｢ 4 . ど ち ら か と い う と 少ない 、 5 . 少 ない ｣ を選んだ理由

･ 住宅や福祉車両、 医療 ･ 介護機器等の負担が大き い。 (37 件)

･ 就労ができ な く な る な ど 、 収入が減少 した。 ( 1 1 件)

･ 児の看護 ･ 介護にかかる負担が大き い。 (2 件)

( 2 ) 【保護者向 け】 補償分割金 ( 1 20 万円 ) に関す る設問

質問内容 選択肢 回答数 割合
･ l ( 1 %)-- - - 一 - - - - - - l 2

讓覆滅廉蝋熟議鱗翻さ; :嚢: ;蝋;
‐芳潤潔藁墾寝棗鱗終業字一箱妾葺き回答寮識字三三三三雲三宝三遥協≧
する番号ひとつに○をつけてください づ また義 (選んだ理由 :
その理由もご記入ください。 ご 三 一 - - . - - - - ; )

. ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ ･ ･ . ･ ● ‐ ･ ･ ･ - 、 . ･ ･ . ･ ･ . ･ - ‐ ･ ･ . ･ ･ . ･ -

i 7 ! (3%)
3 . どちらともいえない 1 24 (55%)

4 . どち らかというと少ない

5 . 少ない

39
. ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ ･ ･ ･

47
, . ･ ● ‐ ･ ･ . ･ ● ‐ ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･

6

( 1 7%)
- ‐ ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ ･

(2 1 %)
. ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･

(3%)( 回答なし)

(選んだ理由 :
)

①選択肢 ｢ 3 . ど ち ら と も いえない｣ を選んだ理由

･ 児が小 さ く 、 今後 、 どの程度必要か分か ら ない。 (54 件)

･ 妥当であ る 。 ( 14 件)

･ 継続 した就労について不安があ り 、 今後、 どの程度必要か分か ら ない。 (9 件)

②選択肢 ｢ 4 . ど ち ら か と い う と 少ない 、 5 . 少ない｣ を選んだ理由

･ 就労ができ な く な る な ど 、 収入が減少 した。 (28 件)

･ 児の看護 ･ 介護にかかる負担が大きい。 ( 19 件)

･ 児が小 さ く 、 今後、 どの程度必要か分か ら ない。 (18 件)

( 3 ) 【保護者向 け】 補償金の水準や補償金の支払方法に関する設問

菱.控野雫隊瓣甥碁舅藷鞘饗騷蝋講義藷濁り支鬘梵甕! ( ご意見 : )
らご記入ください“ニ ー - - 一言 一 二 - - - -

( 回答件数)
1 47

ネ甫償水準を引 き 上げてほ しい。 ( 16 件)

･ 児の 20 歳以降について も 、 補償 してほ しい。 ( 15 件)

･ 専用診断書を提出する こ と に負担があ る 。 ( 13 件)
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( 4 ) 【分娩機関向 け】 補償水準に関する設問 (3 , 000 万 円 )

質問内容 選択肢 ! 回答数 割合

本制度では 、 過失の有無にかかわらず、児
の看護!介護に必要な経済的な負担も踏ま
えて÷律3,000万円を支払う仕組みとなって -
います。 一 - -
この補償金3;000万円の水準についてどのよ
うに思いますかb 該当する番号ひとつに0を
つけてください。 また、 その理由もご回答くだ
さい□ - -

1 . 多い l 3 (2%)
2 . どちらかというと多い l o (0%)

3 . どちらともいえない l 88 (45%)
4 ‐ どち らかというと少ない 48 (25%)

5 . 少ない 53 (27%)

( 回答なし) 1 04 (53%)

(選んだ理由 :

)

①選択肢 ｢ 3 . ど ち ら と も い えない｣ を選んだ理由

･ 妥当 であ る 。 ( 2 1 件)

･ 児の状況 (重症度、 生活環境、 居住地等) に よ っ て異な る ため 、 分か ら ない。 (8 件)

･ 補償申請の状況等に応 じて判断する必要があ り 、 一概には言えない。 (6 件)

②選択肢 ｢ 4 . ど ち ら か と い う と 少ない、 5 . 少ない｣ を選んだ理由

･ 訴訟を抑止する ためであれば少ない。 (33 件)

･ 児の看護 ･ 介護のため に必要な経済的な負担を考慮する と 少ない。 ( 18 件)

･ 剰余金があ り 、 補償額の引 き上げが可能 と 思 う ので。 (8 件)

以 上
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資料 1 3

脳性麻痺児 (者) の看護 ･ 介護に関する調査結果 (概要)

株式会社 三菱総合研究所

1 . 背景 と 目 的

産科医療補償制度におけ る補償水準の適正化に際 して は 、 脳性麻痺児の育成にかかる家庭

での さ ま ざまな負担の実態を把握 した上で検討を行 う こ と が望ま し い 。 特に 、 脳性麻痺児の

養育において担 う 看護 ･ 介護面での負担の構造や水準を把握する こ と が求め られている 。

そ こ で本調査では 、 重度脳性麻痺児 (者) を支え る家族の生活像のモデル化を行 う こ と に

よ り 、 重度脳性麻痺児 (者) を支 え る家族がほぼ共通 して担 っ て いる看護 ･ 介護負担の構造

や水準を明 ら かに し て 、 今後の制度見直 しの基礎資料に資する こ と を 目 的 と し た 。 こ の際、

設定 した生活像のモデルを基に障害福祉系サー ビス を利用 した場合の費用負担およ び･ 児の

成長に合わせた生活環境の整備 ( 引越 し 、 住宅改修、 車両購入、 医療機器 福祉用具購入等)

に伴 う 支出の家計負担の推計も合わせて行 う こ と に よ り 、 負担状況をモデル的に示す こ と と

し た 。

2 . 方法

2. 1 重度脳性麻痺児(者)の成育に関するア ンケー ト調査

全国の障害児通所支援施設 ( 旧重症心身障害児(者)通園事業 A 型 ･ B 型 296 施設 (平成 23

年 3 月 現在 ) ) 等を利用 し て し 、 る重度脳性麻痺児(者)の保護者や施設担当者に対 し てア ンケー

ト調査を実施 した 。

調査期間は平成 25 年 3 月 8 日 (金 ) ~ 3 月 3 1 日 ( 日 ) で あ り 、 保護者か らの回収率は 32. 8%

(有効発送数 1, 644 件 、 有効回収数 539 件) で あ っ た 。 さ ら にア ンケー ト調査の回答者の う

ち 、 一部の重度脳性麻痺児(者)の保護者を対象 と し て 、 重度脳性麻痺児(者)の成育に関する具

体的な負担実態に関する ヒ ア リ ングを実施 した 。

2 . 2 重度脳性麻痺児 (者) を支え る家族の生活像のモデル化

重度脳性麻痺児 (者) を支え る家庭がほぼ共通 して担 っ てい る介護負担の状況を明確化す

る こ と を 目 的 と し て 、 重度脳性麻痺児 (者) を支え る家族の生活像のモデル化を行 っ た 。

生活像の設定に際 しては 、 ア ンケー ト調査や ヒ ア リ ン グ調査結果、 平成 23 年度に実施され

た社会福祉法人全国重症心身障害児 (者) を守 る会の調査結果 1等を参考に し た 。

な お 、 重度脳性麻痺児 (者) の在宅介護は 、 児 (者) を取 り 巻 く 諸条件に強 く 影響 される

多様なものであ る こ と を踏まえ 、 家族 ･ 親族等の近親者のみに よ り 介護 ･ 養育が行われて い

る生活像 と 、 家族介護に加えて外部サー ビス を一部利用 し ている生活像の両方を設定 した 。

こ れに よ り 、 重度脳性麻痺児 (者) を在宅で介護する家庭の大部分は 、 家族 ･ 親族等の近親

1 社会福祉法人全国重症心身障害児 (者) を守る会が実施 した厚生労働省平成 23 年度障害者総合福祉

推進事業 ｢重症心身障害児者の地域生活の実態に関する調査について｣ (在宅重症心身障害児者ア ンケ

ー ト調査) (平成 24 年 3 月 )



者のみに よ る介護 ･ 養育が行われて いる と の仮定をおいた推計 (以下 、 家族介護モデル) と 、

家族介護に加えて外部サー ビス を一部利用 し て いる と 仮定 した場合の推計 (以下 、 外部サー

ビス利用モデル) と の間に位置づけ られる もの と考え られる (下図 ) 。

家族介護モデル 外部サービス利用モデル
(通園 ･ 通学のみ外部利用 ) (訪問看護 、 短期入所、 日 中一時預

かりサービスを積極的に利用 )

　　　　　　
　

よ
る
養
育

外部サービス i用量

サ ービ スを多辯

: .ている 一部の児

一瓣
“-“‘
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児を取り巻くさまざまな環境
に応じて各世帯が総合的に判断

′ ‐ - ,て ･ ‐ ‐ ･ ‐ - ち･

在宅に おける重度脳性麻痺児 (者) の養育の考え方 と

今回設定 した生活像 (モデル) のイ メ ージ

2. 3 重度脳性麻痺児 (者) の養育負担の推計

2.2 にお いて提示された生活モデルに沿って 、 障害福祉系サー ビス等の外部サー ビス を利用

し た場合の支出 について 、 家族介護モデル と 外部サー ビス利用モデルの 2 つに分けて推計を

実施 した 。

重度脳性麻痺児 (者) の養育に必要 と される 月 額定常的経費 (水道光熱費 ･ 電気代等の掛

増 し 、 おむつ等の衛生材料費等の定常的に発生する経費 ) につ いては 、 ア ンケー ト調査の結

果か ら児のラ イ フ ステージ別 に集計 し 、 年額換算、 ラ イ フ ス テー ジ期間換算を行い 、 実費経

費分の経済的負担を推計 した 。 ま た 、 家族介護部分については 、 近親者によ る介護 ･ 介助の

心身の負担を可視化すべ く 、 貨幣価値 ( 日額 8, 000 円 2) への変換を試みた 。 外部サー ビス利

用モデルにつ いては 、 生活像の設定で参考と し た調査結果等を基に 、 主要な外部サー ビスの

時間 ･ 回数あた り 単価を利用時間 ･ 利用回数に乗 じ て外部サー ビス にかかる費用 を算出 した 。

さ ら に 、 耐久財購入に伴 う 家計負担について検討 し 、 20 歳まで に支出 される金額を 、 基本パ

ターン 、 都市 、 郡部の 3 つのパタ ーン別に推計 した 。

2 公益財団法人 日 弁連交通事故相談セ ンタ ー東京支部 ｢民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻

(基準編) ｣ 20 13 年版
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月 額定常的経費

(水道光熱費 ･電

気代等の掛増 し 、

おむつ等の衛生

材料費等

近親者によ る

介護 ･ 介助

(貨幣換算)

外部サー ビスに

かかる費用

耐久財

(基本 、 都市 、 郡

部の 3 パタ ーン )

家族介護モデル

〇 〇

X

〇
外 部 サ ー ビ ス 利

用モデル
〇

3 . 結果

3 . 1 重度脳性麻痺児 (者) を支 え る家族の生活モデル

重度脳性麻痺児 (者) の生活像について 、 ラ イ フサイ ク ルに変化が現れる乳幼児期 (o~6

歳) 、 学齢期 ( 7~ 18 歳 : 通学期 ) 、 学齢期 ( 7~ 18 歳 : 長期休暇期) 、 青年期 ( 19~ 20 歳)

の 4 つの時期に分け 、 更に 、 家族介護のみに よ る生活像と外部サー ビス を一部利用 し て いる

生活像を設定 し 、 生活モデルの構築を行っ た 。 なお 、 対象者や世帯条件の設定について は 、

報告書 p5 ‐6 を 、 ラ イ フサイ ク ル別の生活モデルにつ いては 、 報告書 p7‐ 1 5 を参照 さ れた い。

3 . 2 重度脳性麻痺児 (者) の養育負担の推計

3 . 1 で設定 した ラ イ フサイ ク ル別に 、 家族介護モデル 、 外部サー ビスモデル別に家計負担を

推計 した 。 こ の結果を表 1 に示す。

表 1 家計負担 (実費経費分) 推計

幼児期 (0‐6歳 )

二登美明-間÷÷÷

7年間

. - -家族看護モデノ転.

2 1 , 844, 900

競巨ニピズ利用モデル

2 5, 59 1 , 300

学齢期 (通学) ( 7‐ t 8歳 ) 1 2年 間 2 7 , 927 , 1 38 3 2, 743, 938

学齢期 (長期休暇) ( 7‐ 1 8 歳 ) 1 2年 間 9 , 533 , 046 9 , 533 , 046

青年期 ( 1 9‐20 歳 ) 2年間 6 , 349 , 065 7 ,4 1 9 , 46 5

20歳までの合計 6 5 , 654 , 1 49 7 5 , 287 , 749

単位 : 円

耐久財購入に伴 う 家計負担については 、 20 歳までに支出 される金額を 、 基本パタ ー ン 、 都

市、 郡部の 3 つのパタ ーン別に推計 した 。 こ の結果を表 2 か ら表 4 に示す。
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表 2 耐久財等購入 (基本パタ ーン ) 推計

引越し 200 ,000 1 回 = 200 ,000
住宅改修 5,000,000 1 回 = 5 ,000,000
車両購入 600,000 2 回 = 1 , 200,000
医療機器 ･福祉用具 60,000 5 回 = 300,000
合計 (20歳まで) 6 , 700,000

単位 : 円

表 3 耐久財等購入 (都市生活パタ ーン) 推計

引越し 200,000 2 回 = 400 ,000
住宅改修 5,000,000 1 回 = 5,000 ,000
車両購入 600,000 1 回 = 600,000
医療機器 ･福祉用具 60,000 5 回 = 300,000
合計 (20歳まで) 6 ,300,000

単位 : 円

表 4 耐久財等購入 (郡部生活パタ ーン) 推計

引越し 200,000 0 回 = 0
住宅改修 5,000 ,000 1 回 = 5 ,000,000
車両購入 600 ,000 3 回 = 1 ,800,000
医療機器福祉用具 60 ,000 5 回 = 300 ,000
合計 (20歳まで) 7 , 1 00 ,000

単位 : 円

4 . 考察

○ア ンケー ト調査結果か ら見えた重度脳性麻痺児 (者) を支え る家族の生活について

･ 回答が得 られた家族の多 く は起床か ら就寝まで 、 障害福祉系サー ビスやその他の個別サ

ー ビス (外部サービス ) を組み合わせなが ら介助 、 医療的ケア 、 見守 り を行 う と と も に 、

就寝後 も必要に応 じて医療的ケア を行な っ て いた 。 乳幼児期 、 学童期 、 青年期それぞれ

の生活 リ ズムに伴っ て介護内容やパタ ーンは変化する も のの 、 どの ラ イ フ ステージにお

いて も介護は常に家族介護が中心であ った 。

･ 家族介護中心の生活像 と な っ た理由 と し て 、 ①サー ビス資源の制約、 ②家族の プラ イ バ

シー確保、 ③サー ビスの使い勝手、 ④強い責任感 と い っ た要因が複合的に影響 し て い る

も の と 考え られる 。 ま た 、 上記①か ら④に加えて 、 重度脳性麻痺児 (者) を養育する家

庭においては 、 将来の不確実性に対する不安感等か ら生まれる節約 ･ 倹約意識が、 外部

サー ビス を積極的に利用 しない こ と の遠因にな っ た可能性も考え られる 。

･ 外部サー ビス を適切に利用する こ と は 、 重度脳性麻痺児 (者) 自 身の社会的刺激 と な る
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だけでな く 、 介護負担の軽減 と と も に家族や兄弟のための時間確保にも つなが り 、 さ ら

には介助者自身の精神的なゆ と り の創出に も つながる と 考え られる 。 負担軽減のために 、

必要なサー ビスが必要な時に利用でき る環境を整備 し て い く こ と も必要であ ろ う 。

こ の こ と か ら 、 重度脳性麻痺児 (者 ) を支え る家族 ･ 親族等の近親者のみに よ る介護 ･

養育が行われて い る ｢家族介護モデル｣ と 、 家族介護に加えて外部サー ビス を一部利用

し ている ｢外部サー ビス利用モデル｣ の 2 つの生活像をモデル化 し て推計を行 う こ と と

し た 。

0重度脳性麻痺児 (者) を支 え る家族の生活像のモデル化 と い う ア プローチについて

･ 重度脳性麻痺児 (者) の親 と な っ た際には 、 社会の流れ と は別に 、 各家庭の置かれた

経済的 ･ 社会的 ･ 人的資源環境及び価値規範上の重点の置き方な どの多様な要素か ら 、

各家庭のラ イ フ ス タ イ ルや養育の考え方につ いて判断がな される 。 そのため 、 あ る特

定の家庭モデルを措定 して検討を進め る こ と は、 合理的 と はいえない 。

･ 一方で 、 本調査における重度脳性麻痺児の養育に関 し て 、 家庭が負 う 、 経済 ･ 社会的

コ ス ト を試算する に当た っ ては 、 一定のモデル家庭の構築が必要 と な る 。 そ こ で本調

査では 、 調査結果では世帯類型 と し て 多 く を 占 め る単身隊得世帯をモデル と し た 。 コ

ス ト算出 においては 、 ア ンケー ト調査結果か ら の距離が少な く 、 かつ 、 平均的な収入

の家庭における家計負担を考慮 して試算 した 。

○今回実施 した家計負担推計の位置づけ

･ 今回推計 した重度脳性麻痺児 (者) の養育に関する家計負担は、 現時点でのサー ビス

単価、 制度上の支援 (障害者総合支援法にお け る 自 己負担上限額の設定な ど ) を前提

と して し 、 る ため 、 今後の社会経済状況の変化の影響を織 り 込んだも のではない 。

･ 重度脳性麻痺児 (者) を養育する家族においては 、 将来の不確実性に対する不安感が

日 常的に意識されて い る もの と考え られ 、 通常の子育て世帯 と 比較 し て 、 月 次の家計

負担が多 く な る と 同時に 、 将来の不確実性に対する不安感等か ら 、 貯蓄性向 (積極的

な貯蓄意図は無 く と も 、 月 次の支出 を抑制 し よ う と す る態度 ) も 強 く な る こ と が予想

される 。 支出の必要性と貯蓄性向の強 さ の相互作用について は更なる検討が必要と考

え られ るが 、 貯蓄性向の強 さが 、 現実の家計にお け るサー ビス購入を抑制する要因 と

な っ て いる可能性は否定できない 。

･ こ のため 、 推計の基礎 と し て用 いて いる 、 各種調査結果等において把握 された支出額

が、 専門的見地等か ら本来必要と考え られる支出額よ り も ｢下ぶれ｣ し て いる可能性

があ る 。 こ の結果 、 推計額全体が 、 本来必要 と され るサービス量を購 う ために必要な

金額を下回 っ て いる可能性がある点に留意が必要であ る 。

以 上
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4 紛争類型別｣の検討 軸

* 賠償責任審査会の判定結果は, 都道府県医師会に伝え られ, これに基づいて患者側 との交渉が行われる こ
･ 封こなる。 また, 損害保険会社は, 貝割障費責任審査会の判定に従って解決を図っている。

(5) 無過失補償制度の現状

医事ヒア リ ング, 保険制度に関する基礎調査では, 以下の よ う な事実関係等が示された。
0 産科医療補償制度

* 分娩時の医療事故については裁判で争われる傾向 iこある こ と が産科医不足の原因の‐一つ と指摘されてい
たため, 産科医等のモチベーシ ョ ンの維持, 患者側の救済, 医事紛争の早期解決, 脳性麻痺発症の原因の分
析を通じた産科医療の質の向上を 目 的と して, 平成21年 1 月 から , 評価機構において, 産科医療補償制度の
運営が開始された5。

* 産科医療補償制度は, 民間の保険制度を活用 した制度枠組みと なってお り , 評価機構が, 民間の損害保険
会社者保険契約を締結し, 保険契約者と して保険料を支払 うが, こ の制度に加入している各分娩機関が 主分
娩当た り 3 万円の掛金を評価機構に支払 う こ と になる。 この 3 万円の負担については, 妊産婦に転嫁されな
いよ う , 制度導入に当たって健康保険等か弱支給される出産育児一時金の金額が掛金と同額の 3 万円上乗せ
されたため , 実質的には妊産婦の負担増なしに, 制度洲遅用されている。

* 産科医療補償制度では, 制度加入 している分娩機関で出生した子が, 通常の女勃娠 ･ 分娩にもかかわ らず脳
性麻痺と なった場合において, 所定の要件 ( ｢出生体重2000グラ ム以上かつ妊娠33週以上｣ 又は 斑E嬢28週
以上で所定の要件に該当 した場合｣ で, この制度に加入している医療機関等で生まれた子に身体障害者等級
1級又は 2級相当の重度脳性麻痺が発症した場合) を満たしたと きに, 子及びその家族への補償が行われる。

* 産科医療補償制度では, 同種事案の再発防止を 目的と して, 医師及び法律家等から構成される第三者委員
会である原因分析委員会により脳性麻痺発症の原因分析が行われている。原因分析は殴翳テ為についての過
失の有無を明 らかにする こ と を 目 的 とする ものではないが, 同委員会が作成する原因分析報告書では, 医療
行為の過失の有無が事実上明 らかになる こ と もある。 また, 同委員会において分娩機関に重大な過失のある
おそれがある と判断された場合には, 別途, 調整委員会をこ語る こ と にもな る6。 ･
そ して, 近時は 損害賠償の請求に先立って産科医療補償制度の申請を行う事案が増加してお り , 損害保

‐ 険会社が患者側に示談金を提示する際も , 有責 ･ 無責の判定については, 原因分析報告書を参考にした対応
になっているのではないかと考え られる。

* 産科医療補償制度の審査f羽数及び審査結果の累計は, 【表 8 1 の と お り であ り , 審査件数は, 平成21年1
月 の制度開始か ら平成25年4 月末時点までの累計で528件, う ち補償対象 と なったものが477件となっている。
他方, 医事関係訴訟全体額蜜婦人科に関する事件の既済件数は, 【図 9 1 の と お り であ り , 薦婦人科に関す
る既済件数は平成21年から平成23年までは年間80件程度で推移していたが, 平成24年は59件に減少している
g也方, 医事関係訴訟注ご体の既済件数は増加に転じている。 ) □
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5 産科医療補償制度には, 平成25年4 月末日現在, 33第の分娩機関の う ち 33 26の機関が加入 (加入率99 .8%) し ている (評
価機構から の情報提供に基づ く 。 ) 。
ただ し, 実際こ調整委員会に諮られた事例まな しく評価機構からの情報提供に基づ く 。 ) 。
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切 社会的要因の検証

【表8 1 産科医療補償制度開始以降の審査件数及び審査結果の累計 (平成25年4月末現在)
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※ 評価機構からの情報提供による。

【図 9 1 医事関係訴訟の既済件数の推移
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0 医薬品副作用被害救済制度

* 医薬品副作用被害救済制度は,薬害事案が社会問題化する 中で ･(昭和49年10月 にサ リ ドマイ 精訴訟の和解,
昭和54年 9 月 にスモ潟簾訟の和解が成立) , 昭和55年 5 月 に運用が開始された制度であ り , 薬害の被害者に
医療費等を給付し, 過失の有無と るま関係な く , 一定の重い健康被害が生じた被害者の迅速な救済を図る こ と
を 目 的 と している。

なお, 重い副作用であっても 本来の治療のため健康被害の危険を受忍した と考え られる被害は斑蟻妙ト と
されてお り , 除汎医薬品 と して抗が舟剤や免疫抑制剤等が指定されている。

* 具体的な手続の流れは, 運営機関である独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) が薬害被害者
か ら請求を受ける と 厚生労働大臣に判定の申出を し, 厚生労働大臣の諮問を受けた薬事 ･ 食品衛生審議会
において医学的薬学的見地から調査 ･審議が行われ, 同審議会の答申を受けた厚生労働大臣から PMDAに

通知 される判定結果に基づき PMDAが薬害被害者に対する医療費等の支給を行 う と い う ものである 。
* 医薬品副作用被害救済制度は, 製薬企業の社会的責任に基づく仕組みであ り , 全製薬企業からの拠出金が
財源と なってお り , 具体的な徴収額は, 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき , 企業の出荷額等
を基準に算定されている。 また, 事務費については, 国 (厚生労働省) が補助金を拠出している。

* 医事ヒ ア リ ングにおいては, 給付の要件である因果関係及び通南同吏:用の認定が厳格化されてきたこ と , 原
因分析や再発防止策の策定が行われないと いった問題点の指摘も された (患者側弁護士による指摘) が, 申
請件数は増加傾向にあ り , 近時は年間1000件程度の申請を処理してい る (【図10 1 参照) 。
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M 社会的要因の検証

医療ADRの受理件数については, いまだ多い と までいえる状況ではな く , 医療AD Rが医事関係訴訟の
動向に与える影響についても , 統計上明確になっている と はいい難いが, 医事関係訴訟の新受件数と比較し
ても一定の存在感を持つ程度の事件数にまでは至ってお り , 今後の進展や訴訟に与える影響等が注視される
べき も の と考え られる。

0 無過失補償制度 (医薬品副作用被害救済制度 産科医療補償制度) の状況
* 産科医療補償制度は, 対象が産科に限られる と はいえ, 公約な第三者機関が事故の原因分析等を行 う祉組
みが設け られた点, 医療 (特に産科医療) に リ スク が伴 う こ と を前提にこの リ ス ク を社会的に負担する とい
う ネ観点か ら無過失補償制度が導入された点で重要な意義がある といえ, 無過失補償制度について, 産科以外
の分野への展開の可能性も注目 される。

* 産科医療補償制度は, 旛行後相当数の事件を処理してお り , 医事関係訴訟の-割咽裁こも一定の影擁芋を及ぼ
している もの と考え られる。 また, 原因分析の過程において過失の有無についても事実上明 ら かになる こ と
も あ り 得る こ とから , それらが医事関係訴訟に与える影響が注目 される。 ･

* 医薬品副作用被害救済制度については, 医事ヒ ア リ ングにおいて, 近時, 要件の厳格な運用等によ り被害
者救済が十分ではない等の問題点が指摘も きれてはいたが, 申請件数は増加傾向にあ り , 相当程度の機能を
発揮している も の と評価でき よ う 。

0 医師貝酬賞責任保険が医事紛争の解決において果た している役割
* 医師疑瀦費責任保険は 医師の間で広く 浸透している と のこ と であ り , 賠償金の支払原資の確保や支払基準
の明確化な どの観点からみて, これが医事紛争の解決に大きな役割を果た している こ と は疑いがない と思わ
れる。 もっ と も 医師賠償責任保険は, 圏療AD R と異な り , 患者側からの申立てを認めていないこ と ま
た, 仮に医療AD Rで有責の判断が示されても , 医師貝醐賞責任保険の枠組みで無責と判断される と保険金が
支払われない仕組みと なってお り , この点で医療AD R と の連携が不十分である こ と な どの問題点を指摘す
る意見も見られる と ころである。

0 紛争予防や裁判外でα紛争解決の仕組みの整備に係る経緯 ,

* 以上の よ うな紛争予防や紛争解決の仕組みが整備されるに至る背景事情と しては, 医事紛争の分野におけ
る専門弁護士層の発生, 拡大があ り , 多数の訴訟事件が裁判所に持ち込まれるに至 り , これが法的紛争の重
要な類型と して認識される状況があったこ と を指摘でき よ う 。 そのよ う な中で, 社会の耳目 を集める医療事
故が相次いで発生し, 世論が喚起されたこ と が契機と なって, 紛争の予防や解決のために制度の整備が重要
である とい う認識が社会内に広ま り , これが医療界や行政を動か した結果, 新たな仕組みが誕生し, 機能し
始めるに至らた とい う流れを指摘でき る よ う に思われる。

(2) 諸外国の状況

* フ ラ ンス ･ ドイ ツのいずれにおいても 医事関係訴訟の増加や賠償額の高騰に伴い, 医事関係訴訟窯保険が
機能不全に陥る といった, いわば医事紛争をめ ぐる危機的事態が生じていたこ と を受け, 新たな紛浄解決制度
が設けられ, 医事紛争の解決に当た り 大きな役割を果たすよ う もこなった経獨棒を指摘する こ と ができ , このよ う
な制度整備に係る経緯は, 我が国における近時の制度の整備の経緯と もや斌倒以 した面がある。
そ して, フ ラ ンスでは, 医療行為について過失の有無の裁定を行 う こ と を前捌こ, 無過失補償の可育割生も認

めた行政型ADRの仕組みが整備され, ドイ ツでは, 医師会が運営主体 と なって, 医師に よ る鑑定を前提とす
る民間型 (業界型) AD Rが機能してお り , いずれも我が国の医療ADR よ り 多数の事件が処理されている。
これ らの国々 のAD Rは, 我が国の医療ADR と ほう運営主体や処理の在り 方が異なっているが, 我が国よ り も

多数の事件を処理している背景と しては, 我が国における医事関係訴訟のボ リ ュームがフラ ンス ･ ドイツ と比
して相当小さい こ と も影響しているのではないかと 思われ, 今後の医事紛争の発生状況いかんによっ ては, 社
会の関心が更に高ま り , 我が国の制度が更に進展していく 可能性もな く はないであ ろ う 。
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医療機関で生 じた不測の事態に対する保護者の反応

一場面想定法を用いて-

公益財団法人 日 本医療機能評価機構

産科医療補償制度運営部

東京大学大学院人文社会系研究科

社会心理学研究室 博士課程

白岩 祐子1

要旨 本研究は、 分娩に関連 して乳児に重度の陣がいが発生 した と い う 架空の事例を用いて、 保護者がた どる 心理的過程

を検討 した。 その際 、 保護者 と担当 医の信頼関係や、 医療機関に よ る事後の説明の方法、 および公的支援の有無や金額が、

保護者の民事訴訟意図に もた らす影響に着 目 した。 その結果、 保護者は全般的に訴訟を鷹暗する傾向があ る こ と 、 その 中

で、 ｢経緯や原因 を き ちん と 説明 して も ら いたい ｣ と い う 要望が満た されない と き 、 訴訟に踏み切る可能性のある こ と が

示 された。 ま た 、 ｢担当 医 と の信頼関係｣ ｢ 医療機関の説明｣ ｢公的支援｣ の 3 要因は、 訴訟意図に対 して間接的な効果を

も つ こ と が 、 共分散構造分析か ら 明 ら かにな っ た。

問題 と 目 的

本研究の主な 目 的は、 医療事故が起こ っ た際、 患者が担当 医や医療機関に対 し民事訴訟を行 う 要因 と 、

その心理的過程を明 らかにする こ と であ る 。

医療機関で不測の事態に直面 した と き 、 患者 (出産関連の医療事故を検討する本稿では以降 ｢保護者｣

と する ) は医師や医療機関に対 し、 訴訟を提起する こ と があ る 。 訴訟は保護者 と 医療者の対立関係が も

っ と も先鋭化 した状態であ る と い え、 原告 (保護者) ･ 被告 (医療者) の双方が負 う 心理的 ･ 経済的 ･ 時

間的負担は膨大な も の と な る 。 そのため 、 ｢保護者はなぜ訴訟に踏み切るのか｣ につき 、 その要因や心

理的過程を明 ら かに し 、 保護者の要望を医療実務や政策へ適切に反映 させてい く こ と は、 保護者 ･ 医療

者双方に と っ て不可欠であ る と いえる だろ う 。 こ の こ と は、 事故の予見 ･ 回避が困難な状況、 いわゆ る

無過失事案において と く に重要と な る 。

そ こ で本研究では 、 ｢仮死状態で生まれた乳児に重度の障がいが残っ た｣ と い う 原因の曖昧な架空事

例を用い、 保護者が どの よ う な心理的過程をた ど り 提訴を決定するのかについて検討した。 と く に 、 保

護者 と担当医の事前の信頼関係や、 医療機関に よ る事後の説明の方法、 お よび公的支援制度の有無や金

額を 、 シナ リ オの 中で系統的に変化 させる こ と をこ よ り 、 これ ら の要因が保護者の訴訟意図に及ぼす影響

を検証 した。

方法

協力者と手続き

1東京大学大学院人文社会系研究科社会心理学研究室の 白岩祐子 (博士課程)
計的分析を担当 し 、 唐沢かお り 教授が分析を監修 した。

が本研究のデータ 収集および続
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障がい児/者の保護者や家族を対象に 、 場面想定法2に も と づ く シナ リ オ実験3 を 、 調査票を用いて実

施 した4。 20 1 3 年 5 , 6 月 、 公益社団法人 日 本重症心身障害福祉協会のホームページに記載のあ る 、 全国

279 の陣がい児通園事業施設 ･ 療養介護事業所5に依頼状 と調査票を郵送 し、 保護者 . 家族6 に配布する

よ う 依頼 した。 調査票の発送件数は 5580 件で 、 有効発送件数は 5 1 96 件7 、 う ち 6 月 末時点の回収件数は

1 084 件であ る (回収率 20 . 86%)。 回答は無記名 と し、 依頼状 と 調査票の表紙には、 回答時間の 目 安、 デ

ータ は統計的に処理される こ と 、 回答は任意であ り 、 途中で回答をやめ る こ と も 可能である こ と を明記

した。

調査票の内容 (シナ リ オ と 設問)

シナ リ オ 登場人物の出産に至る状況 と 、 出産後の状況を記述 した。 こ の中で、 ｢担当 医 と の事前の信

頼関係 (低信頼/高信頼の 2 条件)｣ ｢医療機関に よ る事後の説明 の方法 (一方的/難解/丁寧の 3 条件) ｣

｢公的支援制度の有無や金額 (な し~ 1 億円 の 1 1 条件)｣ の 3 要因 につき 、 異な る情報を条件ご と に提示

した (表 1 )。 合計 66 種類のシナ リ オの う ち 、 回答者はいずれか 1 つのシナ リ オを提示 された。

表 1 シナ リ オの内容

条件別の情報場面

登場人物 毯 さん) と 担当産科医の信頼関係 (低信頼/高信頼 : 2 条件)1 妊娠期間中

2 出産 ･ 出産後 面談におけ る 医療機関の説明の方法 (一方的/難解/T寧 : 3 条件)

保護者に対する公的支援制度の有無 ･ その額 (な し/1 000 万 円~ 1 億円

1 1 条件)
3 出産か ら数か月 後

上記すべての条件に共通 して 、 A さ んが緊急の帝王切開手術を受けた こ と 、 仮死状態で生まれた乳児

に重い障がいが残っ た こ と 、 担当医や医療機関の処置に明 ら かな問題はない と 思われる が 、 経緯や原因

は不明である 旨が描写 された。 使用 したシナ リ オは巻末に示す8。

設問 検討 した要因 、 お よ び対応する設問は以下の通 り であ る (巻末の表 鍼こ も一覧を掲示 した)。

【公約支援制度に対する評価】 シナ リ オで提示 した公的支援制度の金額につき 、 ｢あ なたは、 新聞記事

2 場面想定法 と は、 回答者に架空のシナ リ オを示 し、 登場人物 (こ の場合は ｢A さ ん｣ ) にな っ たつ も り で読
んで も ら い 、 関連する設問に回答 して も ら う 方法であ る 。

3 シナ リ オ実験 と は、 提示する シナ リ オの一部の内容を変化 させて複数の条件を作 り 、 回答者の反応を条件

間で比較する方法であ る 。 条件ご と の反応の違いはシナ リ オの違いに帰属 される ため、 ｢シナ リ オの内容→反

応｣ と い う 因果関係を特定する こ と ができ る 。 場面想定法、 シナ リ オ実験は と も に 、 社会心理学の研究領域
で一般的に用 い られる 手法であ る 。

4 民事訴訟の経験者/非経験者に対する実態調査を行わなかっ たのは、 実態調査では、 ①担当 医 と の信頼関
係や訴訟意図な どの要因につ き 、 相関関係を把握する こ と はでき て も 、 因果関係を特定する こ と が難 しい 、

②統計的分析を行 う ために必要な数の訴訟経験者か ら協力 を得る こ と が難 しい、 と い う 理由 に も と づ く 。

5 同年 3 月 、 公益財団法人 日 本医療機能評価機構と 三菱総合研究所が実施 した別の調査に対 し、 ｢協力 しない｣

旨 の回答を行っ た 36 施設はは じめか ら対象外 と した。

6 本研究が検討する場面の深刻 さ に照 ら して 、 重度障がい児/者の保護者や家族に協力 を求める こ と と した。

これに よ り 、 ｢ リ ア リ テ ィ が薄い｣ と い う 場面想定法の問題をあ る程度解消する こ と ができ る と 考え られる 。

7 施設 . 事業所か ら不協力や配布残数の連絡 ･ 返送があっ た場合、 当該数を発送件数か ら差 し引 いて算出 し
た。

8 結果の一般化可能性を考慮 し、 あ る程度抽象化 したシナ リ オを用 いた。
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にあっ た“障がい児の親をサポー ト する 国の制度"の支給額について、 どの よ う "こ思いますか｣ を 5 件法

でたずねた ( 1= と て も少ない~3=ち ょ う ど よい~5= と て も多い)。

【民事訴訟意図 (可能性)】 ｢担当 の医師や病院に対 し 、 あなたは どの程度、 損害賠償の請求をする と 思

いますか｣ を 1 1 件法 (0=0%~ lo= 1 00%) で、 またその理由 を 自 由記述でたずねた。

【 ｢担当医や医療機関に原因 ･ 責任がある ｣ と い う 評価】 ｢赤ちゃんに重い瞳がいが残ったのは、 誰のせ

いだ と 思いますか｣ と い う リ ー ド文に続けて 、 ｢担当の医師や病院に何か し ら の原因が あ る ｣ ｢担当 の医

師や病院に責任がある ｣ の 2 間を 5 件法でたずねた (1=ま っ た く そ う 思わない~5= と て もそ う 思 う )。 相

関係数は. 86 で あった。

【 ｢医療機関の対応は信頼でき る ｣ と い う 評価】 ｢あなたは出産後の面談におけ る病院の対応について ど

う 思いますか｣ と い う リ ー ド文に続けて 、 ｢不誠実であ る (逆転)｣ ｢何かを隠 している気がする (逆転)｣

｢信用する こ と はでき ない (逆転)｣ ｢つつみ隠さず説明 してい る ｣ ｢信頼でき る ｣ ｢誠実であ る ｣ の 6 問

をたずねた (同上の 5 件法)。 α係数は.88 であった。

【 ｢担当 医や医療機関には誠意を示 してほ しい｣ と い う 要望】 ｢担当の医師 と 病院か ら 、 子 ども と 私たち

に謝っ て も ら いたい｣ ｢病院か ら金銭的な補償を して も らいたい｣ ｢担当の医師 と 病院か ら共感して も ら

いたい｣ の 3 問をたずねた (同上の 5 件法)。 α係数は.74 であ っ た。

【公約支援制度に関す るその他の評価】 ｢“陣がい児の親をサポー ト する 国の制度“の支給額はまだ決ま

っ てお らず、 これか ら決定する と仮定 して く だ さ い。 支給額がい く ら であれば、 あなたは損害賠償の請

求をせず、 こ の制度の 申請をする と 思いますか｣ を 12 件法でたずねた く1=1 000 万円~ 1 1=1 億円超、 1 2=

支給額がい く らであっ て も損害賠償の請求をする )。

【協力者の属性】 性別、 年齢、 就業状況、 婚姻状況、 瞳がいを もつ家族 と の関係、 民事訴訟を した経験

の有無をたずねた。

結果

協力者の属性

性別の内訳は 、 男性 65 名 (6 .00%) 、 女性 1008 名 (92 .99%) 、 欠損 1 1 名 (1 . 0 1%) であ っ た。 年齢の幅

は 2 1 歳か ら 90 歳ま で、 平均年齢は 52 . 12 歳 (標準偏差 1 1 . 39) であっ た。 就業状況については、 有給の

仕事を ｢ していない｣ と 回答 した人が 753 名 (69 .46%) 、 ｢ してい る ｣ と 回答 した人は 3 1 6 名 (29 . 1 5%) 、

欠損 1 5 ( 1 . 3 8%) であっ た。 婚姻状況については、 配偶者が ｢い る ｣ と 答えた人が 885 名 (8 1 . 64%) 、 ｢い
ない｣ と 回答 した人は l79 名 (1 6 . 5 1%) 、 欠損 20 名 ( 1 . 85%) であっ た。 障がいを もつ家族 と の関係につ

いては、 子 ども 941 名 (86 . 8 1%) 、 兄弟 32 名 (2.95%) 、 両親 1 2 名 (1 . 1 1%) 、 そ の他 33 名 (3 . 04%) 、 欠損

66 (6 . 09%) であっ た。 ま た 、 民事訴訟を した経験が ｢ ない｣ と 回答 した人は 10 10 名 (93 . 1 7%) 、 ｢ あ る ｣

と 回答 した人が 3 1 名 (2 . 86%) 、 欠損 43 名 (3 .97%) であ っ た。

各要因の平均と 相関係数 ･ “係数

各要因の平均 ･標準偏差と 要因間の相関係数を巻末 (表 3) に 、 設問 と 要因内の相関 ･ “ 係数を巻末 (表

4) に示す。

民事訴訟意図 (可能性) に対する 3 要因の効果

民事訴訟意図 (可能性) に対する 、 ｢担当医 と の事前の信頼関係 (低信頼/高信頼)｣ ｢事後におけ る 医



療機関の説明 (一方的/難解/T寧)｣ ｢障がい児の保護者に対する公的支援制度の有無やその額 (制度

な し/1000~2000 万円/3000~4000 万円/5000~6000 万円/7000~8000 万円/9000 万円~ 1 億円 )｣ 9の

効果を検討するため、 訴訟意図 ( 1 1 件法) を従属変数、 上記 3 要因 を独立変数 と する分散分析を行った。

そ の結果 、 ｢ 事後 にお け る 医療機関 の説明 ｣ と ｢公的支援制度 ｣ の 主効果が 有意傾向 で あ っ た

@〔2,93 8)=2.65 , が.07 5 円5, 93 8 )= 1 , 97, “=.08)。 Turkey の HSD 法 (1 0%水準) に よ る 多重比較を行った と こ

ろ 、 ｢事後における 医療機関の説明 ｣ では、 医療機関の説明が丁寧にな された と き (平均 3 . 1 0 , 標準偏差

2.50) 、 難解であ る と き (平均 3 . 5 1 , 標準偏差 2.65 ) よ り 訴訟意図 (可能性) が有意に低く なる傾向がみ ら

れた (図 1)。 ｢公的支援制度｣ の多重比較では、 条件間に有意差は確認 されなかっ た。

: 4 , … ･ ･ … … ･ ･ ･ ･ - - - - - ･ ･ … ‐ ‐ ‐ … - " … ‐ み
-
-

3 . 6 1

8 . 40

3 . 1 0

…方的 難解 丁寧

図 1 医療機関に よ る説明の方法 (一方的/難解/丁寧) に よ る訴訟意図 (0=0%~ l o=1 00%) への効果

作K. 1 0

な お ｢ 担 当 医 と の 事前 の 信頼 関係 ｣ の 主効果 、 一 次 ･ 二 次 の 交互作用 は 有意 で な か っ た

@ぷ(2~ 1 0,93 8)=0 .24｣ 1 . 27, ““。 また 、 民事訴訟意図 (可能性) は全般的に低い も のであった (平均 3 .34/

1 1 件法, 標準偏差 2 .56)。

結果の要点を改めて記載する と 、 医療機関が保護者に対 し丁寧な説明 を行っ た と き 、 難解な説明であ

る と き に比べ、 医師や医療機関に対する保護者の訴訟意図 (可能性) は低 く な る傾向が示 された。

訴訟をする/ しな い理由

保護者が訴訟を意図する/意図 しない理由 を検討するため 、 訴訟意図の回答理由 ( 自 由記述) を分類

し 、 表 2 にま と めた ( こ こ では 影=70 の結果を示すlo)。 なお 、 括弧内の値は回答者数である 。

｢訴訟 しない｣ 理由 と して も っ と も多かっ たのが 、 ｢精神的 ･ 時間的な余裕のな さ ("｣ であっ た。 次

いで、 ｢医療裁判に勝つのは難 しい ･ 事実関係の立証が難しい (7)｣ ｢ こ の担当 医や病院に明 らかな落ち

9 1 000 万円単位の場合、 “ が 1 0 未満の条件が生 じたため 、 2000 万円単位に変換 し 、 これを分析に投入 した。

1 0 ｢分類の種別はほぼ出尽 く した｣ と 判断 された時点の 刃 が 70 であ っ た。
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が挙げ られた。 さ ら に ｢裁判 には膨大な時間 と 費用がかかる (4)｣ ｢訴訟の仕方がわか ら度はない (5)｣ が挙 る こ 蕊 プ

表 2 訴訟を意図する/意図 しない理由 と 回答例

分類 (回答者数) l 回答例
訴訟を意図 しない理由

精神的 ･ 時間的な余裕のな さ

(9)

｢子 ど も が障害を持っ た事を受 け と め る事や、 自 分の気持ち を整理する事で頭がい っ

ぱいだ と 思 う し損害賠償請求の事も考え る よ ゆ う がない と 思 う か ら 。 ｣

医療裁判に勝つのは難しい ･

事実関係の立証が難 しい (7)

｢仮死状態で も 出産 した後、 後から 障害が発生 した場合、 事実関係を証明する のが困

難なため。 ｣ ｢勝て る と は思わない。 ｣

こ の 担 当 医や病院 に明 ら か

な落ち度はない (5)

｢明 ら かな病院 ･ 医師の落ち度があっ た と は思えない。 予測のでき た こ と であれば責

任があ る と 思 う が 、 こ の文面か ら はわか ら ない。 ｣

裁判 に は膨大な時間 と 費用

がかかる (4)

｢障害児が元気で生き てい る事が大切です。 長い時間かけて損害賠償の請求をする よ

り 国の制度の請求を した方がいい。 ｣

訴訟の仕方がわから ない (3) ｢や り 方が よ く 分か ら ないの と 、 精神的 ･ 肉体的につ ら い と 思 う か ら 。 ｣

産科 医 の減少 につ なが っ て

しま う (2)

｢お産に リ ス ク はつき も ので 、 五体満足に生まれて く る こ と は幸せ。 そ う でないこ と

をいちいち医者のせいに していた ら 、 信頼でき る 医者さ え も減っ て しま う と 思 う 。 ｣

子 ど も が よ く な る わ けでは

ない (2)

｢例 と 同 じ意見、 勝っ て も子供が健康になる わけではないか ら 、 かえ っ て 、 自 分や家

族が傷ついて苦 しむ と 思 う か ら 。 ｣

自 分も悪かった (2) ｢本人に も原因が あ る と 思 う 。 いつまでも病院に責任転嫁する のではな く 、 今後は子

ども のために行政 (福祉) の力 を借 り て一歩前に進むこ と が必要であ る 。 ｣

訴訟を意図する理由

経緯や原因 について本 当 の

こ と を知 り たい (2 1 )

｢知識に乏 しい人間に対 し 、 も っ と わか り やすい説明が必要 と感 じ る 。 そのために損

害賠償請求が必要であればする と い う 程度の意味で。 そ う い っ た こ と を起 こす前に病

院が何らかの説明 ･ 面談があれば しない と 思 う 。 ｣ ｢まずは原因 を分析してか らですが 、

病院が非協力的な ら賠償請求も考えます。 ｣

こ の 病 院 の 対 応 は 不 誠 実

( 1 0)

｢病院の対応が不誠実だか ら 。 ｣ ｢病院の対応が不誠実だか ら 。 医師以上に病院に対す

る責任問題。 ｣ ｢出産ま での経過処置な ど説明 してほ しい。 病院の対応が不親切だか ら 。 ｣

これか ら の生活のため (2) ｢病院の対応、 こ れか ら の生活を考えて。 ｣ ｢障害を持つ子を育てて行く 上で一般的な

子育て を している家族 と では, 少なか らず負担するお金は多い と 思います。 ｣

再発防止のた め ( 1 ) ｢原因 を知 り たい。 今後の対処に役立ててほ しい。 ｣

(2) ｣ ｢子 ど も が よ く な る わけではない (2) ｣ ｢ 自 分 も悪かない (3) ｣ ｢産科医の減少につなが って しま う (2) ｣ 子 y コ ぼ "

っ た (2)｣ が挙げ られた。 ｢訴訟する ｣ 理由 と して も っ と も多かっ たのは、 ｢経緯や
こ と を知 り たい (2 1 ) ｣ であ っ た。 こ こ では、 ｢病院側の対応次第では訴訟を考える ｣

回答が多 く み られた。 次に多 く 挙げられたのが 、 ｢ こ の病院の対応は不誠実 (l o) ｣ ｢

め (2)｣ ｢再発防止のため (1 ) ｣ であ っ た。

以上の記述か ら 、 医療機関から の説明 、 と り わけ誠実でわか り やすい説明 が 、 保

｢経緯や原因について本当 の

｣ と い う 条件付き の

｢ これか ら の生活のた

と り わけ誠実でわか り やすい説明 が 、 保護者に と って重要で
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あ る こ と が読み取れる 。

訴訟意図 (可能性) に至る心理的過程

保護者の訴訟意図 (可能性) を規定する要因 を明 らかにする ため、 シナ リ オにおけ る ｢担当医 と の事

前の信頼関係｣ ｢事後におけ る 医療機関の説明 ｣ ｢公的支援制度｣ を独立変数、 ｢担当 医や医療機関に原

因 ･ 責任が ある ｣ と い う 評価、 ｢医療機関の対応は信頼でき る ｣ と い う 評価、 ｢担当 医や医療機関には誠

意を示 してほ しい｣ と い う 要望、 ｢公的支援制度に対する評価｣ を媒介変数、 ｢民事訴訟意図 (可能性)｣

を従属変数 とする共分散構造分析を行っ た。 は じめにすべての変数間にパス をひき 、 有意でなかったパ

ス を除外 していっ た結果、 図 2 の通 り と なっ た。 こ のパスモデルの適合度 窃2(2 1 )= 1 9 . o 8 , "s . , CFI= 1 . ooo ,

NFI=.982, 即“SEA=.000) は高い も のであっ た。

出産前の担当 医 と の信頼
. 12* * * . 1 7* * *

関係 (o=低信頼, 1=高イ言頼) ｢担当医や医療機関
. 16 * * *

出産後の医療機関の説明 ノ ノ に原因 ･ 責任があ る ｣ ｢担当 医や医療機関
(0=一方的または難解, 1=丁寧) ‐ . 1 1 * * * に は誠意を示 して .3o* * *

39* * * - . 27* *“ ′ ほ しい｣
出産後の医療機関の説明 ｢医療機関の対応 / 民事訴訟意図

(o=一方的, 1=難解) . o8 * * は信頼でき る ｣ do* * (可能性)

公的支援制度の補償額 .29* * * 公的支援制度に対 ~ 12* * *

L 公的支援制度の補償額 国 讐支援制度に対 十(な し~ 1 億円 ) する評価の高 さ

図 2 保護者の訴訟意図 (可能性) を規定する要因 ･ 心理的過程 (共分散構造分析)

* *“く.0 1 , * * *“<.00 1

誤差変数間の相関係数は記述を省略 した。

図 2 の見方 (例)

実線は正の効果 (=増やす) 、 破線は負の効果 (=減 らす) を表す。

･ ｢ 出産後の医療機関の説明 ｣ が一方的または難解である と き よ り 、 丁寧であ る と き 、 ｢担当医や医療機

関に原因 ･ 責任があ る ｣ と い う 評価は減少 し、 ｢医療機関の対応は信頼でき る ｣ と い う 評価が増す

･ 保護者が ｢担当 医や医療機関に原因 ･ 責任が ある ｣ と 評価する ほ ど 、 ｢担当 医や医療機関には誠意を

示 してほ しい｣ と い う 要望や民事訴訟意図 (可能性) が増す

･ 保護者が ｢医療機関の対応は信頼でき る ｣ と 評価する ほ ど 、 ｢担当 医や医療機関には誠意を示 して ほ

しい｣ と い う 要望や民事訴訟意図 (可能性) が減少する

･ 保護者が ｢担当 医や医療機関には誠意を示 してほ しい｣ と 要望する ほ ど、 民事訴訟意図 (可能性) は

　　

ヲ以上の結果か ら 、 ｢出産後の医療機関の説明 ｣ が丁寧であ る こ と は、 保護者の様々 な受け止め を通 じ

て 、 最終的に保護者の民事訴訟意図 (可能性) を減 らす効果を もつ こ と 、 その逆に、 ｢出産後の医療機

関の説明 ｣ が一方的 ･ 難解であ る こ と は、 保護者の受 け止め を介 して民事訴訟意図 (可能性) を増や
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す効果を も つ、 と 結論づけ る こ と ができ る 。

担当医 と保護者の間に信頼関係が構築されてお り 、 また事後におけ る 医療機関の説明が丁寧であ る ほ

ど、 保護者は ｢医療機関の対応は信頼でき る i と評価 した。 さ ら に 、 医療機関の対応への保護者の信頼

が増すほ ど、 ｢担当 医や医療機関には誠意を示 して ほ しい｣ と い う 要望 と 、 民事訴訟意図 (可能性) は低

下 した。 ま た 、 医療機関が丁寧な説明 を行っ た と き 、 ｢担当 医や医療機関に原因 ･ 責任があ る ｣ と い う

保護者の認識は低下 したが 、 こ の認識が低下する こ と に よ り 、 ｢担当 医や医療機関には誠意を示 してほ

しい｣ と い う 要望 と 、 民事訴訟意図 (可能性) が低下 した。 公的支援に関 しては、 支援の金額が大き く

な る ほ ど ｢公約支援の額は多い｣ と 評価 され、 こ の よ う “こ評価 される ほ ど、 保護者の民事訴訟意図 (可

能性) は低下 した。

上記の こ と を言い換え る と 、 保護者が担当医を信頼 してお らず、 ま た事後における医療機関の説明が

一方的である と き 、 医療機関の対応に対する保護者の信頼は低下 した。 そ して 、 保護者の信頼が低下す

る ほ ど、 ｢担当 医や医療機関には誠意を示 して ほ しい｣ と い う 要望と 、 民事訴訟意図 (可能性) は増大 し

た。 ま た、 医療機関の説明が一方的 、 あ る いは難解な も のであ る と き 、 ｢担 当 医や医療機関に原因 ･ 責

任があ る ｣ と い う 保護者の認識は増大 し 、 その こ と に よ り 、 ｢担当 医や医療機関には誠意を示 してほ し

い｣ と い う 要望 と 、 民事訴訟意図 (可能性) が増大 した。

結果の要点を記載する と 、 担 当 医 と 保護者の間に信頼関係が構築 されてお り 、 事後において医療機関

が丁寧な説明を行 う と き 、 また公的支援の額が多いほ ど、 担当 医や医療機関に対する保護者の訴訟意図

(可能性) は間接的に緩和 した。 その反対に、 保護者が担当医を信頼 してお らず、 医療機関の説明が一方
的であっ た り 難解な も のであ っ た り した と き 、 また公的支援の額が少ないほ ど、 担当 医や医療機関に対

する保護者の訴訟意図 (可能性) は間接的に増大 した。 と く に 、 医療機関が事後 、 丁寧な説明を行 う こ

と で、 保護者は医療機関の対応を信頼する よ 捌こなる と 同時に 、 ｢担当医や医療機関に事故の原因 ･ 責

任があ る ｣ と は認識 しな く なっ た。 民事訴訟意図に対する 3 要因の効果の項では、 ｢医療機関の説明が

丁寧であ る と き 、 難解な説明 に比べ、 保護者の民事訴訟意図 (可能性) は低減する ｣ こ と が示 されたが

(図 1 ) 、 これは、 医療機関が丁寧な説明 を行 う こ と に よ り 、 ｢事故の原因 ･ 責任は担当医や医療機関にあ
る ｣ と い う 保護者の認識が和 ら ぎ 、 また医療機関の対応に関する保護者の信頼が増すためであ る こ と が

示唆 された。

公的支援の評価

保護者に と っ て適切な支援の金額を明 ら かにする た め 、 シナ リ オに記載 した公的支援制度の金額

(1 000 万円 ~ 1 億円) を独立変数、 その評価 (5 件法) を従属変数 とする分散分析を行っ た (図 3 )。 その
結果、 金額の効果は有意であ り (貿9, 868)=7 . 37, “く.00 1 ) 、 脆rkey の HSD 法 ( 1 0%水準) に よ る多重比較

を行った と こ ろ 、 現行額であ る 3000 万円 と の有意差がみ られたのは、 7000 万円以降の 4 条件であ っ た

字sく.05~.000)。

なお、 理論的中点であ り 、 ｢ ち ょ う ど よい｣ と い う 評価にあたる ｢3 ｣ に も っ と も接近 したのは、 公的

支援の金額が 5000 万円 (平均 2.99 , 標準偏差 1 .28, ね=97) と 6000 万円 (平均 3 .03 , 標準偏差 1 ,23 , “=75)

の 2 条件であっ た。 公的支援制度の金額ご と の評価の内訳を図 得こ示す。
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図 4 公的支援制度の評価 (回答の内訳)

公約支援制度に関するその他の評価

公的支援制度の金額に よ る訴訟意図の変化を明 ら かにする ため 、 よ り 直接的に ｢公的支援制度の金額

がい く ら であれば、 損害賠償の請求をせず、 こ の制度の 申請をする と 思いますか｣ と 尋ねた結果を 、 図

5 に示す。 回答者数が も っ と も多かっ たのは金額が 5000 万円 の条件であ り (回答者 200 人, 23 . 09%) 、 次

いで 1 億円 (回答者 149 人, 1 7 .2 1%) 、 3 000 万円 (回答者 1 07 人, 1 2 . 3 6%) と なっ た。 しか しなが ら 、 ｢ い

く ら であっ て も訴訟する ｣ と 回答 した人の割合も 、 全体の 1 1 . 78% (回答者 102 人) を 占めてお り 、 こ の

こ と か ら 、 保護者は、 経済的補償を得るた めだけでな く 、 ｢何が起き たのかを知 り たい ｣ ｢起 き た こ と を

き ちん と 説明 して ほ しい｣ と い う 要望に も と づき 、 担当 医 ･ 医療機関 を提訴する傾向が ある と 考え られ
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図 5 ｢公的支援制度の額がい く ら な ら民事訴訟 しないか｣ に対する 回答 (回答者数)

結果の要約

訴訟意図 と訴訟の理由について

本研究で用いた 、 原因の曖昧な事例に直面 した場合の保護者の訴訟意図 (可能性) は、 全般的に低い

も のであった。 訴訟 しない理由 と して多 く 挙げ られたのは、 ｢精神的 ･ 時間的 ･ 金銭的な余裕のな さ ｣ ｢医

療裁判の難し さ ｣ な どの消極的理由であ り 、 次いで、 ｢医療者に過失はない｣ と い う 積極的理由 、 ｢産科

医の減少につなが る ｣ と い う 利他的理由 が挙げ られた。 一方、 訴訟する理由 の大半を 占めたのが 、 ｢経

緯や原因を知 り たい｣ と い う 要望であっ た。 保護者は医療者に対 し 、 誠実でわか り やすい説明を望んで

お り 、 これに対 し医療者が適切な対応を と る な ら ば、 保護者はあえて負担の大き い訴訟に踏み切 らない

可能性のあ る こ と が示 された。

訴訟意図に対する ｢担当医と の事前の信頼関係｣ ｢医療機関の事後説明 ｣ ｢公約支援制度｣ の効果

｢担当 医 と の事前の信頼関係｣ ｢事後におけ る 医療機関の説明の方法｣ ｢公的支援制度の有無や額｣ の

う ち ｢医療機関の説明 の方法｣ は 、 保護者の訴訟意図 (可能性) を直接的に低減 していた。 と く に医療

機関の説明が丁寧であ る と き 、 難解な説明がな された と き に比べ、 訴訟意図 (可能性) は低下 した。 こ

の結果は上記の 自 由記述内容 と も一致する 。

ま た間接的には、 上記 3 要因 はすべて保護者の訴訟意図 (可能性) に関わっ ていた。 具体的には、 保

護者が担当医を信頼 し 、 医療機関の事後の説明が丁寧であ り 、 公的支援制度の金額が多い と き 、 保護者

は医療機関の事後対応を信頼 し 、 ｢事故の原因 ･ 責任は医療者にあ る ｣ と 評価 しな く な り 、 ｢支援制度の

金額は多い｣ と 評価する よ う に な り 、 その結果と して 、 訴訟意図 (可能性) は低 く なっ ていた。 換言す

れば、 保護者が担当医を信頼せず、 医療機関の説明 が一方的あ るいは難解であ り 、 公的支援制度の金額

が少ない と き 、 保護者の訴訟意図 (可能性) は高 く なっ た。
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巻末 : 使用 した シナ リ オ

リ ー ド文 : ｢登場人物 (既婚女性 A さ ん) の立場か ら 、 以下のシナ リ オをお読み く だ さ い。 以下は、 あ る病院

で起き た出来事です。 既婚女性 A さ ん (回答 される方が男性の場合には、 A さ んの夫) にな っ たつ も り でお

読み く だ さ い。 ｣

【場面 1 1 妊娠か ら 出産まで

私は既婚女性で、 妊娠 してか ら 、 妊婦健診を定期的に受 けてき た。

担当 の医師には、 ど こ か質問 いこ く い雰囲気があっ た。 いつ も忙 しそ う で、 こ ち ら か ら質問する と 不

機嫌そ う に答え る ので、 必要最低限の こ と しか質問でき なかっ た。 だか ら 、 こ の医師の こ と はあま り 信

頼でき ない と 思った。 1/担当 の医師は、 いつ も 私の話に耳を傾けて く れ、 説明 も丁寧なので、 なんでも

相談する こ と ができ た。 ま た、 質問に対 して も分か り やすい言葉で答えて く れた。 だか ら 、 こ の医師の

こ と は と て も信頼でき る感 じが していた。 2

※担当 医 と の事前の信頼関係 (条件 1=低信頼/条件 2=高信頼)

【場面 21 出産 ･ 出産後

妊娠経過は特に異常がなかっ たが、 妊娠 35 週 目 に入っ たあ る深夜、 突然お腹が強 く 痛み、 病院に電

話 した と こ ろ 、 す ぐに病院に来る よ う 言われた。 担当 の医師に よ る 緊急の帝王切開手術が行われ、 赤ち

ゃんは仮死状態で生まれた。 担当 の医師か ら 、 ｢赤ちゃ んには今後重い障がいが残 り 、 一人で歩 く こ と

も難しい と 思 う ｣ と の説明があ った。

担当 の医師や病院側の対応に明 らかな問題があっ た と い う こ と ではな さ そ う だ、 と は思っ たが 、 こ と

の経緯や原因が十分わか らないため 、 出産後 、 病院に面談を求め、 後 日 面談の場が設け られた。 面談で

は、 経緯についての説明があま り な されず、 担当 の医師や病院の対応に問題はなかっ たこ と を強調 して 、

話が打ち切 られて しま っ た。 1/面談では、 経緯についての説明があっ た。 しか し、 専門用語ばか り が使

われ、 示 された資料の内容も難し く て 、 ほ と ん ど理解する こ と ができ なかっ た。 2/面談では、 経緯につ

いての説明が あっ た。 本当 の と こ ろ 、 完全に理解する こ と はでき なかったが 、 専門用語を避け 、 日 常的

な言葉づかいやイ ラ ス ト で、 私が理解でき る よ う るこ説明 し よ う と する病院の心づかいが感 じ られた。 3

※事後におけ る 医療機関の説明 の方法 (条件 1=一方的/条件 2=難解/条件 3=丁寧)

【場面 3 1 出産 してか ら数か月 後

その後、 本やイ ン タ ーネ ッ ト で調べたが 、 私の よ う なケース は一定数ある よ う で、 担当 の医師や病院

の対応に問題があ ったのかど う かは、 よ く 分か ら ないま ま だ。

さ ら に調べる と 、 ｢担当 の医師や病院に主な問題があ る場合、 裁判を起こせば、 損害賠償金が 1 億円

以上にな る こ と もそれな り にあ る よ う だ。 しか し 、 実際に裁判をする と 、 時間 も かかる し、 準備な どの

負担が と て も 大 き い｣ と い う こ と が分かっ た。 1/ さ ら に調べた と こ ろ 、 瞳がい児の親をサポー トする 国

の制度があ り 、 申請すれば、 一律 1 000 万 円~ 1 億円 2~u が支給 される と い う 記事を新聞でみつけた。 私

の場合、 申請すれば支給される可能性が高いよ う だ。

※公的支援制度の有無 ･ 額 (条件 1=支援な し/条件 2=1 000 万 円 ~条件 1 1=1 億 円 )
1 0
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巻末 : 表 4 各要因の設問 と 相関係数 ･ “ 係数

要因 設問

公 的 支 援 制 度 に

対する評価

･ あなたは 、 新聞記事にあっ た“陣がし 、児の親をサポー トする国の制度"の支給額について 、 ど

の よ う に思いますか ( 1= と て も少ない~3=ち ょ う どよ い~5= と て も多い : 5 件法)

民 事 訴 訟 意 図

(可能性)

･ 担当の医師や病院

賠償の請求をする こ

に対 し 、 あなたほ どの程度、 損害賠償の請求をする と 思いますか (0=損害

と は絶対にない [0%]~ 10=必ず損害賠償の請求をする [ 1 00%] ; 1 1 件法)

｢担 当 医や医療機関

に原因 ･ 責任があ る ｣

リ ー ド文 : 赤 ち ゃんに重し、障がいが残っ たのは 、 誰のせいだ と思 し、 ますか (1=ま っ た く そ う 思

わない~5= と て もそ う 思 う : 5 件法)

･ 担当の医師や病院に何か し ら の原因がある

･ 担当の医師や病院に責任があ る

評定平均を算出 して使用 (相関係数.86)

｢医療機関の対応は

信頼でき る ｣

リ ー ド文 : あなたは出産後の面談における病院の対応についてど う 思いますか (同上の 5 件法)

･ 不誠実である (逆転) ･ 何かを隠 して いる 気がする (逆転)

･ 信用する こ と はで きない (逆転) ･ つ つみ隠さず説明 して いる

･ 信頼でき る ･ 誠実である

評定平均を算出 して使用 (α 係数. 88)

｢ 担 当 医や医療機関

に は誠意 を示 し て ほ

しい｣

リ ー ド文 : 以下の文章は、 あなたの気持ちに どの く ら いあてはま り ますか (同上の 5 件法)

･ 担当の医師と病院か ら 、 子ども と私たち に謝っ て も ら いたい

･ 病院か ら金銭的な補償を して も ら いた い

･ 担当の医師と病院か ら共感 して も ら いたい

評定平均を算出 して使用 (α 係数.74)

公 約 支 援 制 度 に

関する その他の評価

･ “陣がい児の親をサポー トする国の制度“の支給額はまだ決ま っ てお らず、 これか ら 決定する

と仮定 して く ださ い。 支給額がい く ら であれば、 あなたは損害賠償の請求をせず、 こ の制度の

申請をする と 思いますか (1= 1 000 万円~ 1 1= 1 億円超 、 12=支給額がい く らであ っ て も損害賠償

の請求をする : 12 件法)。
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資料 1

重度脳性麻痺児の予後に関する

医学的調査報告書

平成 23 年 7 月

公益財団法人日本医療機能評価機構

重度脳性麻痺児の予後に関する医学的調査

プロ ジェ ク ト チーム



資料 1 8

掟 補償申請等の状況につ いて (平成2 1 年生まれ) l=
報告件数 (補償申請書類の請求件数の推移 (平成21 年生まれ) )
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" --- -------------
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々
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申請件数 (補償申請書類の受付件数の推移 (平成21 年生まれ) )
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- - 平成24年 --平成25年
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対象件数 (補償対象者数の推移 (平成21 年生まれ) )
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補償申請等の状況について (全出生年)

報告件数 (補償申請書類の請求件数の推移 (全出生年) )
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/
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＼

‘ // ＼

今後の報告件数 (補償申請書類の請求件数) の賜雌移見込み

ぼり 一平成露南町o月 末現在

馬 - - ＼-ミー ニ譲る溝繊麗毅;
" -- -- で 、 、-- --

万 - - - +- ＼、 一- -
“ - ･ 一て、 一一 一
蒼 - -＼ミテ ＼ - -

, 十一-]-]÷÷=÷二十-÷｣=
敵さ ふ き ご 今 ふ き 合 い ふ き ふきふ き ふ き ふ き ふ き 令 さ "も き心

見込み 1 : 9 月 をピークとして 、 1 0月 以降 1 2月 まで横ばい。 年明け以降は毎月 γ1 2ずつ減少。
見込み2 : 9月 をピークと して 、 1 0 月 は実績。 1 1 月 から 1 2月 までは今年1 0ヶ月 間の平均値で推移。 年明 け以降は1 / 1 2ずつ減少。

今後の補償申請の見込み
〔 1 0月 末 (補償対象者の確定体数十審査中の件数十 申請準備中の件数十保護者ア ン ケー ト ) +今後の報告件数の累計推移見込み〕

8“" ‐

件

糺"

" - アノナ
ノ ノメノー - - - - - - - -

鋤 こ す三つノナテニテ"--
““ // テ ー ‐ 平成25年 1 1 月 以降 (見込み1 )

- - 平成25年 1 1 月 以降 (見込み2)

--平成25年 1 0月 末現在剪" - --- -- ‐
““ --------

肋 -÷÷-=-÷÷÷ = =÷= ニ
ク ÷l- - --

きき 令 ふ き 会 合 ふ き い き き ききき ふ き ふ さ ふ さ き い "会 き き
※注意 : 以下の要素は加味されていない。
･ これまでの実績では、 報告件数 (補償申請書類の請求件数) の内 、 約85%が申請に至っている 。 また申請された事案の内 、 審
査の結果約90%が補償対象となっている 。

ー平成25年 1 0月 末現在
- - 平成25年 1 1 月 以降 (見込み 1 )
一 平成25年 1 1 月 以降 (見込み2 )/ ＼ ‐ - ＼

ノ＼= 、＼
-たて- ＼、
7-て.÷｣- ＼、 、

/ ＼、 、 一 ･二
ーノー- ‐ 、 、 ･ ＼≦、

見込み 1 : 9 月 をピークとして 、 1 0月 以降 1 2月 まで横ばい。 年明け以降は毎月 γ1 2ずつ減少。
見込み2 : 9月 をピークと して 、 1 0 月 は実績。 1 1 月 から 1 2月 までは今年1 0ヶ月 間の平均値で推移。 年明 け以降は1 / 1 2ずつ減少。

ノノ メノ ー - - - -
ラテノ ノ

ノ ノ ー メ メ メ メ ーザ ー - - - 一 三
て /多三二′ 〆 テ ナ

ー ‐ 平成25年 1 1 月 以降 (見込み1 )

- - 平成25年 1 1 月 以降 (見込み2)

ー平成25年 1 0月 末現在

- - 平成25年 1 1 月 以降 (見込み1 )

- - 平成25年 1 1 月 以降 (見込み2)

ー平成25年 1 0月 末現在

※注意 : 以下の要素は加味されていない。
･ これまでの実績では、 報告件数 (補償申請書類の請求件数) の内 、 約85%が申請に至っている 。 また申請された事案の内 、 審
査の結果約90%が補償対象となっている 。
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産科医療関係者

･ 日本産婦人科医会
･ 日本産科婦人科学会
･ 日本助産師会
･ 日本助産学会
･ 日本看護協会
･ 加入分娩機関

【 日本産婦人科医会】

･学術集会において、 ｢産科医療補償制度の補償対象の範囲について｣ と題した文
書が配布 ･ 説明された。

平成24年 1 0月

･ 日 本産婦人科医会ホームページに、 ｢産科医療補償制度の補償対象の範囲につ
いて｣ と題した文書が掲載された。

平成24年 1 0月

･ 日本産婦人科医会報に、 補償申請期限の周知に関する文書が掲載された。
平成24年 1 1 月
平成25年 1 月

･ ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生 日 まででず｣と題したチラシが会
員に送付された。

平成25年2月

･ 日 本産婦人科医会ホームページに~ 補償対象となった参考事例が掲載された。 平成25年8月

･ ｢補償対象となった参考事例 ｣が会員に送付された。 平成25年9月

【 日 本産科婦人科学会】

･学術集会において、 ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日 まででず｣
と題したチラシが配布された。

平成25年5 月

･ 学会ホームページに 、 補償対象となった参考事例および補償対象の範囲と考え方
に関する文書が掲載された。

平成25年8月

【 日本助産師会】

･ 日 本助産師会理事会 ･ 代表者会議において、 ｢産科医療補償制度の補償対象の
範囲について｣ と題した文書が配布･説明された。

平成24年 1 1 月

･ 日本助産師会の機関誌｢助産師｣に 、 ｢補償対象の考え方と参考事例｣ と題した文
書が掲載された。

平成25年2 月

･ ｢産科医療補償制度の 申請期限は満5歳の誕生 日まででず｣と題したチラシが会
員に送付された。

平成25年2 月

･学術集会において｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生 日 まででず｣ と
題したチラシが配布された。

平成25年5月

･ 日 本助産師会ホームページに、 補償対象となった参考事例が掲載された。 平成25年8月

･ ｢補償対象となった参考事例｣が会員に送付された。 平成25年1 0月

【 日 本助産学会1

･ ｢産科医療補償制度の 申請期限は満5歳の誕生日まででず｣ と題したチラシが会
員に送付された。

平成25年4月

【 日本看護協会1

･ ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生 日 まででず｣ と題したチラシが会
員に送付された。

平成25年3月

【加入分娩機関】

･ ｢産科医療補償制度の補償対象の範囲について｣ と題した文書を送付した。 平成24年 1 0月

･ ｢産科医療補償制度の補償対象について｣ と題した文書を送付した。 平成24年 1 2月

･ 産科医療補償制度Webシステムのインフオメーション画面に、 補償申請期限の周
知に関する注意喚起文書を掲載した。

平成25年 1 月

･ ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日までです｣ と題したチラシおよ
びポスターを送付した。

平成25年2月

･ 補償対象となった参考事例および補償申請の事務に携わる担当者向けの文書を
送付した。

平成25年8月
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脳性麻痺児に関わる機
会が多い医療関係者

･ 日本小児神経学会
. 日本リハビリテーション
医学会

･ 日本未熟児新生児学会
･ 日本周産期 ･新生児
医学会

･ 日 本小児科医医会

･ 日 本小児科学会
･ 日本小児総合医療施設
協議会

･ 日本重症心身障害学会

【 日本小児神経学会】

･ 日本小児神経学会ホームページに、 ｢補償対象の考え方と参考事例｣ と題した文
書が掲載された。

平成24年 1 0月

･ ｢産科医療補償制度の 申請期限は満5歳の誕生 日まででず｣ と題したチラシが会
員に送付された。

平成25年2月

･学術集会において、 ｢産科医療補償制度の 申請期限は満5歳の誕生 日 まででず｣
と題したチラシが配布された。

平成25年5月

･ 日本小児神経学会ホームページに、 補償対象となった参考事例および補償対象
の範囲と考え方に関する文書が掲載されるとともに 、 会員へメール送信された。

平成25年7 月

【 日 本リハビリテーション医学会】

･ 日本リハビ リテーション医学会ホームページに、 ｢補償対象の考え方と参考事例 ｣
と題した文書が掲載された。

平成24年 1 1 月

･ ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日 までです｣ と題したチラシが会
員に送付された。 平成25年2月

･ 日 本リハビリテーション医学会ホームページに、 補償対象となった参考事例および
補償対象の範囲と考え方に関する文書が掲載されるとともに 、 会員へメール送信さ
れた。

平成25年8 月

【 日 本未熟児新生児学会】

･ 日本未熟児新生児学会ホームページに、 ｢補償対象の考え方と参考事例｣ と題し
た文書が掲載された。 平成24年刊 月

･学術集会において、 ｢診断協力区レター第3号｣が配布･説明された。 平成25年2 月

･ ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生 日 まででず｣ と越したチラシが会
員に送付された。

平成25年3 月

･補償対象となった参考事例 、 補償対象の範囲と考え方に関する文書 、 申請期限に
関するチラシが会員に送付された。 平成25年8 月

【 日 本周産期 ･新生児医学会】

･ 日本周産期 ･新生児医学会ホームページに｢産科医療補償制度の申請期限は満
5歳の誕生日 までです｣ と題したチラシが掲載された。

平成25年1 月

･ 学会シンポジウムにおいて、 ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生 日 ま
でです｣ と題したチラシが配布された。 平成25年 1 月

･ ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日 までです｣ と題したチラシが会
員に送付された。

平成25年2月

･学術集会において、 ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生 日までです｣
と題したチラシが配布された。

平成25年7月

･ 日本間産期 ･新生児医学会ホームページに、 補償対象となった参考事例および補
償対象の範囲と考え方に関する文書が掲載されるとともに 、 会員にメール送信され
た。

平成25年7 月

【 日 本小児科医会】

･ 日 本小児科医会ホームページに、 ｢産科医療補償制度の 申請期限は満5歳の誕
生日 までです｣ と題したチラシが掲載された。

平成25年8月

【 日 本小児科学会】

･ 日本小児科学会ホームページに、 ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕
生日までです｣ と題したチラシが掲載された。

平成25年3 月

･ 日本小児科学会報に、 補償申請期限の周知に関する文書が掲載された。 平成2 5年4 月

･ 学術集会において、 ｢産科医療補償制度の 申請期限は満5歳の誕生 日までです｣
と題したチラシが配布された。

平成25年4月

【 日本小児総合医療施設協議会】

･ ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生 日までです｣ と題したチラシが協
議会員に送付された。 平成25年3 月

･ 補償対象となった参考事例が会員に送付された。 平成25年8 月

【 日 本重症心身障害学会1

･学術集会において、 ｢補償対象となった参考事例｣等が配布された。 平成25年9 月
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脳性麻痺児に関わる機
会が多い医療関係者

･ 日本重症心身障害
福祉協会

･ 国立病院機構重症心身
障害協議会

･全国肢体不 自 由児施設
運営協議会

･新生児医療連絡会
･ 全国児童発達支援
協議会

･ 診断協力医
･ その他

【 日本重症心身障害福祉協会】

･ ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生 日 まででず｣ と題したチラシが会
員に送付された。

平成25年3 月

･ 協会の会員施設を通じ 、 補償対象と考えられる児の保護者に制度の案内を行っ
た。

平成25年8 月

【国立病院機構重症心身障害協議会】

･ 制度概要、 補償対象の考え方、 補償申請期限の周知のために 、 ｢産科医療補償
制度の申請期限は満5歳の誕生日まででず｣ と題したチラシが協議会員に送付され
た。

平成25年3月

･協議会の会員施設を通じ 、 補償対象と考えられる児の保護者に制度の案内を
行った。

平成25年8 月

【全国肢体不 自 由児施設運営協議会】

･ 制度概要、 補償対象の考え方、 補償申請期限の周知のために、 ｢産科医療補償
制度の申請期限は満5歳の誕生日までです｣ と題したチラシが協議会員に送付され
た。

平成25年3 月

･協議会の会員施設を通じ、 補償対象と考えられる児の保護者に制度の案内を
行った。

平成25年8 月

【新生児医療連絡会】

･ 連絡会の会員施設を通じ 、 補償対象と考えられる児の保護者に制度の案内を
行った。

平成25年8 月

【全国児童発達支援協議会】

･ 協議会の会員施設を通じ、 補償対象と考えられる児の保護者に制度の案内を
行った。

平成25年9 月

【全国重症心身障害日 中活動支援協議会】

･ 協議会の会員施設を通じ 、 補償対象と考えられる児の保護者に制度の案内を
行った。

平成25年 1 0月

【診断協力医1

･ ｢診断協力区レター第3号｣ を全診断協力医に送付した。 平成24年1 0月

･ ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生 日まででず｣ と題したチラシを全
診断協力医に送付した。 平成25年5 月

【その他】

･ ｢小児科学レクチャー｣に 、 制度概要、 補償対象の考え方、 補償申請期限の周知に
関する文書が掲載された。

平成25年1 月

･ ｢助産雑誌｣に 、 補償申請期限の周知に関する文書が掲載された。 平成25年9 月
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脳性麻痺児の保護者 ･ ｢産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生 日 まででず｣ と題したチラシおよ
びポスターを市区町村の母子健康手帳交付窓口 福祉手当 申請窓口に送付した。

･ 厚生労働記者会および厚生日比谷クラブに、 補償申請期限の周知に関する文書
を配布した。

･ 厚生労働省より 、 制度周知の協力に関する事務連絡文書が自治体および関係団
体等に対して発出された。

厚生労働省に . 厚生労働省の広報誌｢厚生労働｣に、 補償申請期限の周知に関する文書が掲載さ
よる取組み れた。

･ 厚生労働省ホームページに、 制度概要、 補償対象の考え方、 補償申請期限の周
知に関する文書が掲載された。

･ 全国重症心身障害児 (者 ) を守る会の会報誌に、 制度概要、 補償対象の考え方、
補償申請期限の周知に関する文書が掲載された。

･ 全国社会保険協会連合会の会報誌に、 制度概要、 補償対象の考え方、 補償申請
期限の周知に関する文書が掲載された。

･ 補償申請期限の周知に関して、 ラジオ広告を行った。

･ 制度概要、 補償申請期限の周知に関して、 各新聞に記事が掲載された。

･ 本制度ホームページに、 補償対象の考え方、 補償申請期限の周知に関する文書
が掲載された。

･ 政府広報オンラインに、 制度の紹介や補償申請手続き等が掲載された。

･ 厚労省ツイッターにて、 補償申請期限等の記事が配信された。

厚生労働省に
よる取組み

･ 全国69紙に、 補償申請期限の周知に関する政府広報が掲載された。

･ 厚生労働省の広報誌｢厚生労働｣に 、 補償申請期限の周知に関する文書が掲載さ
れた。

･ 読売新聞 ｢論点｣に 、 補償申請の促進に関する記事が掲載された。

･ 全国主要紙に、 補償申請期限の周知に関する突出し広告を掲載した。

･ 制度概要、 補償申請期限の周知に関して、 各新聞に記事が掲載された。

･ 全国肢体不自 由児 (者) 父母の会連合会の会報誌に、 制度概要、 補償対象の考
え方、 補償申請期限の周知に関する文書が掲載された。

平成25年2月

･ 厚生労働記者会および厚生日比谷クラブに、 補償申請期限の周知に関する文書
を配布した。

厚生労働省に
よる取組み

･厚生労働省より 、 制度周知の協力に関する事務連絡文書が自治体および関係団
体等に対して発出された。

･ 厚生労働省の広報誌｢厚生労働｣に、 補償申請期限の周知に関する文書が掲載さ
れた。

･ 厚生労働省ホームページに、 制度概要、 補償対象の考え方、 補償申請期限の周
知に関する文書が掲載された。 平成25年4月

･ 全国重症心身障害児 (者 ) を守る会の会報誌に、 制度概要、 補償対象の考え方、
補償申請期限の周知に関する文書が掲載された。 平成25年5月

･ 全国社会保険協会連合会の会報誌に、 制度概要、 補償対象の考え方、 補償申請
期限の周知に関する文書が掲載された。

平成25年4月

･補償申請期限の周知に関して、 ラジオ広告を行った。 平成25年3~5 月

･ 制度概要、 補償申請期限の周知に関して、 各新聞に記事が掲載された。 平成25年4月

･ 本制度ホームページに、 補償対象の考え方、 補償申請期限の周知に関する文書
が掲載された。 平成25年4月

厚生労働省に
よる取組み

･政府広報オンラインに、 制度の紹介や補償申請手続き等が掲載された。 平成25年6月

･ 厚労省ツイッターにて、 補償申請期限等の記事が配信された。 平成25年6 月

･ 全国69紙に、 補償申請期限の周知に関する政府広報が掲載された。 平成25年7 月

･厚生労働省の広報誌｢厚生労働｣に 、 補償申請期限の周知に関する文書が掲載さ
れた。

平成25年8月

･ 読売新聞 ｢論点｣に 、 補償申請の促進に関する記事が掲載された。 平成25年8 月

･ 全国主要紙に、 補償申請期限の周知に関する突出し広告を掲載した。 平成25年8月

･ 制度概要、 補償申請期限の周知に関して、 各新聞に記事が掲載された。 平成25年9月

･ 全国肢体不自 由児 (者) 父母の会連合会の会報誌に、 制度概要、 補償対象の考
え方、 補償申請期限の周知に関する文書が掲載された。

平成25年 1 0月
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産科医療補償制度にお ける制度見直 しの検討状況について

･ - ‐ - - - - - - - - . - - . - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - ‐ - - - - - - - - - - . - - - - - ‐ 一 ‐ 一 一 - - - - - - ･

1 こ そ 剰余金および掛金の取扱いに関する基本的な考え方についで

本年 7 月 に 、 医学的調査専門委員会報告書において 、 補償対象者数の推計

結果 (推計値 : 年間 48 1 人 (※ 1 ) 、 推定区間 (※2) : 340 人~623 人) が公表 さ

れた こ と を受け 、 産科医療補償制度運営委員会 (以下、 ｢運営委員会｣ ) にお

いて 、 剰余金お よび掛金の取扱いについての審議を行い 、 その基本的な考え

方を以下の と お り 取 り ま と めた。

※ 1 日 本全国におけ る 、 補償対象 と な る重度脳性麻痺児の年間出生数

※ 2 統計的に見た 95%信頼区間 (補償対象者が こ の中に収ま る 可能性が高い範囲。 た

だ し 、 こ の区間 を越え る 可能性も ある )

( 1 ) 剰余金の取扱いについて

※ 1 将来の掛金水準については 、 補償対象 と な る脳性麻痺の基準およ び補

償水準等の見直 しに関する議論を踏ま え 、 改めて検討する 。

- ※ 2 本制度の補償申 請期間は児の満 5 歳の誕生 日 ま でであ り 、 平成 2 1 年の

保険契約について補償対象数が確定 し剰余金が返還さ れる のは平成 27

年中頃 と な る 。 こ のため 、 剰余金の充当 開始を平成 27 年 1 月 へ前倒 し

する ためには 、 補償対象者数の確定時期の前倒 しな ど難 しい課題を解決

しな ければな ら ない。

ま た 、 保険者か ら早急に掛金水準の見直 しを求め られている こ と に も

考慮する必要があ る が 、 充当開始時期 を平成 26 年の期中へ さ ら に前倒

す と した場合は、 運営組織に返還される ま での間 、 1 ヶ 月 当 た り 約 9 万

分娩に対する 充当財源を確保する対応策の検討が必要 と な る 。

① 運営組織に返還 された剰余金については 、 基金を設置する な ど し 、

将来の本制度の掛金 (※ 1 ) に充当する 。

② 具体的な充当額は、 補償対象 と な る脳性麻痺の基準および補償水準

等の見直 しに関する議論 と あわせて 、 長期安定的な制度運営の観点 も

踏ま え対応する 。

③ 充当開始時期は、 平成 27 年 1 月 への前倒 しに向けて具体的な対応

策について検討を行 う (※ 2 ) 。



; < 補足>

き ア . 【充当開始時期 を平成 2 7 年 1 月 へ前倒 しする ための課題と 対応】

(ア ) 本制度においては、 原則 と して分娩月 の翌々 月 末ま でに 、 運営 ;

組織か ら保険会社に対 して保険料を支払 う 仕組み と してい る 。

; (イ ) こ のため 、 平成 27 年 1 月 分娩分か ら乗g余金の充当 を開始する に ;

は 、 平成 27 年 3 月 の保険料支払時までに 、 運営組織に充当財源が 衾

あ る こ と が前提 と な る 。

( ウ ) しか し 、 保険会社か ら運営組織に剰余金が返還 さ れる のは 、 平 蕁

成 2 1 年の保険契約について補償対象者数が確定 した後 と な る 。

(エ ) こ のた め 、 通常は補償申請 (脳性麻痺児の保護者か ら分娩機関 ;

への 申請) が行われてか ら 、 分娩機関か ら運営組織への 申請書類 :

の提出 に 3 ヶ 月 程度 、 運営組織におけ る審査に 3 ヶ 月 程度を要す ま

る と こ ろ を 、 ｢分娩機関の協力 に よ る運営組織への補償認定請求の き

迅速化｣ や ｢運営組織の審査態勢強化に よ る補償対象認定審査の :

迅速化｣ を行 う こ と な ど に よ り 補償対象者数の確定時期を前倒 し 圭

し 、 平成 27 年 3 月 中に補償対象者数を確定 し直ち に保険会社か ら "

の返還を受ける な どの対応に向 けた調整を図 る 。

; イ . 【充 当 開始時期 を平成 2 6 年の期中へ前倒 しす る ための課題 と 対応】

(ア ) ま た 、 保険者か ら早急に掛金水準の見直 しを求め られている こ ≧

と も考慮する必要があ る が 、 充当 開始時期を平成 26 年の期中へ さ ≦

ら に前倒す と した場合は 、 さ ら に以下の課題について検討する必 :

要があ る 。

" (イ ) 平成 21 年 1 2 月 3 1 日 生まれの児の補償申請期限が平成 26 年 1 2 墓
･ 月 3 1 日 であ る以上 、 仮に前記の方法に よ り でき る だけ補償対象者 :

数の確定時期の前倒 しを行っ た と して も 、 平成 26 年中 に確定する ≦

こ と はでき ないため 、 平成 26 年中に保険会社か ら剰余金の返還を :

受け る のは不可能であ る 。
: :

! ( ウ ) こ のため 、 平成 27 年 1 月 へ前倒 しする場合に必要な対応に加え i
て 、 剰余金が保険会社か ら運営組織に返還 さ れる ま での間 、 1 ヶ :

月 当 た り 約 9 万分娩に対する 充当財源を確保でき てい る必要が あ 萎

　 　　 　 　

(エ) 具体的には 、 剰余金か ら掛金への充当額を 、 仮に 5 千円 と した ;

場合は月 あた り 約 4. 5 億円 、 財源必要期間 を仮に 3 ヶ 月 と した場 :
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合は計約 13. 5 億円 (剰余金充当額 と 財源必要期間 に よ り 確定) の :

財源を 、 運営組織において一時的に借 り 入れる な どの対応が必要 :

と な る 。

運営組織での借 り 入れの可否について 、 本制度の公的性格や保 ;

険者の財政状況 も踏ま えて検討を行っ たが 、 借入金の利息を剰余 ;

金か ら 支払 う こ と は社会的に資金の不適切な流用 と して指摘 され :

る可能性があ る こ と 、 補償 申請の締切前の平成 26 年期中の段階で ;

運営組織の事業規模に比 して多額の借入れを行 う リ ス ク を拭い き ;

れない こ と な どか ら 、 借 り 入れる こ と はでき ない と 判断 している 。 ミ

: (オ)

( 2 ) 掛金の取扱いについて

【掛金水準の見直しの時期】

掛金水準は、 以下の①か ら③に よ る 見直 しが考え られるが 、 分娩機

関におけ る対応可否や影響等を考慮する と 、 掛金水準の見直 しは, 以

下の①か ら③を同時に行 う こ と が適当であ り 、 その時期は平成 27 年

1 月 が望ま しい と 考え る 。 (※ 1 )

一方 、 保険者か ら は早急に掛金水準の見直 し を実施すべき と の意見

があ り 、 平成 27 年 1 月 よ り 前に、 ①か ら⑧に よ る掛金水準の見直し

を同時に行 う こ と の可否について、 継続的に検討する 。 (※ 2 )

① 補償対象者数推計の見直 し

② 補償対象 と な る脳性麻痺の基準および補償水準等の見直し

③ 剰余金の掛金への充当

※ 1 ①か ら③に よ る 見直 しを同時に平成 27 年 1 月 に行 う こ と が望ま しい

と する理由

･ 掛金水準の見直 しに際 しては 、 掛金の額お よ び出産育児一時金の対

応方針を決定の上で分娩機関に対 して周知 を行い 、 分娩機関におい

てはそれを踏ま えて分娩費の改定等の対応を行 う 必要があ る 。 例え

ば 自 治体立医療機関においては分娩費の改定に議会での決定を要す

る な ど 、 早期に これ ら の対応を完了する こ と は現実的に困難であ る 。



･ ①か ら③に よ る見直 しの時期が異な る場合、 短期間に複数回の掛金

水準の見直 しを行 う こ と に な る 。 分娩機関において は 、 そ の度に分

娩費の改定の検討、 妊産婦登録 (補償契約の締結) 済の妊産婦への

再説明等を行 う こ と と な り 、 診療現場お よび妊産婦に相 当 の混乱が

生 じる 。

※ 2 平成 27 年 1 月 よ り 前に①か ら③に よ る見直 しを 同時に行 う こ と の課

題

･ ①お よび②に よ る 見直 しは、 実務的な準備期間を短縮する こ と な ど

に よ り 平成 26 年 1 0 月 や 1 1 月 頃に前倒 しでき る 可能性があ る が 、 ③

については 、 前記 1 . の③の と お り 、 運営組織に返還さ れる ま での

間 、 1 ヶ 月 当 た り 約 9 万分娩に対する 充当財源を確保する対応策の

検討が必要 と な る 。

ま く補足>

: ※ 1 ①か ら③に よ る見直 しを同時に平成 27 年 1 月 に行 う こ と が望ま しい

; と する理由 は 、 以下の と お り であ る 。

ア . 【平成 2 7 年 1 月 に①か ら③に よ る 見直 し を同時に行 う こ と が望ま し い :

理由 】 ;

(ア ) ①か ら⑧によ る見直 しの時期が異な る場合、 短期間に複数回の掛 :

金水準の見直 しを行 う こ と にな る 。 分娩機関においては 、 その度に ;

分娩費の改定の検討、 妊産婦登録 (補償契約の締結) 済の妊産婦へ ;

の新 しい掛金や補償内容等の再説明等を行 う こ と と な る 。 妊産婦登 :

録 (補償契約の締結) 済の妊産婦への漏れのない再説明 、 そのため ;

に必要なチラ シや登録証等の適切な差替え、 システム改修に伴 う 対 :

応等を短期間に複数回行 う こ と は診療現場に と っ ての負担が極めて :

大き く 、 ま たそれ ら の対応が適切に行われない場合に補償契約の認 ;

識相違によ る ト ラ ブル等が生 じ る 可能性が高ま る 。

イ . 【平成 2 6 年 1 月 に掛金水準の早期の見直 しが困難な理由 】

; (ア ) 掛金水準の見直 しに際 しては 、 掛金の額お よび出産育児一時金の :
- 対応方針を決定の上で分娩機関に対 して周知を行い 、 分娩機関にお :

いてはそれを踏ま えて分娩費の改定等の対応を行 う 必要がある 。 例 :

えば 自 治体立医療機関においては分娩費の改定に議会での決定を要 :

する な ど 、 早期に これ ら の対応を完了する こ と は現実的に困難であ ;

: る 。 :
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l ※ 2 平成 27 年 1 月 よ り 前に①か ら③に よ る見直 しを同時に行 う こ と の課 を
･ :

題は、 以下の と お り であ る 。

ア . 【平成 2 6 年の期中 に①か ら③に よ る 見直 し を同時に行 う こ と の課題】 ;
　

( ア ) ①に加え②も 同時に行 う と した場合、 すなわち掛金お よび補償対 ;

象 と な る脳性麻痺の基準等の見直 しに際 しては 、 専用 システムの改 ミ

修、 保険商品の認可取得、 診断書の改定、 分娩機関や妊産婦等用の :

ハ ン ドブ ッ ク ･ チ ラ シ類の改定、 分娩機関におけ る分娩費の改定の :

検討、 妊産婦への制度説明等の実務的な準備が必要 と な る 。

(イ ) これ ら の実務的な準備に必要な期間 と して 、 保険会社に よ る監督 ;

官庁か ら の商品認可取得に 4 ~ 5 ヶ 月 程度、 商品認可取得後に補償 :

約款が記載さ れた (妊産婦) 登録証やハ ン ドブ ッ ク ･ チ ラ シ等の印 !

刷 ･ 発送等に 1 . 5 カ 月 程度を見込んでい る 。 ま た 、 分娩機関におい :

てハン ドブ ッ ク ･ チラ シ等の準備が整い、 制度見直 しの内容を理解 :

した上で、 妊産婦への説明 を開始する必要があ る が 、 掛金支払いの :

対象 と な る妊娠 22 週までの妊産婦登録 (補償契約の締結) を原則 と :

してい る ため 、 見直 し後制度の対象 と な る妊産婦には、 遅 く と も見 :

直 し後制度施行の 5 ヶ 月 前ま でを 目 途に制度説明 を行 う 必要が あ ;

る 。 :

( ウ ) こ れ ら の準備全体で概ね 1 年程度が見込まれる も のの 、 保険会社 ;

におけ る 監督官庁か ら の商品認可取得の打合せ と 同時進行でハン ド ;

ブ ッ ク ･ チ ラ シ ･ 診断書等の改定準備を行 う こ と や、 分娩機関か ら ;

妊産婦への制度説明期間 を最大限短縮する こ と な どに よ り 、 実務準 ;

備期間全体の短縮化を図 る こ と で、 平成 25 年内に制度見直 しの内容 ;

が決定する こ と を前提 &こ 、 圓巫司の と お り 最短で平成 26 年 10 月や
1 1 月 項に前倒 しでき る可能性があ る 。

(エ ) 一方、 ③については 、 前記 1 . の ( 1 ) の 【 充 当 開始時期 を平成 ;

26 年の期中へ前倒 しする ための課題 と 対応 】 の と お り 、 運営組織に ;

返還 される までの間 、 1 ヶ 月 当 た り 約 9 万分娩に対する 充当財源を ;

確保する対応策の検討が必要 と な る 。

(オ) 運営組織での借 り 入れの可否について 、 本制度の公的性格や保険 :

者の財政状況も踏ま えて検討を行っ たが 、 借入金の利息を剰余金か ;

ら支払 う こ と は社会的に資金の不適切な流用 と して指摘 される 可能 ;

性があ る こ と 、 補償 申請の締切前の平成 26 年期中 の段階で運営組織 :

の事業規模に比 して多額の借入れを行 う リ ス ク を拭いきれない こ と :

な どか ら 、 借 り 入れる こ と はでき ない と 判断 している 。
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【掛金水準の見直しの考え方】

掛金水準は、 医学的調査専門委員会に よ る補償対象者数の推計結果、

お よび今後の補償対象 と なる脳性麻痺の基準および補償水準等の見直

しを踏ま え必要な掛金の額か ら , 剰余金の充当額を差し引いた水準 と

する 。

｢将来の掛金水準｣ = ｢推計結果お よび補償対象 と な る脳性麻痺の基

準等の見直 し を踏ま え必要な掛金の額｣ - ｢剰

余金の充当額｣

なお、 現行の掛金水準 30, 000 円 は 、 制度創設時の調査専門委員会に

おけ る調査結果に も と づ く 補償対象者数推計値の上限であ る年間 800

人を も と に設定 されてお り 、 ｢推鰹計結果お よび補償対象 と な る脳性麻

痺の基準等の見直 しを踏ま え必要な掛金の額｣ については、 制度創設

時 と 同様、 新たな推計値の上限であ る年間 623 人を も と に算出 した

2 1 , 000 円 に 、 補償対象 と な る脳性麻痺の基準等の見直 しの検討の結果

を加味し、 算出する こ と が適当 と考え られる 。 (※)

※ 医学的調査専門委員会に よ る新たな補償対象者数推計値は 481 人であ り 、

こ れは沖縄県の調査結果に も と づ く 重度脳性麻痺児の発生数を全国の 2009

年の出生数にあてはめた数値であ る 。 沖縄県の調査結果を全国の出生数に

あてはめ る に際 しては 、 統計学的に一定程度の幅が生 じる こ と か ら 、 専門

委員会では 、 ｢真の予測値 (推計値) が含まれる可能性が高い と 考え られる

幅｣ と して 、 推定区間の 340~623 人が併せて示 された。 これは、 全国の補

償対象者数が こ の範囲内に収ま る可能性が高い こ と を意味 してい る 。

こ の よ う るこ 、 補償対象者数の推計値に大き な変動幅が存在する状況下に

おいては 、 仮に 、 補償原資に剰余が生 じた場合に剰余金が保険会社か ら運

営組織に返還される仕組みを撤廃 し 、 補償対象者数推計値等を も と に掛金

水準を設定 した場合、 予測 と 実態が垂離する こ と に よ り 、 保険会社に過大

な利益や損失が生 じ る こ と にな る 。

制度創設か ら十分な期間が経過 してお らず、 補償対象者数に係 る全国的

な実績データ も 蓄積 されていない中 、 変動幅のある推計結果に も と づ き掛

金水準を設定する に際 しては 、 保険会社に過度の利益や損失が生 じる こ と

の ない よ う 、 推定区間の上限を も と に掛金水準を設定 し 、 補償原資に剰余

が生 じた場合に剰余金が保険会社か ら運営組織に返還される現行の仕組み

を維持する こ と が 、 安定的な制度運営の観点か ら も適当 と 考え られる 。
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<補足>

(※ )

ア . 医学的調査専門委員会に よ る新たな補償対象者数推計値は 48 1 人で ;

あ り 、 こ れは沖縄県の調査結果に も と づ く 重度脳性麻痺児の発生数を ;

全国の 2009 年の出生数にあて はめた数値であ る 。 沖縄県の調査結果 ;

を全国の出生数にあてはめ る に際 しては 、 統計学的に一定程度の幅が ;

生 じ る こ と か ら 、 専門委員会では、 ｢真の予測値 (推計値) が含まれ :

る 可能性が高い と 考え られる幅｣ と して 、 推定区間の 340~623 人が :

併せて示 された。 これは 、 全国の補償対象者数が こ の範囲内に収ま る :

可能性が高い こ と を意味してい る 。

イ . 推計にあたっ ては 、 審査基準への適合性を一例一例精査 して算出す ;

る 等 、 制度創設時に比べて精緻な推計が行われた も のの 、 制度創設か ;

ら十分な期間が経過 してお らず、 本制度に よ る全国的な実績データ も ;

蓄積 されていない中では 、 創設時 と 同様に沖縄県の調査結果を全国の ま

出生数にあてはめ る手法以外では推計できず、 上記の と お り 未だ大き ;

な変動幅が生 じている 。

ウ . こ の よ 引こ 、 補償対象者数の推計値に大き な変動幅が存在する状況 :

下において 、 仮に推定区間の 中の定点で保険料を設定する と い う 保険 ≦

設計 と した場合、 保険会社に生 じ る損失や利益が大き く な る 可能性が :

高い。 例えば、 推定区間の中の定点に対 して実績が 100 人分下回っ た :

場合は、 約 30 億円 (= 100 人 × 3 千万円 ) の利益を保険会社が得る こ :

と と な る一方で、 逆に実績が 100 人上回った場合は、 約 30 億円 の損 :

矢を保険会社が抱え る こ と と な る 。

エ . こ の よ う な場合への対応策については、 統計データ が不十分な場合 ;

にデータ 不足を補 う ための保険手法 と して 、 保険料は安全に設計 した ;

上で 、 事後的に精算する こ と で合理的な保険料の実現を図 る手法 (仮 ;

に剰余金が生 じた ら返還する仕組み) が あ り 、 現行制度はこ の手法を ;

導入 してい る 。

オ . 沖縄県の調査結果 と 同 レベルの全国的な実績データ が蓄積される ま す

では 、 推計値に大き な変動幅が生 じ る 可能性があ る ため 、 保険会社に ;

過度の利益や損失が生 じ る こ と の ない よ う 、 推定区間の上限を も と に ;

保険料水準を設定 した上で、 補償原資に剰余が生 じた場合に剰余金が ;

保険会社か ら運営組織に返還 さ れる現行の仕組みを維持する こ と が 、 ;

安定的な制度運営の観点か ら も適当 と 考え られる 。

力 . なお 、 平成 27 年中頃以降、 補償対象者数が確定 し実績データ が蓄 :

積 されてい く ため 、 補償対象者数の推計値については、 その結果を踏 ;

ま え 、 必要に応 じ見直 しを検討 してい く こ と と する 。
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<参考>平成 2 1 年生まれの児の補償申請等の見込み (イ メ ー ジ)

O 今後の補償申請等の見込み (参考イ メ ージ) は 、 圓國到の と お り で
あ る 。

･ 制度周知お よび補償申請促進の取組みを強化 してい る結果、 報告件

数 (補償 申請書類の請求件数) は 、 4 月 以降毎月 増加 ( 9 月 単月 の

報告件数は 95 件 と 過去最高 、 う ち平成 2 1 年生まれの児の報告件数

も 36 件 と こ れも過去最高) してお り 、 1 1 月 以降も更に増加する可

能性 も十分にあ る 。

･ ま た 、 平成 26 年 1 月 以降については、 平成 2 1 年生まれの児が順次

申請期限を迎え る こ と か ら 、 報告件数も順次減少する も の と 考え ら

れる が 、 平成 2 1 年の後半に出生 した児を 中心に 申請期限直前ま で

一定の報告 (補償 申請書類の請求) があ る も の と 想定 される 。

. なぉ 、 鬮回は、 10 月 以降ま報告件数 (補償申請書類の請求件数)
が増加 しない と 仮定 して見込んでい る 。

○ これま での実績では、 報告件数 (補償申請書類の請求件数) の内 、 約

85%が 申請に至っ てい る 。

○ ま た、 申請 された事例の内 、 審査の結果、 約 90%が補償対象 と なっ

てい る 。

2 . - 保険会社の事務経費等の取扱いについて

本年 7 月 25 副こ開催 された第 64 回医療保険部会において 、 保険会社の

事務経費等に関 して 、 そ の状況を明示する よ う 、 ま た ｢剰余金の返還の最

低水準｣ 、 ｢剰余金の運用益｣ 、 ｢制度変動 リ ス ク 対策費｣ について 、 早期に

見直し を図 るべき と の ご意見をいただいてい る 。

O 保険会社の事務経費等の推移は、 圓纒到の と お り であ る 。

○ ｢剰余金の返還の最低水準｣ 、 ｢剰余金の運用益｣ 、 ｢制度変動 リ ス ク対

策費｣ について 、 医学的調査専門委員会に よ る補償対象者数の推計結果

等を踏ま え 、 平成 26 年 1 月 の保険契約において 、 それぞれ以下の と お

り 見直しを行 う こ と と する 。



( 1 ) 剰余金の返還の最低水準

I 剰余金返還の最低水準を 、 現行の 300 人か ら 278 人 とする 。 -

○ 制度創設当時は、 通常の民間保険商品 と 同様に、 補償対象者数が予測

を上回っ た場合は保険会社の欠損 、 下回 っ た場合は保険会社の利益 と な

る保険設計 と な っ ていたが 、 民間保険を活用 しつつ も公的性格の強い制

度であ る こ と を踏ま え 、 補償原資に剰余が生 じた場合に 、 剰余分が保険

会社か ら運営組織に返還 される仕組みを 、 第 4 回運営委員会 (平成 2 1

年 6 月 1 5 日 開催) において議論 し 、 導入 した。

○ その際、 補償原資の剰余分のすべてを戻 し入れる こ と と する と 、 偶然

性を要件 とする保険契約性が否定 され、 掛け金が ｢保険料｣ ではな く ｢預

か り 金｣ と みな されるおそれも あ る こ と か ら 、 剰余金の返還の最低水準

が必要 と され、創設時の調査専門委員会報告書に も と づ く 補償対象者数

の推計の下限値よ り 、 剰余金の返還の最低水準を 300 人 と した経緯にあ

る 。

○ 今般の医学的調査専門委員会報告書に よ る と 、 補償対象者数の推計値

48 1 人 、 推定区間 340 人~623 人であ り 、 制度創設時と 同様に補償対象

者数の推計の下限値よ り 剰余金の返還の最低水準を設定する と 、 340 人

と な る 。

○ 一方、 同報告書においては、 除外基準に該当する か ど う かの判断が困

難な事例についてすべて補償対象外 と した場合であ る ｢少な く 見積も っ

た場合｣ の推定区間の下限 と して 、 278 人が示 されてい る 。

○ 剰余金返還の最低水準 と しては、 今般の補償対象者数の推計の下限で

あ る 340 人 と補償対象者数を最も少な く 見積も っ た場合の推定区間の

下限であ る 278 人 と する こ と が考え られるが 、 本制度の公的性格等に鑑

み、 278 人 と する 。

( 2 ) 剰余金の運用益

補償原資に剰余が生 じた場合、 保険会社か ら運営組織に返還される剰

余分に 、 返還までの期間の運用利息相当額が付加されて返還される仕

組み と する 。

○ 現在の契約においては、 補償原資に剰余が生じ、 剰余分が保険会社か

ら運営組織に返還される 際、 返還 さ れる額は 、 保険料収入か ら 、 事務経

費 、 お よび確定 した補償対象者数に補償額 (3 , 000 万円 ) を乗 じた額を

差 し引 いた額 と されてお り 、 返還部分について利息が付加 される取扱い

と はなっ ていない。 今後の契約においては、 保険会社か ら運営組織に返
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還される剰余分に 、 そ の間の運用利息相 当額が付加 されて返還 される仕

組み とする 。

0 本制度の保険商品 は資産運用 を 目 的 と した金融商品ではないため 、

｢あ ら か じめ約束 した金額を 20 年にわた って確実に補償する た め に 、

元本割れを しない よ う もこ安全性を確保しつつ、 補償原資に剰余が生 じた

場合は返還する こ と を考慮 して流動性 ･ 安全性を確保する ｣ と い う 運用

の基本的な考え方の も と で、 適正な運用利率を設定 して 、 補償原資の剰

余分に付加する こ と と する 。

○ なお 、 運用利率については、 透明性を確保 し 、 妥当 な利率を設定でき

る よ う 、 有識者か ら構成 される検討会を設置 し、 そ の見解を得て年内に

決定する こ と と する 。

( 3 ) 制度変動 リ ス ク対策費

制度変動 リ ス ク 対策費については、 補償対象者数について、 現行の 500

人か ら 、 今般の医学的調査専門委員会におけ る推計値であ る 48 1 人の

見込み と して算出する 。

○ 制度変動 リ ス ク 対策費は、 医療水準向上等に伴い脳性麻痺児の生存率

が統計データ取得時点 よ り 上昇する リ ス ク 、 統計データ母数が少ないた

め推計値が大幅に外れる リ ス ク 、 長期 にわた る補償金支払い業務に伴 う

予期でき ない事務 ･ システ ム リ ス ク 等の予期でき ない リ ス ク に対応する

費用であ り 、 制度創設時よ り 、 補償対象者数について 800 人の見込み と

して算出 していた。

○ 平成 25 年 1 月 の契約においては、 補償対象者数の推計に係るデー タ

が明 ら かにな ら ない中ではあ っ た も のの 、 制度創設か ら 3 年か ら 4年が

経過 した状況にあ る こ と も踏ま え 、 厚生労働省お よび保険会社 と も相談

の上、 補償対象者数について仮に 500 人の見込み と して見直 しを行っ た。

○ 今後の契約においては、 医学的調査専門委員会におけ る補償対象者数

推計値であ る 48 1 人の見込み と して算出する 。

3 す 補償対象と な る脳性麻痺の基準および補償水準等の検討状況等について

運営委員会においては、 補償対象 と な る脳性麻痺の基準お よび補償水準

等に関する見直 しについての検討状況は以下の と お り であ り 、 平成 25 年

内 に結論を得 られる よ う 検討を行っ てい る 。
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○ 補償対象 と な る脳性麻痺の基準お よび補償水準等の見直 しの検討に

あたっては、 制度設立時の検討経緯を踏ま え 、 制度の趣旨の範囲内で

議論を行 う 必要があ り 、 主に以下の観点で具体的検討を進め る こ と と

してい る 。

① 制度運営の中で明 ら かにな っ た課題の改善

② 医学的に不合理な点の是正

③ 新たに得 られたデータ に も と づ く 適正化

0 9 月 20 日 に開催 された第 24 回運営委員会において 、 補償対象 と な

る脳性麻痺の基準お よび補償水準等の見直 しの検討に着手す る にあた

り 、 制度設立時の検討経緯を鬮回の と ぉ り 整理 し提示 した。

0 1 0 月 1 6 日 に開催 された運営委員会においては、 補償対象 と な る脳

性麻痺の基準 “こっいて 、 圓挺司の と お り 制度の趣旨の範囲 と して今回
検討を行 う べき課題を整理 し 、 見直す上で必要な医学的根拠等を踏ま

えなが ら 、 具体的な検討を圓麺圃の と お り 進めている と こ ろ であ る o
検討項 目 と しては 『 ｢未熟性に よ る脳性麻痺｣ の基準』 、 『 ｢未熟性に

よ る脳性麻痺｣ の う ち ｢分娩に係 る 医療事故｣ の基準』 等があ り 、 ｢未

熟性については参考人を招致し 、 圓鬘司の と お り 説明 を行っ てい る 。
ま た 、 補償水準に関する検討に着手する にあた り 、 これま での運営

委員会におけ る 主な ご意見を整理 した上で、 今後 、 制度趣旨や創設時

の観点に照 ら した妥当性の検証を 、 新たな調査結果も踏ま えて行 う 旨 、

提示 した と こ ろであ る 。
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L 補償対象となる脳性麻痺の基準等および掛金水準の見直uこ係る準備期間 I l 別紙1 -
【前提条件】
以下のスケジュールは 、 20 1 3年 1 2 月 までに以下の条件が全て充たされた場合 、 補償対象となる脳性麻痺の基準等および掛
金水準の見直しを同時に行う前提でご実務的な準備等に要する期間として最短でいつ完了できるかを示したもの 。

条件① (掛金水準) : 運営委員会および医療保険部会において 、 掛金水準について明確に取りまとめ られている
条件②( 出産育児一時金) : 医療保険部会の議論を踏まえて 、 厚労省にて方向性 (据え置くのか 、 引 き上げるのか 、 引き下
げるのか ) が明確に示されている
条件③(補償対象となる脳性麻痺の基準および補償水準等) : 運営委員会 、 医療保険部会において 、 補償対象となる脳性麻
痺の基準および補償水準等の見直しの内容が明確に取りまとめ られている

【契約関係 】
･補償約款、 加入規約 、 保険約款の改定 (保険会社による金融庁との折衝含む)

【ハンドブックやチラシ等の帳票】
･ 分娩機関や妊産婦向けのハンドブックやチラシ等の各種帳票類の改定。 運営組織内における帳票類の修正 、 印刷業者への
発注、 印刷 ･ 納入 、 発送等

【説明 ･ 周知 】
･ 運営組織から分娩機関への説明 ･ 周知 、 分娩機関から妊産婦への説明 ･ 周知等

【システム】
･ 要件定義 、 開発 、 リ リース準備
(年間 1 00万人の妊産婦を管理する本制度専用Webシステムの改修)

【診断書】

･補償対象となる脳性麻痺の基準の見直しを踏まえた 、 有識者による検討会の立ち上げ、 診断基準および診断書書式の改定

【その他】
･ 掛金水準や出産育児一時金の取り扱し 、の方向性を踏まえた 、 分娩機関における分娩費の検討

平成25
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“
分娩機関から妊産婦への説明 ･ 周知は金融庁からの認可取得および改定後のチラシ等の配布の後に可能とな
る 。

分娩機関においては 、 在胎22週 (分娩予定の約5ヶ月 前 ) までに妊産婦に対して制度の説明および登録証の交
付 (=補償契約の締結) を行う 。 (参考1 )
登録証の交付 (=補償契約の締結) は 、 在胎8週 (分娩予定の約8ヶ月 前) 頃から始まり 、 在胎22週 (分娩予定の
約5ヶ月 前 ) の時点では 、 約2/3の妊産婦に対して補償契約の締結が完了 している 。 (参考2 )
このため 、 分娩機関から妊産婦への再説明や補償契約の再締結を避けるには、 見直し後制度の施行時期の
8ヶ月 前の時点で分娩機関から妊産婦への説明 ･ 周知を開始する必要があるが、 約2/3の妊産婦に対して再説
明や補償契約の再締結を行う前提で極力短縮し約5ヶ月 が必要となる。 (参考2)

“
システムの運用開始から5年が経過したため 、 20 1 4年 1 月 ~ 6月 にサーバーの機器入替えを予定している。 本来
は入替え完了後にシステム改修が可能だが、 可能な限り 同時並行で作業を行った場合 。
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･ 本制度は 、 在胎22週以降の分娩を掛金対象としてお り 、 在監2窒周笠盆娩]予定の約5ヶ目 前) までに
妊産婦への説明および春鋸証の交付 ( 補償契砲の鱸結勣 を行うよう規定 してし 、 盃囚

　　　 　 　　　
謙任意様式の真に本制度 il l母子健康手帳の鸚 座);
ー の説明右) ! 妊産婦へ本制度の説明および登録証の　　　　　 　を 交付

! 0補償約款提示
l i o制度概要説明! ○制度概要説明

沖補償対象範囲

沖補償水準
; ･ 掛金と出産育児一時金の関係 等

システムに妊産婦精 l 委 Webシステムで｢分娩済｣
に更新

運営組織へ掛
金支払

娩 と併せて掛金相当額詰
(妊産婦へ渡す領収、 明細書に掛

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

･ 在胎8週頃 (分娩予定の約8ヶ月 前) か ら登録証の交付 ( =補償契約の締結) が始まる 。

在胎22週 (分娩予定の約5ヶ月 前) までに全体の約2/3の蛙盟産婦に対して登錢曝盧止の交
付 ( 補償契約の締結) が完字 している 。
･ このため 、 分娩機関から妊産婦への説明 ･周知の開始時期を見直し後制度施行時期の5ヶ月前とした場合 、 既
一 言 髪栄 一 = 主力 士 乙- ヨ ー ニ ー｣

･ このため 、 分娩機関から妊産婦への説明 ･周知の開始時期を見直し後制度施行時期の5ヶ月前とした場合 、 既

に登録証の交付 (=補償契約の締結) を行っている約2/3の妊産婦に対して再度登録霊正の交付
( 補償契約の再締結) を行う必要がある 。

(登録割合)

-◆-在胎週数別登録割合

o f 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 す 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 1 22 23 24

1 3

　 　　　　　　　 　
- ‘ - 群 - : 三
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く平成2 1 年生まれ> i 別紙2
今後の補償申請等の見込みについて 【参考イ メ ージ】

ノ ミ

(平成25年9月 末現在の状況)

補償対象者の確定件数 . 2 1 5件
審査中 の件数 (※ 1 ) : 22件
申請準備中の件数 (※ 2) : 1 57件

合計 (参考 ) : 3 94件

※ 1 児または保護者から運営組織に申請が行われ補償可否の審査を行っているところであり 、 今後補償対象となる可能性があ
る件数

※ 2 保護者や分娩機関において脳性麻痺に係る診断書等の申請に必要な書類を準備しているところであり 、 今後補償申請が行
われる見込みのある件数 、 および一旦補償申請が行われたものの 、 その時点では将来の障害程度の予測が難しいため 、 適切な

時期に再度診断を行うことで補償対象となる可能性がある件数

今後の報告件数 (補償申請書類の請求件数) の月別推移見込み

“ '

糺 そT ‐ ‐＼ 中 -講離灘自讃驫(見込“。
鞄 一 目 : 平成25年1 0月 以降 (見込み2)

万 - - 、、 、 、 ＼ ＼ ←--
2“ ＼ 、 、 一

タグヱ二 言~できまき"、 、
" ▲ 枷 鮒 … ' ･ ゞ" 盡 J

や故令 ~今 合 計 ふ き 朴 合 計 "今 き ききふ き ふ き 全 会 き き q朴 き き ･今

--平成25年9月 末現在

一 ･ A : 平成25年 1 0月 以降 (見込み1 )
- - B : 平成25年1 0月 以降 (見込み2)

7÷寸÷÷｢て
/ 、. ＼ ＼
/ ＼ ＼＼

ノ ー ア 、 、 、＼ - ＼
皿 ＼＼、 ＼ 、

~ …- - - - ~ ~ 、 ミ＼
1 1 - ･ - - - - - - - - - , . , , . , , , . 亀転宅 ゞ" .

▼▼ ･ - ‐

見込み 1 : 9月 をピークとして、 1 0月 以降1 2月 まで横ばい。 年明け以降は毎月 1月 2ずつ減少。
見込み2 : 9月 をピークとして、 1 0月 は横ばし 、 。 1 1 月 から1 2月 までは今年9ヶ月 間の平均値で推移。 年明け以降はf/1 2ずつ減少。

今後の補償申請の見込み
〔9月 末 (補償対象者の確定件数十審査中の件数十申請準備中の件数) 十今後の報告件数の累計推移見込み〕

8“" ‐

も 1可

“" -- - ･ ナノ ず

ぶり" ◆ / ‐ ノ ー メ “ - 〆 - - - 納 一 一 - - - ◆
"多 メ ー メ ア メ ナ

イのり ノノノ せr÷÷=A秤廓年10月 以降 (見込み1 )
J“" メノメテ I D I - - B : 平成25年1 0月 以降 (見込み2)

--平成25年9月 末現在
匁" ｣ - -

!"“ -- ----- --

ク - - 1 一一冊L l l - - - - - - - - - - - -- -ムー--÷L--一一

鼓" 令 ふ き ご き き き い "キ き ふか激令 ふ き き 会 合 急 き い き "今 き、h

- ◆ / ‐ ′ ‐ ノ ナ . - “ - 〆 - - 一 納 - - - - - ‐

｣ メタ苛二坪廓鰊降(愁1 )- - B : 平成25年1 0月 以降 (見込み2)
--平成25年9月 末現在

- - A : 平成25年1 0月 以降 (見込み1 )

- - B : 平成25年1 0月 以降 (見込み2)
--平成25年9月 末現在

皿

テー , ･ = = = ‐ 一二 , ･ ･ , ･

※注意 : 以下の要素は加味されていない。

･ これまでの実績では 、 報告件数 (補償申請書類の請求件数) の内 、 約85%が申請に至っている 。 また
申請された事案の内 、 審査の結果約90%が補償対象となっている 。 -
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平成25年

単位 : 億円

　 　　L 産科医療補償制度の収支状況 隣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ち 30 . 2

一 - - 参 三 一 - - - '

- - - - - "

- -÷ - - - -ニセー ん増

- - -- - -"-=1 6‐1 一三一事き

ー - -

‐ " - - - - - - -

- 二 二30.2 二 -三上. - -き … - 戸主

- - - - 溶き革きざ沙おざ;;

三 一一三÷壽髯姥礬l

-- 3 3 ･9 - を総魅寝姿
一- ---- - まき謨義美 : ;
÷± --一二三"泳者を轢き全率食. 三 一一三÷壽髯疑轢き ;--- -

ヰ 8 .7 三
C

i o. 1 二
･

- - -

制度の前提･ これまでの見直 し状況 平成 2 f 年 平成 2 2 年 平成 2 3 年 平成 2 4 年 平成 2 5 年

保険料収入 ( A + B ) ･ 補償対象者数を年間800人 と 見込んで掛金
30 , 000円 (保険料29 , g oo円 ) を設定。

･ 掛金の う ち 1 00円 は、 分娩機関が廃止等 した塀
合に補償費任を引 き継 ぐための費用。

3 15.3 323 .8 3 18 .O 3 13 .5 3 1 1 .6

純保険料 (補償原資) ( A )
271 .5

(86‐1%)

28 1 .6

(87‐0%)

280.4

(8 8 .2 ‘%)

276.2

(88 ‐ 1 %)

284.7

(9 1 .4%)

給付金支給実績
<平成25年9月 末時点>

(補償対象者数)

支払備金
<平成25年9月 末時点 >

給付金支給実績
<平成25年9月 末時点>

(補償対象者数)

62.7

(209人)

56.7

(189人)

41 .4

(1 38人)

1 7 . 1

(57人)
支払備金
<平成25年9月 末時点 > ･ 平成21 年6月 に、 補償原賞に剰余が生 じた燭

台、 保険会社か ら運営組織に返還される仕組みを
導入。

･ 返還される熱余金に 、 運用利息は含まれな し、 。
･ 剰余金返還の最低水準と して補償対象者数推計
の下限値であ る 300人を設定。

208 .8 224.9 239 .O 259 .1

付加保険料 (事務経費) ( B )

評価機構

保険会社

‐ 物件費

人件費

制度変動 リ ス ク
対策費

43 .8

(13 .9%)

42 .2

(13.0%)

37.6

(u.8明り

37.3

(11 .9翳り

26.9

(8 .6% )

評価機構
9.9

(3 .1% )

9 .O

(2 .8%)

7.4

(2 .3明り

7.5

(2.4%)

7.5

(2 ‐4%)

保険会社

‐ 物件費

33.9

(10 .8%)

33 .2

(10 .3繁り

30 .2

(9.5%)

29 .8

(9 .5%)

19.4

(6.2%)

物件費
10. 1

(3.2%)

1 0 .8

(3 .3% )

8 .7

(2 .7%)

8 .6

(2.8%)

5.3

( 1 .7明り

人件費
8.O

(2.5%)

6.5

(2 .0% )

5 .4

(1 ‐7 {賜り

5 .5

(1 .7%)

4.4

(1 .4%)

制度変動 リ ス ク
対策費

補償対象者数を800人 と 見込んで設定 。

平成25年契約において は、 補償対象者敷を仮に
500人 と して見直 し 。

1 5.8

(5.0%)

1 5 .9

(4.9%)

1 6. 1

(5 .1%)

15.7

(5.○%)

9 .7

(3 . 1 %)

損保決算綴況における支出構成割合
(平威24年度損害保険協会加盟26社計)

産科医療補償制度における支出構成割合自賠責保険における支出構成割合

平成23年度 o ･ 共済計) (平成25年見込み)
各種事務

経費

35.5%

払保険

金

64.5%

各種事務

経費

8‐6%

支払保険

金

75. 3%

… 支払保険

‐ 金 (補償

金)

9 1 , 4%

｢ 日 本損害保険協会 平成24年度損保決算概況にっし ･て｣ より ｢平成25年 1 月 開苺自賠責審議会資料｣より



I 第 “ ･ 回産科医療補償制度運営委員会 (平成 ,. 年 , 月 即 , 開催) 資料 - l 別紙 4 ｣
補償対象 と な る脳性麻痺の基準、 補償水準に関する制度設立時の検討経緯

1 . 与党｢産科医療における無過失補償制度の枠組みにつし 、て｣ (平成 1 8 年 1 1 月 )

《補償の対象者》

｢分娩にかかる 医療事故｣ に よ り 障害等が生 じた患者に対 して救済する こ と 、

補償の対象者は、 ｢通常の妊娠 ･ 分娩に も かかわ らず、 脳性麻痺 と なっ た場

合｣ と す る こ と が示 された。

《補償の額等》

･ 補償額について は ｢保険料額や発生件数等を見込んで適切に設定｣ 、 ｢現段階

では0千万円前後 を想定｣ と された。

2 . 産科医療補償制度調査専門委員会 (平成 1 9 年 8 月 ) および産科医療補償制度運営組

織準備委員会 (平成 20 年 1 月 )

0 枠組みに基づき 、 補償対象 と な る脳性麻痺の基準、 補償水準を含めた具体的な制

度内容について 、 産科医療補償制度調査専門委員会および産科医療補償制度運営

組織準備委員会において検討が行われた。

《補償対象 と な る脳性麻痺の基準》

･ ｢分娩に係る 医療事故｣ と ｢通常の妊娠 ･ 分娩｣ の範囲を中心に 、 具体的な補

償対象 と な る脳性麻痺の基準について調査専門委員会において検討が行われ、

そ の結果を も と に準備委員会で議論 し決定された。

･ ｢通常の妊娠 ･ 分娩｣ について 、 まず脳性麻痺 と なっ た原因が ｢分娩に係る

医療事故｣ と は考え難い妊娠 ･ 分娩の範囲を検討 し 、 それを除いた も のが該

当する と 考えた。 具体的には、 脳性麻痺の リ ス ク が高ま る ため 、 ｢分娩に係 る

医療事故｣ と は考え難い 、 未熟性が原因 と な る脳性麻痺について 、 出生体重

や在胎週数に よ り 判断する基準を定めた。 (一般審査基準 : 出生体重 2, 000g 以

上、 かつ在胎週数 33 週以上)

･ 一方、 未熟児であっ て も ｢分娩に係 る 医療事故｣ に よ り 脳性麻痺 と な る事例

はあ り え 、 出生体重や在胎週数を絶対的な基準 と する こ と は難 しい こ と な ど

か ら 、 基準に近い児については 、 分娩に係る 医療事故に該当する か否か と い

う 観点か ら個別審査の基準を設け る こ と と した。 (個別審査基準 : 在胎週数 28

週以上)

･ 次に 、 脳奇形等先天性の要因 に起因する脳性麻痺や分娩後に生 じた脳性麻痺

等は ｢分娩に係 る 医療事故｣ に よ り 生 じた脳性麻痺 と は考え られないこ と か

ら 、 先天性要因や新生児期の要因について除外基準を定めた。

･ 重症度については 、 特に看護 ･ 介護の必要性が高い重症者 と し 、 そ の範囲を

身障 1 級お よび 2 級相 当 と した。

1 6



《補償水準》

･ 準備委員会において 、 具体的な補償金額は、 看護 ･ 介護費用 の実態及び本制

度の補償の対象者見込み数や保険料額、 事務経費等を総合的に勘案 し検討す

る こ と と した。

｢具体的な補償水準は、 児の看護 ･ 介護に必要 と な る 費用 、 特別児童扶養手

当 ･ 障害児福祉手当等の福祉施策、 類似の制度におけ る補償水準※ 1 、 更 には

安定的な制度運営、 財源の問題等を総合的に考慮 した う えで 、 本制度の 目 的

に照 ら して効果的 と 認め られる程度※2 の も の｣ と した。

※ 1 自 動車損害賠償責任保険の支払限度額 (最高 4, 000 万円 ) 等

※2 目 的について 、 準備委員会委員長は 、 第 1 2 回準備委員会で ｢ 目 的 、 これは看護 ･

介護の経済的負担の軽減 と 紛争防止 と 早期解決 と い う 目 的だろ う と 思いますけ

れ ど も 、 こ う い う ｢ 目 的に照 ら しま して 、 必要に して十分な額で効果的な も の ｣

と い う こ と にな る んではないか と 思 う (後略) ｣ と 説明。

･ ま た 、 ｢具体的な補償金額は、 上述の よ う な こ と を念頭において商品の収支に

ついての専門的検討の う え に立っ て設定 さ れなければな ら ない｣ た め 、 準備

委員会において は具体的な補償額を決定 しなかっ たが、 おお よ その グ ラ ン ド

デザイ ン と して 、 看護 ･ 介護を行 う ための基盤整備のための準備一時金 と し

て数百万円 、 補償分割金 と して総額 2 千万円程度を 目 処に 20 年分割※3 に して

支給する こ と を示 した。

※3 児の生涯に渡 り 補償すべき と の意見 も あっ たが 、 実務的な観点 、 特別児童扶養

手当 ･ 障害児福祉手当等の福祉施策内容および特に養育の観点での支援が必要 と

の観点か ら 、 20 年間の分割払 と なっ た。

3 . 具体的な補償額の決定

○ 準備委員会報告書を踏ま え厚生労働省において検討され、 補償対象者数や掛金の

水準等も考慮の上で、 準備一時金 と して 600 万 円 、 補償分割金 と して総額 2, 40 0

万円 、 合計 3 , 00 0 万円 と する こ と と された。

以 上
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《参考 与党枠組み 、 医学的調査報告書、 準備委員会報告書にお ける関連箇所》

｢産科医療にお け る 無過失補償制度の枠組みに つ いて ｣ よ り 抜粋

<趣旨 >

安心 して産科医療を受け られる環境整備の一環 と して 、 1 ) 分娩に係 る 医療事故に よ り 障害

等が生 じた患者に対 して救済 し、 2 ) 紛争の早期解決を図る と と も に 、 3 ) 事故原因の分析を

通 して産科医療の質の向上を図 る仕組みを創設。

<補償の対象者>

･ 補償の対象は 、 通常の妊娠 ･ 分娩にかかわ らず、 脳性麻痺 と な っ た場合 と する 。 なお、 通常

の分娩の定義や障害の程度、 対象者の発生件数の調査な ど制度の詳細な仕組みについては、

事務的に検討。

<補償の額等 >

･ 補償額については、 保険料額や発生件数等を見込んで適切に設定。 現段階では0千万円前後

を想定。

｢産科医療補償制度設計に係る 医学的調査報告書｣ よ り 抜粋

1 ) 本制度におけ る ｢通常の妊娠 ･ 分娩｣ の考え方

検討の前提であ る枠組みにおいて 、 その趣旨は、 ｢分娩時の医療事故 (参考) では 、 過失の有

無の判断が困難な場合が多 く 、 裁判で争われる傾向があ り 、 こ の よ う な紛争が多い こ と が産科医

不足の理由 のひ と つ。 こ のため 、 安心 して産科医療を受け られる環境整備の一環 と して 、 ①分娩

に係 る 医療事故に よ り 障害等が生 じた患者に対 して救済 し 、 ②紛争の早期解決を図る と と も に 、

③事故原因の分析を通 して産科医療の質の向上を図 る仕組みを創設する 。 ｣ であ り 、 さ ら に 、 補

償の対象は、 ｢通常の妊娠 ･ 分娩に も かかわ らず、 脳性麻痺 と な っ た場合 と する 。 ｣ と 示 さ れてい

る 。 したがっ て 、 本報告書を取 り ま と め る にあた り 、 ｢分娩に係 る 医療事故｣ と ｢通常の妊娠 ･

分娩｣ の 2 点を念頭に置いて検討する こ と と した。

そ こ で、 本制度におけ る ｢通常の妊娠 ･ 分娩｣ について 、 まず脳性麻痺 と な っ た原因が ｢分娩

に係る 医療事故｣ と は考え難い妊娠 ･ 分娩の範囲を検討 し 、 それを除いた も のが該当する と 考え

た。 具体的には、 脳性麻痺の リ ス ク が高ま る ため 、 ｢分娩に係る 医療事故｣ と は考え難い 、 未熟

性が原因 と なる脳性麻痺について 、 調査結果に基づき 、 出生体重や在胎週数に よ り 判断する 基準

(以下 ｢未熟性の基準｣ と い う 。 ) について検討 した。

一方で 、 未熟児であっ て も 、 ｢分娩に係る 医療事故｣ に よ り 脳性麻痺と な る事例があ り う る こ

と か ら 、 未熟性が原因で脳性麻痺 と なっ た児を ｢通常の妊娠 ･ 分娩｣ か ら除外する と い う 考え方

に反対の意見が あっ た。 また 、 出生体重や在川合週数に よ る 基準を設定する こ と は適当 ではない と

い う 意見も あ っ た。

次に 、 脳奇形等先天性の要因に起因する 自営性麻痺や分娩後に生 じた脳性麻痺等は ｢分娩に係る

医療事故｣ に よ り 生 じた脳性麻痺 と は考え られないこ と か ら 、 除外基準について検討した。
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｢産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書｣ よ り 抜粋

①出生体重 ･ 在胎週数に よ る 基準

一定の出生体重や在胎週数に よ っ て 、 分娩に係 る 医療事故に起因する こ と と は考え難い、 未

熟性によ る脳性麻痺の発生率が大き く 低下する こ と に着 目 し 、 原則 と して-定の出生体重や在

胎週数の数値以上の場合は ｢通常の分娩｣ と 整理 し、 こ の通常の分娩に も かかわ らず脳性麻痺

と なっ た場合に対象 と する も のであ る 。 一定の数値について は調査報告書を も と に 出生体重

2, 000 g 以上、 かつ在胎週数 33 週以上 と する こ と が適当 であ る 。

②個別審査

臓器 ･ 生理機能等の発達が未熟なために、 医療を行っ て も脳性麻痺 と な る リ ス ク を回避でき

る可能性が医学的に極めて少ない児については、 分娩に係る 医療事故に該当する と はおよそ考

え難い こ と か ら 、 原則 と して個別審査の対象 と しない。 こ の よ う な児 と は、 具体的に 、 在胎週

数 28 週未満の児 と 考え られる 。 以上 よ り 、 原則 と して個別審査に よ り 補償の対象 と な る児 と

は 、 在胎週数 28 週以上であっ て 、 以下のア . イ . の いずれかの場合に該当する 児 と する 。 (以

下略)

③重症度

本制度は、 分娩に係る 医療事故に よ り 脳性麻痺 と な っ た児およびその家族の経済的負担の速や

かの補償を 目 的のひ と つ と している ため 、 補償の対象の範囲は、 特に看護 ･ 介護の必要性が高い

重症者 と する 。 ･ 補償対象 と する重症者の重症度は 、 具体的には身障 1 級およ び 2 級相当 と する こ

と が適当 であ る 。

④除外基準

分娩に係る 医療事故に該当 する と は考え難い、 出生前お よび出生後の要因 に よ っ て脳性麻痺 と

なっ た場合に関 しては 、 除外基準 と してあ らか じめ補償の対象か ら除外する 。

ア . 先天性要因 (以下略)

イ . 新生児期の要因 (以下略)

｢産科医療補償制度設計に係 る医学的調査報告書｣ よ り 抜粋

表 3 出生体重別脳性麻痺患者数

當山調査者 小寺澤調査者
出生体重 出生数 (注 1 )

発生率 (注 2 ) 推計 発生率 推計

‐999 3 1 1 5 120 . 9 380 2 1 2 . 8 660

1000‐ 1 499 5082 1 08 . 5 550 98 . 0 500

1 500- 1 999 1353 1 34. 4 470 30 . 2 4 10

2000-2499 79544 2 . 6 2 10 6 . 9 550

2500一 96 1 080 0 . 5 480 0 . 8 770

1 062352 2090 2890

(注 1 ) 厚生労働省 ｢平成 1 7 年 人 口 動態統計｣ に よ る 。 出生体重が不詳の者を除 く 。

(注 2 ) 生存数 (総出生数-早期新生児死亡数) に基づいて算出。

1 9



表 4 在胎週数別脳性麻痺患者数

當山調査者 小寺澤調査者
在胎週数 出生数 (注)

発生率 推計 発生率 推計

-27

28‐3 1

32‐36

2667

5 1 39

525 7 1

1 00 1 7 1 6

1 062093

1 27 . O

1 1 9 . O

340

6 1 0

1 87 . 5

1 42 . 9

500

730

7 . 2 380 9 . 9 520

0 . 5 500 1 . 0 1 00037‐ 00 1 7 6 0 . 00 . 0

1830 275 0

(注) 厚生労働省 ｢平成 1 7 年 人 口 動態統計｣ に よ る 。 在胎週数が不詳の者を除 く 。

｢産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書｣ よ り 抜粋

具体的な補償水準は、 児の看護 ･ 介護に必要 と な る費用 、 特別児童扶養手当 ･ 障害児福祉手

当等の福祉施策、 類似の制度におけ る補償水準、 更には安定的な制度運営 、 財源の問題等を総

合的に考慮 した う えで 、 本制度の 日 的に照 ら して効果的 と 認め られる程度の も のに設定する必

要があ る 。 ( 中略)

具体的な補償金額は、 上述の よ う な こ と を念頭において商品の収支についての専門的検討の

う えに立っ て設定 されなければな ら ないが 、 おお よ そのグラ ン ドデザイ ンは以下の と お り と 考

え る 。

看護 ･ 介護を行 う ための基盤整備のための準備一時金 と して数百万円 を対象認定時に支給す

る 。 分割金について は総額 2 千万円程度を 目 処 と し 、 こ れを 2 0 年分割に して原則 と して生

存 ･ 死亡を問わず定期的に支給する 。

( 中略)

こ う した制度を賄 う 保険料については、 対象 と なる児の数、 補償額、 分娩機関の本制度への

加入率な どについて精査 して給付費を算出 し 、 これに所要の事務処理経費を加 えて総所要金額

を算定 し 、 こ の金額を賄 う に足る一件あた り の保険料額が設定さ れる 。

現状では、 こ の収支見込みを行 う に当た っ て必要なデータ が決定的に不足 している状況にあ

り 、 収支の算定には思わぬ リ ス ク も介在 してい る 。

したがっ て 、 本制度の持続的 、 安定的な運営を図ってい く ためには、 当面は若干余裕を持っ

た保険料額を設定する こ と もやむを得ないが 、 医療保険料を原資 と する こ と が想定されている

制度であっ て 、 過大な負担を求め るべき でない。
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; 第 2 5 回産科医療補償制度運営委員会 (平成 25 年 10 月 1 6 日 開催)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -錘付議凄絶江 別紙 6 ー
2 ) 補償対象 と な る脳性麻痺の基準につ いて

( 1 ) 議論の進め方 (前回の運営委員会で提示 した進め方の確認)

○ 補償対象 と な る脳性麻痺の基準の見直 しの検討に あたっ て は 、 制度設立時の

検討経緯を踏ま え制度の趣旨の範囲内で議論を行 う 必要があ り 、 主に以下の観

点で検討を行 う こ と を前回の運営委員会 (本年 9 月 20 日 開催) で確認した。

① 制度運営の中で明 ら かになっ た課題の改善

② 医学的に不合理な点の是正

⑧ 新たに得 られたデータ に も と づ く 適正化

○ また 、 前回の運営委員会において整理 した補償対象 と な る脳性麻痺の基準の

見直 しに係 る 主な ご意見について 、 まずは 、 制度の趣旨の範囲 と して今回検討

を行 う べき課題であ る か否かを整理 した上で、 見直す上で必要な医学的根拠等

を踏ま えなが ら具体的な検討を進め る こ と と した。

○ こ のた め 、 補償対象 と な る脳性麻痺の基準の見直 しの検討にあたっ て は 、 ま

ずは主な ご意見について制度の趣旨の範囲内の論点であ る か否かを整理する 。

その上で、 議論におけ る該当項 目 ご と に 、 制度設立時の検討経緯、 お よ び見直

しに係 る 医学的根拠を踏ま え議論を行 う こ と とする 。

( 2 ) 制度の趣旨の範囲

○ 制度の趣旨について 、 本制度の創設時に 自 民党 ･ 医療紛争処理のあ り 方検討

会において示 さ れた ｢産科医療における無過失補償制度の枠組みについて ｣ (平

成 18 年 11 月 29 日 ) (以下、 ｢与党枠組み｣ と い う ) において 、 以下の と お り と

されてい る 。

｢産科医療におけ る無過失補償制度の枠組みについて ｣ (関連箇所抜粋)

1 趣旨

○ 分娩時の医療事故では 、 過失の有無の判断が困難な場合が多 く 、 裁判で争われ

る傾向 にあ り 、 こ の よ う な紛争が多い こ と が産科医不足の理由 の一つ。

○ こ のため 、 安心 して産科医療を受け られる環境整備の一環 と して 、

1 ) 分娩に係 る 医療事故に よ り 障害等が生 じた患者に対 して救済 し 、

2) 紛争の早期解決を図 る と と も に 、

3 ) 事故原因の分析を通 して産科医療の質の向上を図 る仕組みを創設。
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5 補償の対象者

○ 補償の対象は 、 通常の妊娠 ･ 分娩に も かかわ らず、 脳性麻痺 と な っ た場合 と す

る 。 なお 、 通常の分娩の定義や障害の程度、 対象者の発生件数の調査な ど制度の

詳細な仕組みについて は 、 事務的に検討。

○ また 、 ｢産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書｣ (平成 20 年 1 月 23 日 )

(以下、 ｢準備委員会報告書｣ と い う ) においては、 本制度に関する基本的な考

え方 と して 、 本制度の 目 的について以下の と お り ま と め られてい る 。

｢産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書｣ (R3 よ り 抜粋)

本制度は 、 分娩に係 る医療事故 (過誤を伴 う 事故お よび過誤を伴わない事故の両方

を含む。 以下同 じ。 ) に よ り 脳性麻痺 と な っ た児お よびその家族の経済的負担を速やか

に補償する と と も に 、 事故原因の分析を行い 、 将来の同種事例の防止に資する情報を

提供する こ と な どに よ り 、 紛争の防止 ･ 早期解決お よび産科医療の質の向上を図 る こ

と を 目 的 と する 。

○ こ の よ う をこ 、 本制度は 、 産科医不足等を背景に 、 ｢通常の妊娠 ･ 分娩に関わ ら

ず｣ ｢分娩に係る 医療事故｣ に よ り 脳性麻痺 と なっ た場合に補償 と 原因分析を行

う こ と を趣旨 と して創設 された も の と整理する こ と が適当 と 考え られる 。

○ 今般の補償対象 と な る脳性麻痺の基準の見直 しは制度の趣旨の範囲内で検討

する こ と と している ため 、 趣旨その も のの見直 しに係 る議論に相 当する と 考え

られる 以下の論点については議論の対象 と せず、 将来的な検討課題 とする 。

【制度の趣旨の範囲外のため 、 今般の補償対象 と な る 脳性麻痺の基準の見直 uこ

お い て議論の対象 と し な い論点】

■ 個別審査における低酸素状況に係る要件を撤廃する か否か

( ご意見)

･ 在胎週数 22 週以上で低酸素状況の所見を問わない と しては ど う か。

･ 在胎週数、 出生体重の基準を撤廃 しては ど う か。

(議論の対象 と し ない理由等)

･ 個別審査におけ る低酸素状況に係る要件 (臍帯動脈血ガス値、 胎児心拍数

モニタ ーにおけ る所定の所見) は 、 一般審査の対象者まな ら ない児であ っ

て も ｢分娩に係る 医療事故｣ に該当する場合に限 り 補償対象 と する ための

要件であ り 、 これを撤廃する こ と は ｢分娩に係 る 医療事故｣ に該当 しな い

場合も補償する こ と を意味 し 、 趣旨か ら逸脱する ため。

･ 一方、 個別審査における ｢分娩に係る 医療事故｣ を判断する 基準や、 在胎
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週数の基準 (在胎週数 28 週以上) の見直 しの要否については 、 ｢分娩に係

る 医療事故｣ に該当する場合を補償する現行の枠組みの中での基準に係 る

議論であ り 、 議論の対象 と する 。

■ 腕神経叢麻痺等の類似の障害を補償対象 と する か否か

( ご意見)

･ 分娩麻痺 も補償対象 と しては ど う か。

(議論の対象 と しない理由等)

･ 分娩時の牽引 等に よ り 生 じた腕神経叢麻痺等は障害の状態は脳性麻痺 と

類似 してい る も のの 、 本制度は与党枠組みにおいて脳性麻痺に対象を限定

してい る ため。

○ また 、 補償対象 と な る脳性麻痺の基準に係る ご意見 と して 、 ｢在宅介護を補償

の条件 と する こ と ｣ お よ び ｢補償申 請 日 時点で生存 してい る こ と を補償の条件

と する こ と ｣ と の ご意見があっ たが 、 いずれも補償水準お よ び支払方式の見直

しについて議論する際に検討する こ と と する 。

( 3 ) 議論にお ける該当項 目 ごと の検討

○ 前回の運営委員会において整理 した主な ご意見について 、 補償対象 と な る脳

性麻痺の基準に関する考え方に沿っ て 、 改めて区分を行った。

検討に際 しては 、 以下の項 目 ご と に論点を整理 し 、 制度設立時の検討経緯、

お よび見直 しに係 る 医学的根拠等を踏ま え 、 基準の見直 しに係る議論を行 う 。
お

/
~

A : ｢未熟性に よ る脳性麻痺｣ の基準

B : ｢未熟性に よ る脳性麻痺｣ の う ち ｢分娩に係る 医療事故｣ の基準

C : 除外基準

D : 重症度の基準

E : その他の基準

o なお、 各ご意見の該当項 目 は 、 瞳国司の と お り であ る 。 ま た 、 それぞれの ご
意見に も と づ き 見直 しを行っ た場合の制度設計に係 る補償対象者数の増減数に

ついて も参考情報 と して併記 している 。

隨霊注n 補償対象 と な る脳性麻痺の基準の見直 しに係 る これま での主な意見 と
議論におけ る該当項 目

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: ※医療保険部会の別紙 5
　
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 - - J
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A . - - ｢未熟性によ る脳性麻痺｣ - の基準

a . 現状

○ 在胎週数 33 週以上かつ出生体重 2 ,ooo g 以上の場合が補償対象

b . 制度設立時の検討経緯 ･ 根拠

○ 与党枠組みにおいては、 ｢分娩にかかる 医療事故｣ に よ り 障害等が生 じた患

者に対 して救済する こ と 、 補償の対象者は、 ｢通常の妊娠 ･ 分娩に も かかわ ら

ず、 脳性麻痺 と なっ た場合｣ と する こ と が示 された。

○ 創設時の ｢産科医療補償制度調査専門委員会｣ (以下、 ｢調査専門委員会｣

と い う ) において 、 ｢通常の妊娠 ･ 分娩｣ について 、 まず脳性麻痺 と なった原

因が ｢分娩に係 る 医療事故｣ と は考え難い妊娠 ･ 分娩の範囲 を検討 し 、 それ

を除いた も のが該当する と 考えた 。 具体的には 、 成熟児 と 未熟児 と の間で脳

性麻痺の リ ス ク は大き く 異な っ てお り 、 出生体重 1,800 g ~2, 000 g 未満、 在

胎週数 32 週~33 週未満では脳性麻痺児の数が多 く 、 かつ未熟を性が原因 と 考

え られる児が多い傾向が認め られた こ と か ら 、 ｢分娩に係る 医療事故｣ と は考

え難い 、 未熟性が原因 と な る脳性麻痺について 、 出生体重や在胎週数に よ り

判断する基準を定めた。

○ 具体的な出生体重や在胎週数の基準の検討にあたっ ては 、 在胎週数の基準

を 33 週 と する案 と 32 週 と する案 、 出生体重の基準を 2,ooo g と する案 と

1 , 800 g と する案、 両者の関係を ｢かつ｣ と す る案 と ｢ま たは｣ とする案等が

示 され、 ｢出生体重 2,ooog 以上、 かつ在胎週数 33 週以上｣ と された。

跨國回 ｢未熟盤は る脳性麻痺｣ の基鱈こ係る制度設立時の検討経緯

; ※添付省略

c . 現行の基準の課題 と 、 見直 しの必要性に関する 医学的根拠等

ゆ 未熟性と 脳性麻痺の関係-
【現行基準の課題】

･ 制度設立時には 、 沖縄県および姫路市のデータ (沖縄県 ; 1998 年~200 1

年 、 姫路市 ; 1993 年~ 1997 年) を も と に 、 出生体重 1,800 g ~2, ooo g 、

在胎週数 32 週~33 週を超え る と脳性麻痺の発生率が大き く 低下する こ

と に着 目 し 、 在胎週数 33 週以上かつ出生体重 2,000 g 以上を ｢通常の分

娩｣ と 整理 した。

･ 一方、 今般の医学的調査専門委員会報告書における沖縄県の新たなデー

タ (2002 年~2009 年を新たに追加) に よ る と 、 2000 年以降は在胎週数
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28 週か ら 3 1 週におけ る脳性麻痺の発生率が著 し く 減少 してい る 。

こ のため 、 ｢通常の妊娠 ･ 分娩｣ についての再整理の要否を検討する必

要がある 。

【見直 し の必要性に関する 医学的根拠等】

跨国司 在胎週数 ‐ 出生体重別｣の脳性麻痺発生率の推移
r - ‐ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: ※医療保険部会の別紙 6 -資料 3
　

ゆ ｢未熟性に よ る脳性麻痺｣ の定義I
【現行基準の課題】

･ 制度設立時には 、 呼吸窮迫症候群 (RDS) 、 頭蓋内出血、 脳室周囲 白質

軟化症 (PVL) を認めた事例について 、 出生体重や在胎週数を勘案 し

た も の を ｢未熟性に よ る脳性麻痺｣ と 整理していた。

･ 近年の周産期医療の進歩に よ り 在胎週数 28 週か ら 3 1 週におけ る脳性

麻痺の発生率が著 し く 減少 している 中 、 こ の週数の間に出生する児は

未熟性に よ り 脳性麻痺を生 じ る 蓋然性が高い と は言えな く な っ て き て

お り 、 呼吸窮迫症候群 (RDS) 、 頭蓋内出血、 脳室周 囲 白質軟化症 (PVL)

について 、 現在の医療の状況等に照 ら し改めて整理する必要があ る 。

◎ 在胎週数 . 出生体重の基準I
【現行基準の課題】

･ 脳性麻痺の発生は、 出生体重よ り も在胎期間に よ り 強 く 関与 している 。

･ 在胎週数 28 週か ら 3 1 週におけ る脳性麻痺の発生率の減少か ら 、 在胎

週数の基準 と して 、 33 週は必ず し も適当 ではない。

･ 多胎分娩の場合、 一児の出生体重が小 さ く な る傾向 にある ため 、 現行の

出生体重の基準を適用する と 、 単胎の場合 と 比べ不公平が生 じている 。

【見直 し の必要性に関する 医学的根拠等】

匿理回 在胎週数 ･ 出生体重の基準について

: ※添付省略
　

B,仁未熟性によ る脳性麻痺｣ - のうち ｢分娩に係る医療事故｣ の基準

a . 現状

○ 一般審査に該当せず在胎週数 28 週以上で、 以下のいずれかの条件を満たす

場合
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1 . 臍帯動脈血ガス分析の pH 値が 7 . 1 未満

2 . 胎児心拍数モニ タ ーにて低酸素状況にあっ た こ と を示す所定の胎児心拍

数パ タ ーンお よび基線細変動の消失が認め られる

b . 制度設立時の検討経緯 ･ 根拠

○ 出生体重や在胎週数の基準よ り 小 さ い児であっ て も ｢分娩に係る 医療事故｣

に よ り 脳性麻痺 と な る事例はあ り え 、 出生体重や在胎週数を絶対的な基準 と

する こ と は難 しい こ と な どか ら 、 基準に近い児については 、 分娩に係 る 医療

事故に該当する か否か と い う 観点か ら個別審査の基準を設け る こ と と した。

○ 具 体 的 に は 、 米 国 産婦人科 学会 が 取 り ま と め た 報告書 ｢ Neonata1

回ncepha1opathy and Cerebra1 Palsy｣ (邦題 : 脳性麻痺 と 新生児脳症) にお

ける ｢脳性麻痺を起こすのに十分なほ どの急性の分娩中の出来事を定義する

診断基準｣ を参考に 、 上記の基準が設定 さ れた。

○ ただ し 、 在胎週数 28 週未満の児については、 臓器 ･ 生理機能等の発達が未

熟なために 、 医療を行っ て も脳性麻痺 と な る リ ス ク を回避でき る可能性が医

学的に極めて少な く 、 ｢分娩に係る 医療事故｣ と は考え難いこ と か ら 、 個別審

査の対象 と しない こ と と した。

c . 現行の基準の課題 と 、 見直 し の必要性に関する 医学的根拠等

ゆ 在胎週数 28 週未満の取扱いI
【現行基準の課題】

･ 在胎週数 28 週未満であっ て も 、 そ の全てが ｢未熟性によ る脳性麻痺｣

ではな く 、 ｢分娩に係る 医療事故｣ に よ る場合、 すなわち未熟性によ る

影響を上回 り 低酸素の影響が大き い場合が存在する が 、 そ の よ う な場

合であって も補償対象 と な らず、 個別審査の対象 と な ってい る 28 週以

上の場合 と 比べ不公平感がある 。

【見直 し の必要性に関する 医学的根拠等】

匿国司 個別審査基準について

; ※添付省略

@ 個別審査の基準I
【現行基準の課題】

･ 分娩中の低酸素状況を示す指標 と して臍帯動脈血ガス値、 お よび胎児

心拍数モニ ター上の所定の所見に限定 してお り 、 それ ら は母体や胎児、

新生児の救命等の緊急性等に よ っ ては必ず し も 常に取得される も ので
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はない こ と 、 お よび低酸素状況にあ り なが ら 、 所定の胎児心拍数パタ

ーンを示 さ ない事例等があ る こ と か ら 、 指標 と して必ず し も必要十分

でない。

【見直 し の必要性に関する 医学的根拠等】

恆国司 個別審査基準 “こっいて
r 『 , - - - - - - - -

: ※添付省略
　

C . 除外基準

a 。 現状

0 児の先天性要因 (両側性の広範な脳奇形、 染色体異常、 遺伝子異常、 先天

性代謝異常ま たは先天異常) に よ る脳性麻痺は、 補償対象外。

0 児の新生児期の要因 (分娩後の感染症等沸こ よ る脳性麻痺は、 補償対象外。

b . 制度設立時の検討経緯 ･ 根拠

○ 脳奇形等の先天性要因お よ び児の新生児期の要因 に起因す る 脳性麻痺は

｢分娩に係 る 医療事故｣ に よ り 生 じた脳性麻痺 と は考え られない こ と か ら 、

先天性要因や新生児期の要因について除外基準を定めた。

c . 現行の基準の課題 と 、 対応案

@ 先天性要因 ･ 新生児期の要因I
【現行基準の課題】

｢先天性要因 ｣ や ｢新生児期の要因｣ の表現が示す範囲が必ず し も 明確

で3な し 、。

ま た 、 児の先天性要因や新生児期の要因に相当する疾患等があっ て も 、

ま たは疑われていて も 、 そ の疾患等が重度の運動障害の主な原因であ る

こ と が 明 ら かでない場合は除外基準に該当せず、 補償対象 と な る が 、 こ

の こ と についての周知が必ず し も十分でない。

【対応案】

･ 現行の基準の変更に係る課題ではないため 、 運営委員会においては議論

を行わず、 審査委員会等において実務的に検討 し 、 そ の結果を踏ま えて

事務局において必要な周知等を行 う 。
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D . 重症度の基準

a . 現状

○ 身体障害者障害程度等級 1 級ま たは 2 級に相当する重度脳性麻痺が補償対

象

※ ｢下肢 ･ 体幹｣ と ｢上肢｣ に分けて 、 それぞれの障害の程度に よ っ て基準

を満たすか否かを判定

b . 制度設立時の検討経緯 ･ 根拠

○ 与党枠組みにおいては 、 障害の程度については具体的な指針等は示 されず、

｢事務的に検討｣ と された。

○ 準備委員会において 、 特に看護 ･ 介護の必要性が高い重症者を補償の対象

と するべき と さ れ、 そ の具体的な範囲については 、 調査専門委員会において 、

｢将来的に も独歩が不可能で 日 常生活に車椅子を必要 と する ｣ 児 と 考え る こ

と 、 ま たその範囲は概ね身体障害者障害程度等級 1 級 ･ 2 級に相 当する と さ

れた。

○ その後 、 具体的な診断基準お よ び診断書について検討を行っ た ｢産科医療

補償制度に係る診断基準作成に係 る検討会｣ において、 ｢下肢 ･ 体幹｣ と ｢上

肢｣ に分けて判定を行 う こ と 、 等級の合算は行わない こ と な どが実務的に検

討、 決定 された。

c . 現行の基準の課題と 、 見直 し の必要性に関する 医学的根拠等

ゆ 障害程度等級の合算の取扱いI
【現行基準の課題】

･ ｢下肢 ･ 体幹｣ と ｢上肢｣ をそれぞれ別に障害の程度を評価 し 、 障害程

度等級の合算を行わないため 、 運動障害の程度は単独での障害 よ り も 大

き く な る場合であっ て も補償対象 と な ら ない。

･ 例えば嚥下障害は 3 級以下の級別である が 、 運動障害を合併 している場

合に、 保護者の看護 ･ 介護負担はむ しろ重 く な る場合があ る も のの 、 補

償対象 と な ら ない。

【対応案】

･ 現行の基準は身体障害者障害程度等級 1 級ま たは 2 級相 当 であ り 、 上記

課題はこ の基準の変更を伴わないため 、 運営委員会においては議論を行

わず、 審査委員会等において実務的に検討する 。

29



E . “その他 ‐ 補償申請期間

a . 現状

○ 補償申請期間は 、 児の生後 1 歳か ら 5 歳の誕生 日 ま で。 ただ し 、 極めて重

症で診断が可能な場合は生後 6 ヶ 月 か ら 申請が可能 と してい る 。

b . 制度設立時の検討経緯 ･ 根拠

○ 調査専門委員会において 、 重度の脳性麻痺の診断が可能 と な る 時期 につい

て検討が行われ、 その結果を踏ま え 、 上記の と お り 整理 された。

c . 現行の基準の課題 と 、 見直 し の必要性に関する 医学的根拠等

ゆ 重度脳性麻痺の診断が可能と な る 時期I
【現行基準の課題】

･ 制度創設時には 、 生後 6 ヶ 月 程度が経たない と 、 重度脳性麻痺であ る と

の診断が困難であ る と 想定 さ れていたが 、 頭部画像診断の精緻化等に よ

り 、 現在では特に重症度の高いケース において は生後 3 ヶ 月 程度か ら診

断が可能 と されてい る 。

【見直 し の必要性に関す る 医学的根拠等】

匿理回 ｢生後 6 ヶ 月 未満こお 0ナ る重度脳性麻痺の診断｣ にかかる後方視的調
査の結果について

: ※添付省略
　

ヒ ヤ リ ング

岡 明 氏

東京大学大学院医学系研究科医学部小児科 教授

産科医療補償制度 審査委員会、 医学的調査専門委員会 委員

誣回 岡参考人提出資料

: ※医療保険部会の別紙 7
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楠田 聡 氏

東京女子医科大学母子総合医療セ ンタ ー 教授

産科医療補償制度 審査委員会、 原因分析委員会お よ び医学的調査専門

委員会 委員

匪國到 楠田参考人提出資料

: ※添付省略
　

田村 正徳 氏

日 本周産期 ･ 新生児医学会 理事長

埼玉医科大学総合医療セ ンター小児科学 教授

産科医療補償制度 再発防止委員会 委員

匿国司 田村参考人提出資料

: ※添付省略
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産科医療補償制度 検討資料

平成25年10月 16 日 産科医療補償制度運営委員会

ヒアリング資料

作成

東京大学大学院医学系研究科

(産科医療補償制度医学的調査専門委員会委員 )

岡 明

本制度設計時の早産児での脳性麻痺の

発生頻度と ｢未熟性｣の区分の考え方



平成19年 産科医療補償制度の制度設計時

33週以下の早産児での脳性麻痺の頻度が高率

･ 産科医療補償制度は1998年から2001年の脳性麻痺の発生

率等の資料を元に制度設計された。

設計当時の在胎週数別脳性麻痺発生率 (出生 1 000人対 )
(産科医療補償制度設計に係る医学的調査報告書 平成1 9年8月 )

占 . - I . - . l l- - ･ ･n ･L 1 一重 - - - -聖 - -一 -- 一
二 - - 一 二- -ニニ 27週… - - 127 .0 三一 三 一一二 二 言. 一三, 1875 - - - 二

28週 3 1週 119 .0 142 . 9

平成↑ 9年の本制度調査専門委員会の医学的調査では、 33週以下の早産低

出生体重児として出生した児1 000人に対し脳性麻痺は ↑ 00人以上 ( 1 0%以

上) と高頻度

早産児での脳性麻痺の内訳は脳室周囲 白質軟化症 ( Pe rive nt ricu l a r Leu koma l a i ca :

pVL) によるものが主で、 小寺澤調査者は32週未満の早産児24名 の内 20名 がpVLと

報告している 。

平成19年 産科医療補償制度の制度設計時

33週以下の早産児での脳性麻痺の頻度が高率

設計当時の在胎週数別脳性麻痺発生率 (出生 1 000人対 )
(産科医療補償制度設計に係る医学的調査報告書 平成1 9年8月 )

占 . - I . - . l l- - ･ ･n ･L 1 一重 - - - -聖 - -一 -- 一
二 三 ニー --二 27週 - - - - - 127 .O ÷一 三 -一二 三 - - 一言一 二 1875 - - - 二

28週 3 1週 119 .0 142 . 9

平成↑ 9年の本制度調査専門委員会の医学的調査では、 33週以下の早産低

出生体重児として出生した児1 000人に対し脳性麻痺は ↑ 00人以上 ( 1 0%以

上) と高頻度

早産児での脳性麻痺の内訳は脳室周囲 白質軟化症 ( Pe rive nt ricu l a r Leu koma l a i ca :

pVL) によるものが主で、 小寺澤調査者は32週未満の早産児24名 の内 20名 がpVLと

報告している 。

平成19年 産科医療補償制度設計時

33週以下の早産児の脳性麻痺の頻度が高いことを以て

｢未熟性による ｣脳性麻痺として分類して作業

I 平成↑ 9年本制度調査専門委員会 補償対象を検討 -
● 当 時の早産低出生体重児での

脳性麻痺を調査 ●33週未満という区分を作成
●胎生33週未満での高い発生率 JL ●こうした早産低出生体重児の脳
に基づいて 、 ｢調査結果より成熟 障害は ｢未熟性｣に伴うものと分

児と未熟児との間で脳性麻痺の ｢r字 類して補償対象の検討作業を
リスクは大きく異なって｣いると報 行った。

告

ただし、 医学的に ｢ ｢未熟性による脳障害｣ という明確な基準はな
く 、 未熟児においても成熟児と同様に 、 低酸素虚血、 出血 、 感染

などが脳障害の原因であ り 、 基本的に同 じ病態である 。 ｣ ｢未熟

児について出生体重や在胎週数によ り基準を設定することは適

当でない｣ ということも委員会報告書では強調されている 。
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= . 本制度運営開始後の早産児での脳性麻痺の

発生頻度の変化 : 脳室周囲 白質軟化症の減少

産科医療補償制度開始後の脳性麻痺の発生状況

沖縄県での脳性麻痺の発生頻度の推移

　

県
医

二在胎週数 一 - -2 7週以下 ナ 28週から31週 き 32週から36週 - - 3 7週以上 中 - -

出生年 CP数 総出生 発生率 CP数 総出生 発生率 CP数 総出生 発生率 CP数 総出生 発生率

1 998から2000 20 1 7 7 1 1 3 . O 45 352 1 2 7.8 23 3258 7 . 1 24 46 642 0. 5

200 1 か ら2003 28 1 82 1 53 . 8 30 347 86 .5 1 8 3086 5 .8 27 46476 0. 6

2004から2006 1 8 1 53 1 1 7 .6 1 6 333 48 .O 1 9 3 1 07 6. 1 30 45453 0 . 7

2007から2009 20 1 67 1 1 9.8 1 4 380 36.8 7 3 1 3 1 2.2 3 1 4648 1 0 .7

発生率ま出生1000人対 も 28週から31週

　　　　　　　
! ‘ ' '

2000年以降は28週から3 1 週の早産児とし

て出生した児の脳性麻痺の発生率は若明

に減少してきたことが、 今回の調査で明らか

となった。



28週から3 1週の早産児が脳性麻痺となる可能性は低下

本剱!鵯認難ぜ ±『＼ 産科医療補償制度医学的調査専門委員会調査
, の調宜対家 ペン

100% …

眺 ･ 圓--騨- - --圓- -
‐事圓- -- - -- - - -- - -鬮開き窮さ,議さ 圓一二
28葬 淺颯 き議灘- ; ‐ ‘榊

1998から2000 2001から2003 2004から2006 2007から2009

圏 Cpなし(%) □ CPあり (%)

●28週以上の早産児のほとんどは脳性麻痺ではなくなってきて し 、る 。

●この週数で出生した児は、 脳障害の蓋然性が高いとは言えなくなってきている 。
ゐ こうした周産期医療状況の変化によ り 、 ｢未熟性｣ によって脳性麻痺になったと

いう説明は適切ではなくなってきている 。

28週から3 1週の早産児が脳性麻痺となる可能性は低下

本制度立ち上げ

時の調査対象

藁讓 騒h
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●28週以上の早産児のほとんどは脳性麻痺ではなくなってきて し 、る 。

●この週数で出生した児は、 脳障害の蓋然性が高いとは言えなくなってきている 。
ゐ こうした周産期医療状況の変化によ り 、 ｢未熟性｣ によって脳性麻痺になったと

いう説明は適切ではなくなってきている 。

背景 : 早産低出生体重児の脳性麻痺の原因であった
pvLは激減している

or辱na1 A比ide Ped i at ri c N e u ro l ogy 47 (20 12 ) 35

PeriventriCular LeukomalaCia is Decreasi口g in Japan

33週未満の早産児でのpVLの発生率 (全国調査、 生存児1000人対 )
160 に
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j 麩 ~ 溌開 圓 き

から3 1週の早産児が脳性麻痺となる可能性

産科医療補償制度医学的調査専門委員本制度立ち上げ

時の調査対象
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DeCrea8ing Inc idence and Sewerity of Cerebra l Pa-Sy m
Prematu rely Bom Ch i ldre n “ Pe御aか 20 カタ59ナ86‐9 7j 。

オランダ ↑ 990年~2005年出生の早産児(34週未満) 全3287人を対象とした単施設後方視研究

制度設計時の ｢未熟性｣要因と周産期医療の現状
脳室周囲軟化症 ( PVL ) について

37

海外でも2000年以降、 早産低出生体重児での脳障害、

特に重症pVLの減少が報告

pVLの発生率の変化 (各期間別 )

1 9904 993 1繋国 ‐ 1 997 篝998一20朝 2002 “2005

約言

圓 重症PVL
□ 中等症PVL
PVLの頻度は次第に減少してきている 。

特に重症PVLの頻度が減少してきている 。

脳室周囲白質軟化症の発生頻度が減少

胎生28週から3 1 週での脳性麻痺の発生頻度が箸明に減少

pVLの診断で脳性麻痺あり

PVLの診断で脳性麻痺なし

PVLの診断を受けても脳性麻痺とは

ならない軽症例の比率が増えてきて

いる 。

我が国で認められている早産児での脳性麻痺の減少傾向は、 国際的な周産期医療の進歩
によるPVLの減少と神経予後の改善と考えられる。

pVLと診断された児の中で脳性麻痺

の 占める割合 (各期間別 )

b-‘1n year

平成1 9年本制度設計時

｢未熟性｣の要因

①頭蓋内出血(主に脳室内出血)

②脳室周囲白質軟化症 (PVL)
③呼吸障害(主に呼吸窮迫症候群RDS )
を考慮
平成1 9年8月 産科医療補償制度調査専門委員会報告書



= - . 頭蓋内出血 (脳室内出血 : ーVH ) と

脳性麻痺の関連について

早産児に見られる脳室内出血の重症度と予後について

Grade I Grade 正
非常に限局した胚 出血は側脳室内に波及
上衣下出血 脳室は拡大していない

継ぎマ

　　 　　　 　 　　 　 　 　 　 　 　
　　 　　 　　 　　　　 　 　　 　　 　　

‐ 総転ぜどキ テ ･ ば嶺華奢←

急性期頭部超音波検査 急性期頭部超音波検査

画像所見も正常

退院前頭部MR I検査 退院前頭部MRI検査

特に異常なし 特に異常なし

重度脳性麻痺の原因とはならない

Grade m Grade nG｢
出血は側脳室内に波及 側脳室内出血に加え
脳室は拡大している 脳実質にも波及

ゞここ

急性期頭部超音波検査 急性期頭部超音波検査

出血後水頭症へ進行する例があ り ( 1 0 一 1 5% )

経過頭部CT検査 経過頭部CT検査

出血後の水頭症を来している 出血後の水頭症と
出血した脳実質部分の障害あり

重症の IVH は脳実質の損傷をきたし

重度脳性麻痺の原因となることがある



早産児での軽症の頭蓋内出血( -VH 1/2 ) は

歩行不能な重度脳性麻痺の原因ではない 1

C転n食証 Data Pred1ct Neurodevelopmental 0utcome Better d1an Head
靱箙sound 血 欧宦eInely Low Bi虻h We1ght I面ants

J Ped iatr 2007 ; 1 5 t500-5

アメリカ National 1nstitute of Ch i ld Health and Human Deve l opment NeonataI Research Network
コホートでの多施設後方視 的研究

1 998~200 1 年に1 000g未満で出生した児 (平均26週土 1 .8週) 、 1 8~22か月 の時点で評価

低出生体重児 (< T O0og) での頭蓋内出血の程度と
独立歩行不可能な児の割合 (%)

ーVHなし IVH 1 IVH 2 lVH 3 lVH4

7 .7% 107% 9 .3% 25 , 1% 42.2%

( 13 08人中 ) (244人中 ) □5 1人中 ) (215人中 ) (145人中 )

早産児での軽症の頭蓋内出血( IVH 1/2 )は
歩行不能な重度脳性麻痺の原因ではない 2

Nett rQdCYdopment al o u t CQmes o f Extremeiy
Low-GesTational‐Age Nem1a t es V刃i th Low!-Grade
Perivenrricular"h1 [raventricular Hemorrhage JAMA Ped iatr . 20 ↑ 3コ 67 :45 ↑

アメリカ National Institute of Chi l d Health and Human Deve lOPr1r1 ent NeonabaI Research Netw。r1↓く

コホートでの多施設前方視 的研究

2006~2008年に胎生27週未満で出生した児1 472人、 1 8~22か月 の時点で評価

頭蓋内出血と神経発達のオツズ比 (95%信頼区間 )27週未満の早産児での頭蓋内出血

の重症度と重症脂性麻痺(GMFcs3

以上) の児の割合 (%)

Al" CP 生 む I ]
GMFC戦 戸戸陣国…中国‐ - !

田圃iiii董 -vH3/4 vs lvHなし
に==] -VH3/4 vs IVH 1/2
[ニコ IVH 1/2 vs lvHなし

軽症頭蓋内出血 ( lvH 乍 /2 ) は脳性麻痺および重度

の脳性麻痺 (GMFCS>2) と関連が認められない。
lvH ↑ /2 (対 IVHなし ) のオッズ比は脳性麻痺↑ . 00(0 . 6 T -1 .64) 、 重症
0.66(0 .32‐139) 。

0
0

0
0

0
0

0
8

6
4

2
唯

一.▲

-V Hなし -VH 1/2 IVH3/4
4% 2% 10%

(1021人) ( 2 70人) Q8 1人)
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｢未熟性｣ の脳障害は ｢未熟性に伴う脆弱性｣ 以外の分娩前お

よび分娩時の状況の要素が関係している

- 未熟 の 障室の 般 ム図 ★ - 分娩前の因子｢未熟性｣ の脳障害の一般概念図 t l
分娩時の因子

　　　　　　　　　　　　　分娩後の因子(分娩状況の彰響大)

L早産児の頭蓋内出血の概念図｣ 分娩前の因子
‐ 生殖補助医療 ･母体出血･胎児仮
死 ･羊腹繊毛膜炎等母体感染症 ･
母体への分娩前ステロイド投与なし

三次施設以外での分娩 (重症脳性　 　　　　　　　　　　　新生児仮死とその蘇生処置 麻痺等)
新生児搬送

分娩後の因子(分娩状況の影響大}
- - 治療を要する低血圧 ･酸血症 ･低酸

# 素症テ 高または低二酸化炭素血症･
‐ゞ ‐ ‐ 重炭酸の投与 ･ 気胸 ･痙攣 ‐

酸 Ment LR, S ou I Js swa iman 'S Ped iat riC
。 - Neu ro logy 5lh Ed p79 Cl i n ica I R iSk

‐ Factors for i l n t raventricu la r Hemorhage
よ り改変

早産児の頭蓋内出血のほとんどは出生後72時間以内に発生し、 約半数以上

は出生後24時間以内に発症する 。 児の脆弱性だけでなく仮死など分娩状況を

含む多くの臨床的なイベントが関連している 。

制度設計時の ｢未熟性｣要因と周産期医療の現状

頭蓋内出血について

平成1 9年本制度設計時

｢未熟性｣の要因

①頭蓋内出血(主に脳室内出血)
②脳室周囲白質軟化症 (PVL)
③呼吸障害(主に呼吸窮迫症候群RDS )
を考慮
平成1 9年8月 産科医療補償制度調査専門委員会報告書

重度脳性麻痺の原因となるのは重症の頭蓋内出血( IVH3/4 )

胎生28週以上では重症の頭蓋内出血 ( IVH3/4 )は極めて稀
そう した例では仮死等の分娩時の状況も発症には関与
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l v . R DS (呼吸窮迫症候群) と脳性麻痺の関係

早産児の頭蓋内出血とRDS L

RDSを含む呼吸障害は脳障害のリスクファク

ターとされてきている
Robertson ･S Te類book of Neonatology 4出 Ed 2005 P乍 1 53:
Fig 4 l . 32 I nteradion of mCto rs i nvol ved i n the genesis of GMH IVHより

周産期医療の進歩によ り RDSは治療管理

が可能とな り脳障害の直接の原因とはみな

されなくなっている

周産期医療の介入による脳障害の予防
(頭蓋内出血の場合)

人工サ｢ファクタント

母体のステロイド投与

人工サーリアクタント

母体のステロイド投与
HFOを含む呼吸器の進歩 HFOを含む呼吸器の進歩

RDSと人工呼吸

高二酸化炭素血症 低血圧と動脈管開存

酸血症 脳血流の変動

血管径鱗ヒ 醐 血管の未熱性
血液凝固異常　 　　

早産児の頭蓋内出血 ( IVH 1

酸血症 脳血流の変動 脳血管超音波とよ-
る評価とi循環管理-=

二 発見と対処 血管径の変化 ‐ 血管の未熟性

↓ 血液凝固異常
早産児の頭蓋内出血 ( -v川 異常の早期

‐ 発見と対処

頭蓋内出血の予防

低血圧と動脈管開存 遊正な血圧管理 - -イン ドメタシン投与

周産期医療の進歩 : RDS治療および循環管理の進歩
RDSが脳障害に関与する リスク因子への介入により予防が行われてし 、る



制度設計時の ｢未熟性｣要因と周産期医療の現状
RDSについて

平成1 9年本制度設計時

｢未熟性｣の要因

①頭蓋内出血(主に脳室内出血)
②脳室周囲白質軟化症 (PVL)

③呼吸障害(主に呼吸窮迫症候群RDS)
を考慮
平成1 9年8月 産科医療補償制度調査専門委員会報告書

RDSは治療管理が可能で呼吸不全を予防できる

二次的な脳循環への負荷も管理が可能になってきている

RDSが脳性麻痺の直接の原因とは見なされない

V. 縞語 制度見直uこついての提言



平成1 9年本制度設計時

｢未熟性｣の要因として頭蓋内出血(主に脳室内出血) 、 脳室周囲

白質軟化症 ( PVL) 、 呼吸障害(主に呼吸窮迫症候群RDS ) を考慮
平成1 9年8月 産科医療補償制度調査専門委員会報告書
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制度発足後の周産期医療の進歩と変化
28週以上早産児でのpVLが減少し脳性麻痺も若明減少

△ □回 象の週数区分の 直しが"象の週数区分の 直しが必要

平成1 9年本制度設計時
33週未満で脳性麻痺の頻度が

高い

詩33週未満を ｢未熟性｣による脳

障害と区分して作業

制度発足4
周産期医療の成果として頻度
が高かったPVLが減少

実情に対応した週数区分の見直しが必要
現状に対応し例えば在胎28週以上を原則と

して対象をするのが妥当

●我が国を含めた先進国

では箸明に減少してきて

いる 。

●結果として28週から3 1

週の早産児の脳性麻痺

の発生率が箸明に減少

している 。

現状では28週以上ではこうした要因の脳障

害への関与は非常に小さくなってきている

｢未熟性｣の要因として考慮したこうした因子
の状況の変化から週数区分の見直しが必要

頭蓋内出血(IVH)

●軽症の頭蓋内出血

( IVH 1 /2)は重度脳性麻痺

には関係しない 。

●重症の頭蓋内出血

( IVH 3/4)は28週以上では

頻度は極めて少ない 。

●頭蓋内出血は分娩前お

よび分娩時の状況に大き

く影響され 、 分娩との関連

は否定できない 。

平成25年医学的調査専門委員会調査
胎生28週から3 1週で出生した児での脳性麻痺

の発生率に著明な減少 6中縄での調査で実証)

制度設計時と現在の ｢未熟性｣ に関する状況の変化

●治療薬の普及、 新生児

用呼吸器の進歩など周

産期医療の進歩あり 。

●治療可能な疾患であり 、

管理も容易になっている 。



現行 早産児は補償対象が限定されている

囮艶養護罫
在胎週数28週以上 かつ

胎児心拍数モニターや臍帯血pHによ り低酸素状態にあることが認め られる場合
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･ 28週から32週は 、 制度立ち上げの時点で脳性麻痺の頻度が高いことを以て ｢未熟性｣

による脳障害と分類された。 周産期医療の進歩により , 2 8週以上の早産児での燈性麻痺

の発生頻度が壤坐した変化を踏まえ登と 、 この過激で出生した脳性麻痘を ｢未熟性｣によ

るという説明は適切ではなくなってきている卒

･ 例えば、 夜艫週塾28選以上を霰鑑*燬審査とする 、 あるいはすべての児を対象と する !
ことが医学的に妥当 と考 える毯
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<原因分析 ･ 再発防止の機能>

, 再発防止
三 事例情報=ふん ;l 収集 し た事例を統計的 . !ミ ニ ー広 く 一般ご
キ ー 一の蓄積 - - } ! 体系的こ整理 し、 再発 妻 圭 公 開、 提言

‘ 防止策 を策定する 。 '　 　 　

I I I I 厚生労働省医政局平成25年 1 0月 2 3 日 第69回社会保障審議会医療保険部会 参考資料1

L□詞富麗詞白南両面酊前面円町幅詞官｢
制度別霊び｣禮町曲【

分娩時の医療事故では 、 過失の有無の判断が困難な場合が多く 、 裁判で争われる傾向があり 、 このような紛争

が多いことが産科医不足の理由の一つである 。 このため 、 安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として 、

①分娩に係る医療事故により障害等が生じた患者に対して救済し 、 ②紛争の早期解決を図るとともに、 ⑧事故原因

の分析を通して産科医療の質の向上を図ることを 目 的とし 、 平成21 年 1 目 から (公財) 日本医療機能評価機構におい

て産科医療補償制度の運営が開始された。

※制度の創設に当たっては 、 平成1 8年1 1 月 に与党においてとりまとめ られた枠組みを踏まえ 、 制度の詳細について検討が行われた。

補旧劇憲一 (※ 該当年に誕生した児のぅち制度創設時の対象者推計数は概ね500~800人 )

0 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺

･ 出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上 、 または在胎週数28週以上かつ所定の要件に該当する場合

･ 身体障害者等級 1 ･ 2級相当の重症者 ･ 先天性要因等の除外基準に該当するもの除く

○ 補償申請期間は児の満5歳の誕生日まで (※平成2 1 年生まれの児の場合 、 平成26年まで申請可能)

その他

遅くとも5年後を 目 処に、 制度内容について検証し 、 適宜必要な見直しを行う 。

<補償の機能>

i由 保険者｢一 .産 -
;- ‐ ; -

f 児 自 分娩当 た り 420, 0 00円　 　 　

i 一 ; ( 3 9万円 十加算額 (3万円 ) )
　　 　 　 　 　
、 ･ 、 金 / 加入者

(被保険者)
保険者

妊産婦(児) 分娩機関
運 蚕
曲 習
禮

l 嬢露
I 搏能 損害保険会社

r毬薙ぎ臨場囮乾き

芸 麗 笥
- 分娩費 こ し

民
間
保
険

ぎみ÷保険料事後精算特約 ヌ
ミ -÷ - {優良戻し) ‐ ‐ 毛

走 - - -

約者 保険者

件当た り 3, 000万円 (一時金 600万円、 分割金 2, 400万円 (年間 1 20万円 を20回) )

※ 1 : 運営組織が定めた標準補償約款を使用 して補償 を約束

※ 2 : 運営組織にて補償対象と 認定される と 、 運営組織が加入分娩機関の代わ り -こ損害保険会社に保険金を請求 し 、 保険金が補償金と して支払われる

原因分析 ･ 再発防止の機

医学的観点か ら原因 を分析 ぞ　　し、 児 と 分娩機関の双方に -

結果を フ ィ ー ド バ ッ ク

産科医療の ｣曖覊質の向上
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- 第 69 回社会保障議会医療保険部会 本制度関連概要 -

( 1 ) 剰余金の取扱いに関する ご質問 ･ ご意見

(意見 : 健康保険組合連合会)

剰余金の取扱いについては、 保険者や患者への返還が現実的ではない こ と か

ら 、 将来の掛金に充当する方向 と して ほ しい。

( 2 ) 掛金の取扱いに関する ご質問 ･ ご意見

(意見 : 健康保険組合連合会)

平成 27 年 1 月 よ り 前に 、 ①か ら⑧ (①補償対象者数推計の見直 し、 ②補償対

象 と な る脳性麻痺の基準お よび補償水準等の見直 し、 ③剰余金の掛金への充当 )

に よ る掛金水準の見直 しを 同時に行 う には、 剰余金が保険会社か ら運営組織に

返還 される ま での間 、 財源確保のために借入れが必要等の実現が困難である理

由 が示 された こ と 、 お よ び短期間 に複数回の掛金水準の見直 しを行 う こ と は診

療現場お よび妊産婦に相当 の混乱が生 じ る こ と を踏ま え る と 、 平成 27 年 1 月 に

掛金 と剰余金の掛金への充当 をセ ッ ト でやる こ と はやむを得ない と 思 う 。

(質問 : 全国健康保険協会)

現在 30,000 円 の掛金については、 本来は 21 , 000 円前後であ り 、 引 き 下げる

こ と が可能であれば一刻 も早 く 引 き 下げる のが筋であ る と 思 う 。 ただち に掛金

を下げるべき状況であ る に も係 らず、 だ ら だ ら と 先延ば し を されて 引 き 下げ ら

れない と い う こ と であれば、 国民に示 しがつかない。 掛金見直 し を前倒 しでき

ないのか、 何故 しないのか と い う 思いはあ る 。 掛金の引 き 上げに と も な う 資金

調達の問題や現場の混乱等の指摘については理解する が 、 それであればこ の場

で平成 27 年 1 月 に掛金を引 き 下げる と い う 方針を明確に して ほ しい。 厚労省 も

異論がない こ と を確認 したい。

→ (機構回答)

実務上は平成 27 年 1 月 か ら数ヶ 月 時間が必要であ る と 想定される が 、 補償対

象者数を確実に把握する こ と や医療機関 と 事前の連携等を と る こ と で時間 を短

縮 し 、 平成 27 年 1 月 に間 に合わせたい と 考えている 。 こ の点については改めて

医療保険部会で報告する 。 必ずでき る と 思っ てい る 。

→ (機構回答)

掛金水準の見直 し、 補償対象 と な る脳性麻痺の基準の見直 し、 剰余金の掛金

充当 3 つま と めて平成 27 年 1 月 にま と めて行 う 方向で、 運営委員会で議論 し 、



医療保険部会に報告する 。 補償対象 と な る脳性麻痺の基準の見直 しについて 、

制度発足当時の趣 旨 を踏ま えて議論 してい く 。

→ (厚生労働省医政局回答)

見直 しを同 じ時期にする こ と は非常に重要であ る と 考えてい る 。 剰余金の返

還時期が利息 と なっ てい る が 、 機構が努力 を して 1 年前倒 し をする と 言っ て く

れてい る 。 保険者の理解を得 られる のであれば、 医政局 と してはそれでいい と

思 う 。

( 3 ) 保険会社の事務経費に関する ご質問 ･ ご意見

【剰余金の返還の最低水準】

(意見 : 健康保険組合連合会)

仕組み 自 体をな く すこ と ができ ない こ と は理解 してい る ので、 今後の実績や新

しい推計値が出た ら都度見直 して ほ しい と お願い してお く 。

【剰余金の運用益】

(意見 : 健康保険組合連合会)

来年以降返還 される と の こ と だが 、 今ま での運用益も返す と い う のは契約上不

可能であ る と い う こ と も理解 してい る 。

(意見 : 全国健康保険協会)

毎年 120 億円 か ら 140 億円 の剰余金が出ている 中 、 運用益の額が把握でき てい

ない と い う こ と は 、 公費の使い方 と しては杜撰であ る 。 運用益返還の利率につい

てはオープンな場で検討 し 、 透明性を確保 してほ しい。

【制度変動 リ ス ク 対策費 】

(意見 : 健康保険組合連合会)

制度変動 リ ス ク 対策費については 、 そ っ く り そ のま ま保険会社の利益 と な り 問

題であ る 。 剰余金が出 る よ う な仕組み と しておき なが ら 、 ど こ に リ ス ク が あ る の

か理解でき ない。 今回 、 補償対象者数を減 ら した と の報告であ る が 、 そ も そ も制

度変動 リ ス ク 対策費 自 体不要ではないか。 再検討をお願い したい。 こ の制度は公

的制度であ り 、 ノ ー ロ ス ･ ノ ープロ フ ィ ッ ト が原則であ る 。 必要経費については

構わないが、 理由 がつかない経費については見過ごすこ と ができ ない。

( 4 ) 補償対象 と な る脳性麻痺の基準およ び補償水準等の検討状況等に関す る ご

質問 ･ ご意見



(意見 : 健康保険組合連合会)

基準の見直 しについては、 5 年後に見直す と していたた め 、 見直 し 自 体は 当然

であ る 。 一方制度発足当時の理念を変え る こ と は困 る 。 あ く ま で分娩に係 る 医療

事故を補償す る ための制度であ り 、 かわいそ う だか ら補償する と い う よ う な話で

はない。 ま た 、 医学的な見解 と い う こ と で幾つか資料が出 されてい る が 、 制度発

足時の 28 週か ら 32 週 と 、 33 週以降の脳性麻痺の発生率は、 今で も 16 倍か ら 17

倍差が あ る 。 東大の岡先生の資料を見て も 、 28 週か ら 3 1 週の脳性麻痺の発生率

がかな り 落ちている と い う こ と だが 、 未だに 32 週か ら 36 週の発生率が 2 .2 に対

して 、 28 週か ら 32 週は 36 .8 であ り 、 約 18 倍差があ る 。 こ の大き な差について 、

こ れだけ医療事故が発生 してい る と は思わない。 私は専門家ではないが 、 未熟性

や、 いわゆ る先天的な要件でこ の差が 出てい る と 思 う 。 28 週か ら 32 週について 、

現状で も全 く 排除 してい る わけではな く 、 個別審査があ る ので、 今の形のま ま で

もおか し く ない と 考え る 。

(質問 : 全国健康保険協会)

基準については 、 制度の趣 旨 を確認 したい。 通常の妊娠 ･ 分娩に係る脳性麻痺

の児を補償する と い う 考え方は当然維持 される と思 う が 、 その認識で合っ てい る

カコ。

→ (機構回答)

平成 18 年にま と め られた与党枠組みに も と づいて設計、 運営 されてい る 。 見

直 し も その趣旨の範囲で行 う 。 運営委員会でも確認済みであ る 。

→ (全国健康保険協会回答)

基準を ど う 考え る かについては、 保険者の理解、 制度発足時の趣旨 、 医学的

エ ビデンス に留意 して進めてほ しい。

( 5 ) 制度周知お よび補償申請促進の取組みに関す る ご質問 ･ ご意見

(質問 ･ 要望 : 大学教授 ･ 法学)

申請促進について 、 機構のホームページに制度に関する詳細が記載 されてい る

が 、 一般の妊産婦が見て も ほ と ん ど意味がわか ら ない と 思 う 。 実際に脳性麻痺の

児が生まれた時に 、 医者か ら制度について説明 を受け る が 、 妊産婦 も非常にシ ョ

ッ ク を受け 、 ま たは不安にな る状況であ り 、 一方医者は多忙で時間がなかなかな

い中 、 申請の前提 と な る理解をス ムーズに これまで促進 して き たのか。 要望だが 、

制度見直 しにおいては、 制度の見直 し以外に周辺的なシス テ ム をス ムーズに運営

してい く 手立てについて も幅広 く 考えて ほ しい。

→ (機構回答)



最近は通所施設、 入所施設へ直接連絡 し、 双方向のや り 取 り の 中で対象者を

確認 してい る 。 ホームページについては コールセ ンタ ーへ上が っ て く る 質問全

てに答え られる よ う な観点で作成 してい る 。 S N S を使っ た ら ど う か と い う 声

も あ る ので、 現在検討 している 。

→ (小林委員長回答)

脳性麻痺の児の診断が一般的には 3 歳か ら 4 歳 く ら いにな ら ない と でき ない

と い う 意見を小児科か ら多 く 聞いてい る が、 これは児が活発に動き 出すのが 3

歳か ら 4 歳であ り 、 ま た親に児が脳性麻痺であ る と 伝え る こ と を医者がため ら

っ て診断が遅 く なる た めであ る 。 機構は本年の 3 月 項か ら周知に積極的に取組

んでお り 、 対象者の掘 り 起 こ しを進めている 。 制度の対象者や保護者に正確な

情報を今後確実に伝えてい く 。

( 6 ) 制度全体に関す る ご意見 ･ ご質問

(意見 : 日 本医師会)

日 本医師会 と しては、 日 本産婦人科医会、 日 本産科婦人科学会等 と と も に産

科医療補償制度の対象拡大を考え る会を組織 し 、 9 月 10 日 に 日 本小児科学会、

日 本小児神経学会等、 9 団体連名 で厚労大臣宛に要望書を提出 している 。 その

中で掛金 3 万円 が維持でき る こ と を前提に 、 一般審査を在胎週数 28 週へ拡大、

補償の増額、 掛金減額部分へ剰余金を充当 しない、 出産育児一時金は減額 しな

い等を記載 してい る 。 今後 と も 両学会、 医会の意見 も踏ま えなが ら 、 制度の維

持 ･ 発展に向 けて進めていただき たい。

(意見 : 日 本労働組合総連合会)

本制度は、 本来であれば国の制度 と して運営すべき も のであ る 。 制度におい

て原因分析や再発防止が産科医療の安全性を高め 、 脳性麻痺 と な る児を減 らす

こ と に寄与 してお り 、 それが制度の価値であ る 。 産科医療の安全性を高め る こ

と が結果的に医療費抑制につなが る と 思 う 。 したがっ て 、 制度創設を急いだ経

緯を踏ま え、 当 時残 された宿題、 制度開始後明 らかになっ た課題を踏ま えて見

直 しを検討すべきであ る 。 その上で、 剰余金や掛金については制度の見直 し と

無関係ではないため 、 5 年間のデータ が揃った後に、 見直 し と 剰余金、 掛金に

ついてセ ッ ト で検討すべき であ る 。

(意見 : 健康保険組合連合会)

特定の疾患に対 して補償金を支払 う こ と は、 特例中の特例であ る と 考えてい

る 。 創設当時は産科医療の崩壊の危機的状況であ り 、 医療保険者 と して何かで

き ないか と 考え協力 した。 今は以前よ り も産科医療が安定してお り 、 特例は取



り やめ る と い う のが本来のあ るべき姿だ と 思っ てい る 。 -旦ス タ ー ト した制度

であ り 、 効果が あ る仕組みであ る と 考えてい る ため 、 急にやめ る こ と はでき な

い こ と も重々承知 してい る が 、 制度創設時の理念については これか ら も変わる

こ と な く 続けていかない と な ら ない こ と が前提であ る と 言いたい。

(質問 : 有識者)

本制度は特別な枠で出来た制度であ る一方、 社会福祉全体に関わっ てお り 、

制度の重要性を強調していい と 思 う 。 制度発足時の理由 に訴訟の頻発を防 ぐ こ

と も含まれていた と 思 う が 、 果た して訴訟は減っ ている のか。 これは制度発足

の出発点であ り 、 掛金の額よ り も重要であ る 。 ま た原因分析や再発防止、 産科

医療の質の向上について 、 機構は どの よ う をこ評価 してい る のか。

→ (機構回答)

最高裁が公表 してい る ｢医事関係訴訟事件の診療科 目別既済件数蹄こ よ る と 、

医事関係の訴訟件数は全体的に減少傾向にあ る が 、 その 中でも産婦人科の訴訟

件数は 16 1 件 (平成 18 年) か ら 59 件 (平成 24 年) に大き く 減少 してい る 。

ま た ｢裁判の迅速化に係 る検証に関する報告書｣ において も 、 こ の制度が医事

関係訴訟の件数に一定の影響が及ぼしてい る と 記載 されてい る 。 原因分析、 再

発防止については、 補償対象 と なっ た事例については全て原因分析を行い、 そ

れ ら の報告書を再発防止のためのデータ に加工、 取組むべき事項を沿えて分娩

機関へ送付 している 。 同 じ よ う な事例が発生 してい る分娩機関については、 別

の報告書を送付 し 、 改善 したか ど う かを確認 してい る 。 ま た 、 それ ら について

は全体 と して報告書にま と め 、 学会やシンポジ ウ ム で報告を してい る 。

( 7 ) 出産育児一時金に関する ご質問 ･ ご意見

(質問 : 全国健康保険協会)

掛金を引 き 下げた場合の出産育児一時金について 、 政令では一時金は 39 万

円 十 3 万円 を超えない範囲で保険者が定めた額を加算する と なっ てい る 。 した

が っ て 、 こ の加算額は保険者の判断で決定する こ と ができ る仕組み と なっ てい

る が 、 掛金が引 き 下げ られた場合、 出産育児一時金に関する通知 も 当然改正 さ

れる と 理解 してい る 。 その理解でいいか確認したい。

→ (保険局回答)

その よ う るこ理解 してい る 。

( 8 ) 部会長のま と め

今後の進め方について 、 運営委員会において基準、 水準の見直しについて今

後取 り ま と めに向 けた議論が される と 思 う が 、 部会の意見 も尊重 して議論を進



めて も ら いたい。 議論が あ る程度ま と ま っ た段階で部会へ報告いただき 、 それ

を も と に結論を出 してい く 。



参考資料3

◎ ◎ 平成 25 年 8 月 1 2 日

鬱 産科医療補償制度 公益財団法人 日 本医療機能評価機構

申請期限は満5歳の誕生日までです

/ 塵 料 圏 讓 彌 臘 割 臘 、

、 構 償 対 象 蜜 な っ 脆 蔓 曄 事 例 ‘
補償対象外と思っていませんか ? 迷っていませんか?

ぜひご相談ください

産科医療補償制度の 申請期限は、 満 5 歳の誕生 日 までです。 補償対象 と 考え られる 児が満 5 歳
の誕生 日 を過ぎた ため に、 補償を受け る こ と がで き な く な る事態が生 じ る こ と のな い よ う 、 運営
組織であ る 日 本医療機能評価機構では 、 現在、 補償申請の促進に努め て い る と こ ろ です。

し か し なが ら 、 今般 と り ま と め られた医学的調査専門委員会報告書に よ る と 、 補償対象者数の
推計値は年間 48 1 人 と さ れ、 本制度が創設さ れた平成 2 1 年に生まれた児にお ける現時点 (平成
2 5 年 7 月 末) の補償対象者数 208 人 を大き く 上回 っ て います。 そ の こ と か ら 、 補償対象 と 認定
さ れる 可能性があ る児が、 いま だ多 く 申請 さ れずに残っ て いる も の と 考え られます。
本制度の補償対象の範囲 と 考え方に ご理解いただ け る よ う 、 補償対象と なっ た参考事例 を ご紹

介 し ます。 こ れを ご参考に 、 これま で補償対象外と 思っ て お られた事例について も 、 専用 コ ール
セ ン タ ー (TEL : 0 1 2 0‐3 3 0‐6 3 7 ) ま でお気軽にお問 い合わせ く だ さ い。

このような事例も補償対象となっています

◇分娩中の異常や出生時の仮死がない場合で も … '

在胎週数 33 週以上かつ 出生体重 2,oo og 以上の場合は、 分娩中の異常や出生時の仮死が認め
ら れな く て も 、 参考事例①、 参考事例②の よ う に補償対象 と な っ た事例があ り ます。

◇先天性の要因がある場合でも 1M 1

児の先天性の要因が重度の運動障害の主な原因であ る こ と が明 ら かな場合は補償対象 と な り
ませんが、 先天性の霧舅賑該当式る疾患等があ っ て も それが重度の運動障害の主な原因で
燕ゑ三主義&明三ゑ煎篤姦し》蜴食襞込、 参考事例③か ら参考事例⑧の よ う に 、 補償対象と な っ た事
例があ り ます。

◇新生児期の要因がある場合でも … ･

分娩後に 、 新生児期の要因が重度の運動障害の主な原因で あ る こ と が明 ら かな場合は補償対
象 と な り ませんが、 袋物後脳発疽ぶた感染症な どがあ っ て も 、 妊娠や分娩 と は無関係に発症
とた 尋ね孜測婁一度変頌姦し｣"場…食!志 参考事例⑨か ら参考事例⑪の よ う に補償対象 と な っ た事例
があ り ます。

[ お問 い合わせ先] 産科医療補償制度専用 コ ールセ ン タ ー

フ リ ー ダイ ヤル 0120-330‐637 く 受付時間午前 9 時~午後 5 時 (土 日 祝日 除 く ) 〉

/ 塵 料 圏 讓 彌 臘 割 臘 、

構 償 対 象 蜜 な っ 脆 蔓 曄 事 例 ‘

在胎週数 33 週以上かつ 出生体重 2,oo og 以上の場合は、 分娩中の異常や出生時の仮死が認め
ら れな く て も 、 参考事例①、 参考事例②の よ う に補償対象 と な っ た事例があ り ます。

児の先天性の要因が重度の運動障害の主な原因であ る こ と が明 ら かな場合は補償対象 と な り
ませんが、 先天性の霧舅賑該当式る疾患等があ っ て も それが重度の運動障害の主な原因で
燕ゑ三主義&明三ゑ煎篤姦し》蜴食襞込、 参考事例③か ら参考事例⑧の よ う に 、 補償対象と な っ た事
例があ り ます。

分娩後に 、 新生児期の要因が重度の運動障害の主な原因で あ る こ と が明 ら かな場合は補償対
象 と な り ませんが、 袋物後脳発疽ぶた感染症な どがあ っ て も 、 妊娠や分娩 と は無関係に発症
とた 尋ね孜測婁一度変頌姦し｣"場…食!志 参考事例⑨か ら参考事例⑪の よ う に補償対象 と な っ た事例
があ り ます。



産 科 医 療 補 償 制 度 参 考 事 例 j

｢補償対象｣の一例として 、 ご理解しやすいように参考事例を作成しました 。
実際の審査は審査委員会において個別に審査します。

一般審査 (在胎週数33週以上かつ出生体重2,ooog以上 ) について

ご留意いただきたい事項 参 考 事 例

イーI

分娩中の異常や出生時の
仮死がない場合でも 、 補償
対象となる可能性がある 。

事例①

在胎週数39週 、 出生体重3 , 3 00g、 仮死なく出生。 分娩前後に特に異常は
なかった。 入院時の小児科診察で異常なく退院。 1ヶ月 健診時に頭圏の発
育不良を認めたため 、 頭部CTを施行したところ多嚢胞性脳軟化症を認め
た。 明 らかな先天性の要因 、 新生児期の要因は認めず 、 また頭部画像所見
からは分娩中の低酸素等の影響を否定できないことから 、 除外基準には該
当 しないと判断された。

事例②

在胎週数38週 、 出生体重3 , 00 0g 、 仮死なく出生。 1ヶ月 健診時に体重増加
不良を認め、 以後 、 発達遅滞も認めた。 また、 生後6ヶ月 頃に軽度のてんか
んを発症した。 てんかんについては容易にコントロール可能であり 、 重度の
運動障害の主な原因とは言えないと判断された。 また、 脳性麻痺の発症時
期は特定できず、 明 らかな先天性の要因 、 新生児期の要因は認めないこと
から 、 除外基準には該当 しないと判断された。

2

脳奇形等があっても、 分娩
中の要因による影響があ
ると考えられる場合は補償
対象となる可能性がある 。

事例③
(脳奇形)

在胎週数40週 、 出生体重3 , 1 00g、 吸引 分娩で出生。 重症新生児仮死を認
めた。 分娩後の診断は常位胎盤早期剥離であった。 頭部に孔脳症はあっ
たが 、 分娩時には常位胎盤早期剥離があり 、 画像所見は低酸素 ･虎血を呈
した状態に矛盾しないとされた。 孔脳症の発症時期は正確には分からず 、
またそれが重度の運動障害の主な原因であることが明らかではないため 、
除外基準には該当しないと判断された。

事例④
(染色体
異常 )

在胎週数36週 、 出生体重2 , 3 0 0 g 、 常位胎盤早期剥離疑いのため緊急帝王
切開で出生。 重症新生児仮死を認め 、 頭部画像検査では低酸素 ･虚血を
示す所見を認めた。 染色体検査において2 1 トリソミーを認めたが、 分娩中の
状況や頭部画像所見等から判断すると 、 この染色体異常が重度の運動障
害の主な原因であるとは言えず、 除外基準には該当しないと}判断された。

事例⑤
(先天異常

在胎週数37週 、 出生体重2,80 0g 、 胎児機能不全のため緊急帝王切開で出
生。 重症新生児仮死を認めた。 先天性心疾患を認めるが 、 出生時の仮死
状態に先天性心疾患の影響が加わった状況であると考えられることから、
先天性心疾患が重度の運動障害の主な原因であることが明らかではない
ため 、 除外基準には該当 しないと判断された。

3

脳奇形等があっても 、 その
程度や部位等によっては
除外基準に該当せず、 補
償対象となる可能性があ
る。

事例⑥
(脳奇形)

在胎週数40週 、 出生体重2 , 9 00g、 経腟分娩で出生。 新生児仮死を認め
た。 頭部画像検査では先天性下垂体低形成を認めたが 、 これが重度の運
動障害の主な原因とは言えず 、 除外基準には該当 しないと判断された。



4

何らかの先天異常が疑わ
れる場合でも 、 明 らかな疾
患等が特定できない場合
は、 補償対象となる可能性
がある 。

事例⑦

在胎週数38週 、 出生体重2 ,800g、 仮死なく出生。 外表奇形、 精神運動発達
遅滞、 難治性てんかんがあることから、 先天性要因の可能性が考えられた
が 、 確定診断には至らなかった。 運動障害の主な原因として明らかな先天
異常等は認めず、 除外基準には該当しないと判断された。

事例⑧

在胎週数33週 、 出生体重2,600g 、 仮死なく 出生。 分娩機関においてTrrs
(双胎間輸血症候群) の疑いありと診断された。 出生前の胎内での慢性的
な血流障害の影響も考えられるが 、 出生時の脳の形態異常は明らかでな
く 、 出生前後の急せ生の循環障害による脳障害であると考えられることから 、
除外基準には該当 しないと判断された。

5

分娩後の感染症等があっ
ても、 それが妊娠 ･ 分娩と
無関係に生じたことが明ら
かでない場合は 、 補償対
象となる可能性がある。

事例⑨
(感染症)

在胎週数39週 、 出生体重3 , 300g 、 仮死なく出生。 入院中は特に異常を認
めず退院したが 、 日 齢12に全身状態悪化を認めたため受診。 GBS感染によ
る髄膜炎 、 敗血症と考えられた。 36適時の母体の腟分泌物培養検査では
GBS陽性であった。 分娩後に発症した髄膜炎、 敗血症であるが、 感染経路
は特定できず 、 母体が妊娠後期にGBS陽性であったこと等から考えると 、 分
娩と無関係に発症した髄膜炎、 敗血症であることが明らかとは言えないた
め 、 除外基準には該当しないと判断された。

事例⑩
(呼吸停止)

在胎週数39週 、 出生体重3 , 2 0 0g 、 仮死なく出生。 早期新生児期 (※) &こ起
こった呼吸停止による脳障害から 、 重度の運動障害が生じた。 重度の運動
障害の主な原因は出生後に生じた呼吸停止と考えられが 、 総合的に審議
した結果、 この呼吸停止が分娩凶ま無関係に起こったことが明らかであると
は言えず 、 除外基準には該当しないと判断された。
(※ ) これまでに、 生後4 日 目 に呼吸停止が発生して補償対象となった事例
がある。

事例⑪
(てんかん)

在胎週数38週 、 出生体重2,800g、 仮死なく 出生。 日 齢7~ 日 齢10頃より顔
面けいれん様のエピソードを認め、 生後1ヶ月 に大田原症候群と診断され
た。 大田原症候群に関する遺伝子検査は陰性であった。 分娩後に発症し
た大田原症候群であるが 、 先天性の要因となり得る脳の形態異常や遺伝子
異常は認められず、 分娩と無関係に発症したことが明らかとは言えないた
め 、 除外基準には該当 しないと判断された。

6

重症度に関して 、 動作 ･ 活
動の状況や所見を総合的
に判断し 、 将来の実用的
歩行獲得の可能性が低い
と考えられる場合は 、 補償
対象となる可能性がある。

事例⑰

在胎週数39週 、 出生体重3 ,400g 、 仮死なく出生。 3歳時の診断において 、
つかまり立ちが可能とされていたが、 これは上肢の力で代償していると考え
られること 、 また交互運動を伴う四つ這いが不可能であることから 、 将来の
実用的な歩行獲得の可能性は低いと判断された。
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個別審査 (在胎週数28週以上で所定の低酸素状況 ) について 一

-

前置胎盤 、 常位胎盤早期
剥離、 子宮破裂 、 子癇 、 臍
帯脱出等 、 分娩時の具体
的なエピソードがない場合
でも 、 補償対象となる可能
性がある 。

事例⑱

在胎週数32週 、 出生体重1 ,8 00g。 胎動減少の 自 覚あり 、 胎児心拍数モニタ
およびエコー所見より NRFSと診断され緊急帝王切開となった。 新生児仮死
を認めた。 補償対象基準の二一 (二) に記載されている前置胎盤、 常位胎
盤早期剥離、 子宮破裂、 子癇、 臍帯脱出等の具体的なエピソ一門まなかっ
たが 、 胎児心拍数モニタでは、 心拍数基線細変動の消失および子宮収縮
の50%以上に出現する遅発一過性徐脈を認め 、 基準に該当すると判断さ
れた。

2

分娩中の低酸素状況を証
明するデータがない場合
でも 、 以下の①~③をすべ
て満たしていると判断でき
る場合は、 補償対象となる
可能性がある 。

事例⑭

在胎週数3 1週 、 出生体重1 , 7 0 0g。 自 宅にて分娩が急速に進行し、 救急車
を要請した。 救急隊が医師の電話による指示のもと介助を行い (分娩機関
管理下) 、 児を娩出した。 胎児心拍数モニタは施行できず、 臍帯動脈血採
取もできなかった。 分娩機関に提出された消防署長名の文書によると 、 現
場での活動として、 ｢ 口 腔および鼻腔の吸引 、 臍帯結紮、 臍帯切断等を電
話による医師の指示の基に実施する｣ との記載があり 、 また新生児の観察と
して 、 ｢心拍触知不能、 自 発呼吸なし、 筋緊張なし (全身) 、 刺激 (吸引時)
に対する反射興奮性なし、 顔色チアノーゼ、 アプガースコア0点を確認す
る｣ との記載があった。 この文書等をもと &こ審査したところ、 分娩中に所定の
低酸素状況が生じていたことは明らかであり 、 基準に該当すると判断され
た。

事例⑮

在胎週数32週 、 出生体重1 , 60 0g 、 ドプラによる徐脈確認後、 ただちに緊急
帝王切開となった。 新生児仮死を認めた。 胎児心拍数モニタ ーま施行でき
ず、 臍帯動脈血のpH値は7 . 1以上であったが 、 胎盤の病理検査結果等から
常位胎盤早期剥離と診断されており 、 またアブガースコアからは重度仮死
であり 、 吸引やバッグ ･ マスク 、 気管挿管等の蘇生に対する反応が悪かっ
た。 頭部画像においても低酸素状況を示す所見を認めたこと等から 、 分娩
中に所定の低酸素状況が生じていたことは明らかであり 、 基準に該当する
と判断された。

①緊急性に照らして考える
と、 データが取れなかった
こと もこやむを得ない合理
的な理由 がある。

②診療録等から、 低酸素
状態が生じていたことが
明 らかであると考えられる。

③もしデータがあれば、 明 ら
かに基準を満たしていたと
考えられる。

事例⑯

在胎週数33週 、 出生体重1 , 8 00g、 母体の脳出血による心肺停止後約2時
間に緊急帝王切開で出生。 新生児仮死を認めた。 心肺停止時にドップラに
て確認した胎児心拍数は60bpm程度であった。 臍帯動脈血pH値は7 . 1以上
であり 、 母体心拍再開後、 帝王切開前の胎児心拍数モニタでは心拍数基
線細変動の消失は認めるものの 、 補償対象基準二一 (二×こ該当する胎児
心拍数パターンは認められなかったが 、 母体入院時の血液ガス分析値で
は強いアシドーシスを認めたことから、 胎児への影響も考えられるとして補
償申請された。
分娩前の胎児心拍数モニタの所見は基準を満たしていないが 、 母体の心
肺停止により胎児は低酸素血症、 稜血症に陥っていたと考えられ、 母体心
肺停止時にドップラで確認された徐脈を胎児心拍数モニ列こて記録できて
いたら、 心拍数基線細変動の消失を伴う持続する徐脈であった可能性が極
めて高いと考えられることから、 基準に該当するど砦り断された。

3

補償対象基準に該当する
胎児心拍数パターンは認
められない場合でも 、 分娩
中の低酸素状況が生じて
いたことが明 らかと判断さ
れる場合 、 補償対象となる
可能性がある 。

事例⑰

在胎週数3 1週 、 出生体重1 , 600g 、 胎動減少の 自 覚あり受診した後、 胎児機
能不全の診断にて緊急帝王切開となった。 新生児仮死を認めた。 臍帯動
脈血pH値は7 . 1以上であり 、 分娩前の胎児心拍数モニタにおいて補償対象
基準二- (二) に該当する胎児心拍数パターンは認められなかったが 、 徐
脈が確認できなく とも胎児機能不全と"判断すべき事例であったとして補償
申請された。
分娩前の胎児心拍数モニ列こおいては、 心拍数基線細変動の消失を認
め、 また子宮収縮が出現していないが徐脈と判断できる部分があり 、 仮に子
宮収縮が出現していれば、 補償対象基準二一 (二) に該当する胎児心拍数
パターンを認めた可能性が極めて高いと考えられることから、 基準に該当す
ると判断された。

4

PVLがあっても 、 臍帯動脈
血pH値または胎児心拍数
モニタの所見が基準に該
当すれば、 補償対象となる
可能性がある 。

事例⑩

在胎週数30週 、 出生体重1 , 20 0g 、 常位胎盤早期剥離の診断にて緊急帝王
切開で出生。 新生児仮死を認めた。 生後2ヶ月 の頭部MRRこてPVLを認め
た。 臍帯動脈血pH値は7 , L未満であり 、 補償対象基準に該当すると判断さ
れた。
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平成 25 年 1 1 月

保護者 様

公益財団法人 日本医療機能評価機構

産科医療補償制度運営部

産科医療補償制度について (補償申請期限のお知 らせ)

産科医療補償制度は、 重度脳性まひのお子様 と ご家族を支援する制度です。

本制度の補償申請期限は満 5 歳の誕生 日 ま で と なっ ています。 現在、 制度運

営組織であ る 当機構では、 補償対象 と 考え られるお子様が満 5 歳の誕生 日 を過

ぎたために補償を受け る こ と ができ な く な る事態が生 じ る こ と の ない よ う 、 補

償申請の促進に努めてい る と こ ろです。

しか しなが ら 、 ま だ本制度への理解が十分でない こ と が考え られ、 さ ら な る

補償申請促進のため 、 全国重症心身障害 日 中活動支援協議会の会員施設の皆様

の ご協力 をいただき 、 通所 されている平成 2 1 年 (2009 年) 生まれの脳性まひの

お子様の保護者の方に ご案内 させていただ く 次第です。

同封の リ ーフ レ ッ ト ｢産科医療補償制度の 申請期限は満 5 歳の誕生 日 までで

す｣ を ご覧いただき 、 お子様が リ ーフ レ ッ ト に記載の補償対象の基準を満たす

と 考え られる場合で、 ま だ補償申請手続き等を行っ ていない保護者の方は、 下

記の産科医療補償制度専用 コールセンタ ー ( も し く はお子様を出産 した分娩機

関) にお問い合わせいただき ますよ う お願い 申 し上げます。

ま た 、 間 も な く 補償申請期限を迎え る こ と か ら 、 多 く の方の現状を把握 させ

ていただ く ため 、 可能であ り ま した ら 、 添付の ｢別紙｣ について ご記入いただ

き 、 1 1 月 末 日 頃ま でに本制度の運営組織であ る 当機構に同封の返信用封筒にて

ご返信 く だ さ いますよ う 合わせてお願い致 します。 ( ご返信は任意です。 )

なお 、 ご返信いただき ま した 明-i紙｣ に基づき 、 当機構よ り 電話連絡等を さ

せていただ く 場合があ り ますので 、 何卒ご理解いただき ますよ う お願い 申 し上

げます。

【本件に関する お問 い合わせ先】

公益財団法人 日 本医療機能評価機構

産科医療補償制度専用 コールセ ンタ ー

0 1 2 0 一 3 3 0 一 6 3 7 受付時間 : 午前 9 時か ら 午後 5 時 (土 H 視を除 く )

なお 、 03‐5800-223 1 も ご利用 いただけます。
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ご記入 日 平成 年 月 日

公益財団法人 日 本医療機能評価機構

産科医療補償制度運営部 行

保護者のお名前

お子様のお名前

お子様の生年月 日 平成 年 月 日

出産 した分娩機関名

ご 住 所 (〒 )

ご連絡先 ( 自 宅)

ご連絡先 (携帯)

産科医療補償制度の補償申請状況につ いて 、 お答え下 さ い。

( 口 に し点を付けて く だ さ い)

□ 1 . 補償申請済みまたは補償申請中であ る

口 2 . 補償申請 していない

□ ①これか ら補償申請する予定であ る ( 月 項)

□ ②これか ら補償申請について検討する

(理由 ) □ 制度について知 ら なかっ たか ら

口 その他 (

□ ③補償申請する予定はない

(理由 ) □ 補償対象の基準に該当 しないか ら

口 その他 (

□ 3 . その他

/
I
I
I
、

ご協力 あ り が と う ご ざいま した。

※ ご記入いただき ま した個人情報につ き ま しては 、 本制度の補償申請促進の 日 的以外には

使用 しません。
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脳性麻痺 ‐ Goog1e 検索

十YOU 横素 画像 地図 P lay YouTube ニュース Gma i l もっと見る マ

GQ 81e 脳性麻痺

ウェブ

岡生麻痺 " ■■

画像 地図 ショッピング もっと見る マ 検索ツール

約 857 ,COO 件 (01 3 秒)

ログイン

広ム告
脳性麻痺に関連した広告

産科医療補償制度のご壁四 o 乍 20‐330 ‐637

"帆v . San ka‐h p . i cq hc. o r.j p/ ▼

脳性麻痺のお子様を支援する制度。 申請期限は5歳の誕生 日 まででず。

國雄マヒ 南浦和 - watomeo . Com

WWW.Watomeo . Co rm ▼

動かなかった腕 ･ 足が動いた ! 相談無料。 気功治療体験2000円

中国銭で脳性蔗痺回復 - na n nbvou .Com

WWW. nann byou ‐CO作ソ ▼

特殊な電気針で脳神経細胞へ刺激 脂性麻痺の回復と運動機能を向上

′｣、学生対象の療育

WVWV . tokyobody ,iP/ ▼

脳性まひやダウン症児療育で知られる
療育の新規受付を開始しました 。 池袋

脇性庶痒の 1メ ハピ リ治療家を紹介

W榊, houmo n .ma ssageip / ▼

ば全国対応沙TVでも話題の訪問紹介サイト
自宅で保険適応マッサージ (初診無料 ! )

諦めていま豆んか ? 脳卒中後遺症

WWW. b悩‐a . i p ノ ▼

脳卒中の後遺症で筋肉がつっぱって 、
日 常生活に不便を感じていませんか ?

瞳蛙盤"は: - いけ礁堕ed i a

i a .wi kl p ed ia . o rg衲i畑脳性麻痺 ▼

脳性麻痺(のうせいまひ 、 英 : Cereb ral pa l sy , CP) は、 受精から生後4週までに何らかの原

因で受けた脳の損傷によって引き起こされる運動機能の障害をさす . " 脳性 麻痺の原因は

脳障害の病園発生の時期に応じて 、 胎生期 ･ 同座期 ･ 出生後に分けられる。

概要 ‐ 原因 ‐ 対策 ‐ 分類

脳性聴く子どもの病気> - 飢oo ヘルスケア

heal thgoo . n e.jp ) … ) 病名 ; の ) ヘルスケア ) 家庭の医学 ) 病名 : の ▼

脂性麻痺<子どもの病気> 。 脳性麻痺とはどんな病気が 胎児がおなかのなかにいる時か

ら出生直後(4週まで) の間に起きた 、 脳の何らかの障害による｢運動の異常｣を指します 。 年

齢とともに進行する麻痺や一時的な麻痺、 あるいは単に発達が遅れ gooヘルス …

脳性庶疸 秀ちゃん 症状

www. ask . co r甜脳性麻痺十赤ちゃん競症状 ▼

検索を続ける
Ask .comで質問と回答を検索する

脳性庶薄はヨドバシ

www.yodobash i ‐ com/ ▼
脳性麻痺はヨ ドバシ公式通販で
日本全国無料配達 スピードお届け

脂性±畜ひならアマゾン

WWW.amazon . oo .j P/bookS ▼

お急ぎ便利用で当 日 、 翌 日 にお届け。
アマゾン配送商品は通常配送無料

参考資料6


